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　安
芸
国
に
お
け
る
神
社
玉
殿
の
祖
型
は
厳
島
神
社
玉
殿
で
あ
る
。
そ
の
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
、
奈

良
時
代
に
遡
る
神
座
の
形
式
で
あ
る
御
帳
台
に
、
本
殿
の
形
式
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
、
す
な
わ
ち
、

御
帳
台
と
い
う
調
度
を
建
築
化
さ
せ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
初
源
的
な
玉
殿
の
形
式
は
、

大
型
で
桁
行
一
間
ま
た
は
三
間
、
梁
間
一
間
、
切
妻
造
、
檜
皮
葺
で
、
著
し
く
床
高
は
低
く
、
見
世

棚
造
と
せ
ず
、
面
取
角
柱
、
舟
肘
木
、
豕
扠
首
と
し
、
軒
は
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
そ
の
玉
殿
は
本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
、
奈
良
時
代
ま

で
遡
る
御
帳
台
の
形
式
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
独
自
の
形
式
を
持
つ
神
座
と
し
て
分
化
発
展
し
た
も
の

で
あ
る
。
安
芸
国
に
広
く
分
布
し
て
い
る
中
世
の
玉
殿
は
、
祖
型
で
あ
る
厳
島
神
社
玉
殿
か
ら
さ
ら

に
進
化
す
な
わ
ち
建
築
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
御
帳
台
か
ら
分
化
し
た
神
座
の
一
系

統
で
あ
る
。

　他
国
と
比
べ
て
安
芸
国
に
お
い
て
玉
殿
が
広
く
分
布
し
、
中
世
の
玉
殿
が
大
量
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
一
宮
で
あ
る
厳
島
神
社
が
玉
殿
を
安
置
す
る
形
態
を
採
っ
た
た
め
で
あ
る
。
厳
島
神
社
か
ら
始

ま
っ
た
玉
殿
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
安
芸
国
の
村
落
の
中
心
的
神
社
、
い
わ
ゆ
る
村
の
鎮
守
社
級

の
規
模
の
神
社
ま
で
広
く
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
の
普
及
過
程
に
お
け
る
神
社
の
格
式
や
経
済
的
規

模
の
差
を
反
映
し
て
、
見
世
棚
造
や
高
床
や
長
柿
葺
の
採
用
な
ど
が
お
こ
る
。
そ
う
し
た
変
化
は
さ

ら
な
る
本
殿
の
形
式
の
取
り
入
れ
と
い
う
建
築
化
で
あ
り
、
同
時
に
低
廉
化
も
進
行
し
て
い
っ
た
。

近
世
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
玉
殿
の
普
及
が
進
み
、
安
芸
国
の
神
社
は
小
祠
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
玉
殿
を
安
置
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
ら
の
玉
殿
の
形
式
の
変
化
は
、
単
な
る
神
体
の
容
れ
物

と
な
る
箱
形
化
と
、
微
細
な
部
品
を
膠
で
接
着
し
組
立
て
る
工
芸
品
化
へ
の
分
化
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
非
建
築
化
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
玉
殿
の
変
化
は
、
す
べ
て
神
社
建
築
の
流
れ
に
帰
結
す
る
も
の
で

あ
り
、
寺
院
建
築
様
式
が
関
係
し
た
も
の
で
は
な
い
。
玉
殿
と
い
う
建
築
形
式
は
神
社
に
お
い
て
独

自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

緒
言
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課
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❷
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緒
言　神

社
玉
殿
は
、
神
社
の
本
殿
内
陣
に
安
置
さ
れ
る
本
殿
形
を
し
た
小
建
築
で
あ
っ

て
、
神
体
を
奉
安
し
て
い
る
（
以
下
、
玉
殿

（
（
（

と
言
う
）。
安
芸
国
（
広
島
県
西
半
部
）

の
主
要
な
神
社
本
殿
内
を
調
査
し
た
結
果
、
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
の
中
世

の
玉
殿
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
安
芸
国
に
現
存
す
る
三
十
四
基
の

中
世
の
玉
殿
は
、
造
立
当
初
の
部
材
を
ほ
ぼ
完
存
し
て
お
り
、
す
べ
て
本
殿
形
の
建

築
的
形
態
を
採
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
安
芸
国
の
玉
殿
の
建
築
的
特
色
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
玉
殿
の
起
源
や
特
質
に
関
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
安
芸
国
は
、
中
世
の
玉
殿
が
全
国
的
に
み
て
特
別
に
集
中
し
て
遺
存
し
て

い
る
地
域
で
あ
り
、
現
存
最
古
級
の
例
を
は
じ
め
、
中
世
の
玉
殿
の
現
存
例
は
安
芸

国
が
突
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
心
地
で
あ
る
安
芸
国
に
限
定
し
て
玉
殿
の
考
察

を
進
め
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
に
お
け
る
玉
殿
の
特
質

に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
を
適
用
す
る
こ
と
で
自
ず
か
ら
解
明
に
至
る

は
ず
で
あ
る
。

　な
お
、
本
稿
で
言
う
玉
殿
に
は
、
本
殿
に
覆
屋
を
架
け
、
土
間
等
に
直
に
建
つ
形

式
の
も
の
は
含
ま
れ
な
い

（
（
（

。
ま
た
、
建
築
的
造
形

（
（
（

に
な
い
春
日
厨
子
も
含
ま
れ
ず
、

当
然
、
寺
院
の
本
堂
内
の
須
弥
壇
上
等
に
安
置
さ
れ
た
厨
子
は
含
ま
な
い
。

　玉
殿
の
成
立
は
、
平
安
時
代
後
期
と
さ
れ
て
い
る
。
現
存
例
は
鎌
倉
時
代
後
期
以

降
の
も
の
で
あ
る
。
玉
殿
は
成
立
以
来
、
本
殿
の
形
式
、
本
殿
内
で
の
祭
祀
形
態
な

ど
、本
殿
の
変
化
発
展
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
玉
殿
は
、

神
を
祀
る
本
殿
の
特
質
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
社
建
築
史
上
、
玉

殿
は
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
神
社
本
殿
内
陣
の
神
座
で
あ
る
た
め
特
に
非
公
開

と
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
従
来
は
ほ
と
ん
ど
調
査
が

不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
玉
殿
に
関
す
る
研
究
は
わ
ず
か
し
か
行
わ
れ
て
い
な

い
。
玉
殿
に
関
連
し
た
従
来
の
研
究
は
、
単
体
の
玉
殿
に
対
し
て
の
調
査
で
あ
っ
た

り
、
玉
殿
を
安
置
す
る
本
殿
な
ど
の
建
築
の
考
察
過
程
で
玉
殿
に
簡
単
に
触
れ
た
程

度
で
あ
っ
て
、
玉
殿
の
実
体
は
、
あ
ま
り
分
か
っ
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
玉
殿
の

形
式
分
類
、
年
代
変
化
、
分
布
過
程
、
安
置
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
体
系
的
に
述
べ

た
先
行
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。

　本
稿
で
は
安
芸
国
の
歴
史
的
特
色
を
考
慮
し
て
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
以
前

を
中
世
と
す
る

（
（
（

。
ま
た
、
安
芸
国
の
一
宮
で
あ
る
厳
島
神
社
は
、
そ
の
内
宮
（
現
、

厳
島
神
社
〔
広
島
県
廿
日
市
市
宮
島
町
〕）
と
外
宮
（
現
、
地
御
前
神
社
〔
広
島
県

廿
日
市
市
地
御
前
〕）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
社
本
殿
内
に
六
基
、
摂
社
客
神
社
本
殿
内

に
五
基
の
玉
殿
を
安
置
し
て
お
り
、
そ
の
安
置
は
全
国
的
に
も
極
め
て
早
い
仁
安
三

年
（
一
一
六
八
）
に
ま
で
遡
り
、
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
安
芸
国
の
神
社
本
殿
に
お
け

る
玉
殿
安
置
の
先
駆
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
（
（

。
そ
の
た
め
、
厳
島
神
社
主
要
本

殿
内
に
お
け
る
現
存
最
古
の
玉
殿
で
あ
る
地
御
前
神
社
玉
殿
に
つ
い
て
も
古
い
形
式

を
伝
え
る
も
の
と
し
て
対
象
と
す
る
こ
と
に
す
る
。

　な
お
、
本
稿
中
で
は
、
玉
殿
の
実
測
を
現
行
曲
尺
で
行
っ
た
の
で
、
寸
法
に
つ
い

て
は
尺
寸
で
表
記
し
た

（
（
（

。
神
社
名
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
現
在
の
社
号
を
用
い

た
。
東
広
島
市
高
屋
町
の
新
宮
神
社
と
安
芸
高
田
市
吉
田
の
新
宮
神
社
は
、
神
社
名

の
後
に
［
高
屋
］
も
し
く
は
［
吉
田
］
と
し
て
適
宜
区
別
し
て
お
い
た
。

❶
従
来
の
研
究
と
課
題

　玉
殿
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
特
定
の
玉
殿
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
触
れ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
従
来
の

研
究
に
つ
い
て
著
者
・
年
代
順
に
挙
げ
、
そ
の
玉
殿
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
ま
と

め
て
お
く
。

1

　
福
山
敏
男
「
厳
島
神
社
の
社
殿
」（『
仏
教
芸
術
』
五
十
二
号
、
昭
和
三
十
八
年

十
一
月
、『
日
本
建
築
史
研
究
』、
墨
水
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
に
修
正
再
掲
）
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　厳
島
神
社
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
論
文
で
あ
る
。
厳
島
神
社
の
玉
殿
が

本
社
本
殿
内
に
六
基
、
摂
社
客
神
社
本
殿
内
に
五
基
存
在
す
る
こ
と
を
記
す
。

2

　
『
嚴
島
神
社
国
寶
並
び
に
重
要
文
化
財
建
造
物
昭
和
修
理
綜
合
報
告
書
』（
昭
和

三
十
三
年
三
月
）

　厳
島
神
社
各
社
殿
の
修
理
工
事
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に
末
社
左
門
客
神
社
お

よ
び
右
門
客
神
社
、
摂
社
天
神
社
、
摂
社
大
元
神
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
の
修
理
の
記

載
が
あ
る
。

3

　
三
浦
正
幸
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
建
築
史
学
』
第
四
号
、
昭
和
六
十
年
三
月
、

初
掲
は
「
厳
島
神
社
外
宮
地
御
前
神
社
の
建
築
」、
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究

報
告
集
第
一
〇
巻
一
号
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
お
よ
び
「
厳
島
神
社
の
玉
殿
」
日
本

建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
計
画
系
、
昭
和
五
十
八
年
九
月
、
前
者
は
『
廿
日

市
の
文
化
』
第
一
九
集
、廿
日
市
市
郷
土
文
化
研
究
会
、平
成
三
年
十
月
に
再
掲
、『
四

面
庇
系
平
面
の
神
社
本
殿
の
研
究
』、
昭
和
六
十
一
年
九
月
に
修
正
再
掲
、『
厳
島
信

仰
事
典
』
戎
光
祥
出
版
、
平
成
十
四
年
十
一
月
に
再
々
掲
）

　厳
島
神
社
に
お
け
る
四
面
庇
系
の
本
殿
の
形
式
に
つ
い
て
、
厳
島
神
社
内
宮
お
よ

び
外
宮
（
地
御
前
神
社
）
の
玉
殿
安
置
の
面
か
ら
検
証
し
、
玉
殿
を
安
置
す
る
た
め

に
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に
造
替
の

外
宮
玉
殿
の
現
存
を
確
認
し
、
そ
の
規
模
形
式
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
文

献
を
併
用
し
、内
宮
の
玉
殿
の
規
模
形
式
お
よ
び
成
立
年
代
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。

4

　
三
浦
正
幸
「
神
社
本
殿
内
の
中
世
の
玉
殿

　
―
広
島
県
高
田
郡
八
千
代
町
の
佐
々
井

厳
島
神
社
と
常
磐
神
社
―
」（『
建
築
史
学
』
第
十
一
号
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
）

　広
島
県
高
田
郡
（
現
安
芸
高
田
市
）
八
千
代
町
の
佐
々
井
厳
島
神
社
と
常
磐
神
社

の
玉
殿
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
社
八
基
の
玉
殿
に
対
し
て
、
規

模
形
式
、
細
部
意
匠
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
た
屋

根
葺
の
技
法
や
一
木
造
出
の
技
法
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。

5

　
三
浦
正
幸
『
東
広
島
市
社
寺
建
築
調
査
報
告
書
』（
東
広
島
市
教
育
委
員
会
、
平
成

二
年
三
月
）

　東
広
島
市
内
に
現
存
す
る
社
寺
建
築
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
中

に
、
東
広
島
市
高
屋
の
新
宮
神
社
玉
殿
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
る
。

6

　
三
浦
正
幸
「
安
芸
国
の
中
世
建
築
の
意
匠
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概

集
計
画
系
、
平
成
三
年
九
月
）

　広
島
県
西
部
の
安
芸
国
の
中
世
建
築
に
お
け
る
意
匠
の
特
色
を
示
し
、
厳
島
大
工

と
の
関
係
を
論
じ
る
。
こ
の
中
に
佐
々
井
厳
島
神
社
、
常
磐
神
社
、
堀
八
幡
神
社
、

速
田
神
社
の
各
玉
殿
が
中
世
建
築
の
遺
構
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

7

　
三
浦
正
幸
監
修
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
広
島
県
神
社
誌
』、
広
島
県
神
社
庁
、

平
成
六
年
八
月
）

　広
島
県
内
に
現
存
す
る
神
社
二
千
八
百
五
十
社
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
鎮
座
地
、
祭

神
名
、
各
社
殿
の
規
模
形
式
、
由
緒
、
特
殊
神
事
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
中
の
佐
々
井
厳
島
神
社
と
常
磐
神
社
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
玉
殿
の
存

在
を
指
摘
し
て
い
る
。

8

　
三
浦
正
幸
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』
第
二
〇
七
・
二
〇
八
号
、

平
成
九
年
十
二
月
）

　論
文
（
の
厳
島
神
社
本
殿
に
関
す
る
部
分
を
論
文
（
の
内
容
の
一
部
を
踏
ま
え

て
、
一
般
向
け
に
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

9

　
三
浦
正
幸
編
『
総
覧
日
本
の
建
築
』
第
八
巻
／
中
国
・
四
国
（
新
建
築
社
、
日
本

建
築
学
会
編
、
平
成
十
年
三
月
）

　中
国
、
四
国
地
方
の
建
築
に
つ
い
て
一
般
向
け
に
紹
介
し
た
本
で
あ
る
。
こ
の
中

で
今
田
八
幡
神
社
、
佐
々
井
厳
島
神
社
、
常
磐
神
社
、
宮
崎
神
社
の
各
玉
殿
を
紹
介

し
て
い
る
。

10

　
三
浦
正
幸
「
高
田
郡
の
中
世
の
社
寺
建
築
」（『
広
島
県
文
化
財
ニ
ュ
ー
ス
』
第

一
六
七
号
、
広
島
県
文
化
財
協
会
、
平
成
十
二
年
十
月
）

　広
島
県
高
田
郡
（
現
安
芸
高
田
市
）
内
の
中
世
社
寺
建
築
に
つ
い
て
、
一
般
向
け

に
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
佐
々
井
厳
島
神
社
、
常
磐
神
社
、
亀
山
神

社
、
宮
崎
神
社
、
新
宮
神
社
［
吉
田
］、
中
山
神
社
の
玉
殿
を
挙
げ
、
ま
と
め
て
解
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　厳
島
神
社
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
論
文
で
あ
る
。
厳
島
神
社
の
玉
殿
が

本
社
本
殿
内
に
六
基
、
摂
社
客
神
社
本
殿
内
に
五
基
存
在
す
る
こ
と
を
記
す
。

2

　
『
嚴
島
神
社
国
寶
並
び
に
重
要
文
化
財
建
造
物
昭
和
修
理
綜
合
報
告
書
』（
昭
和

三
十
三
年
三
月
）

　厳
島
神
社
各
社
殿
の
修
理
工
事
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に
末
社
左
門
客
神
社
お

よ
び
右
門
客
神
社
、
摂
社
天
神
社
、
摂
社
大
元
神
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
の
修
理
の
記

載
が
あ
る
。

3

　
三
浦
正
幸
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
建
築
史
学
』
第
四
号
、
昭
和
六
十
年
三
月
、

初
掲
は
「
厳
島
神
社
外
宮
地
御
前
神
社
の
建
築
」、
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究

報
告
集
第
一
〇
巻
一
号
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
お
よ
び
「
厳
島
神
社
の
玉
殿
」
日
本

建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
計
画
系
、
昭
和
五
十
八
年
九
月
、
前
者
は
『
廿
日

市
の
文
化
』
第
一
九
集
、廿
日
市
市
郷
土
文
化
研
究
会
、平
成
三
年
十
月
に
再
掲
、『
四

面
庇
系
平
面
の
神
社
本
殿
の
研
究
』、
昭
和
六
十
一
年
九
月
に
修
正
再
掲
、『
厳
島
信

仰
事
典
』
戎
光
祥
出
版
、
平
成
十
四
年
十
一
月
に
再
々
掲
）

　厳
島
神
社
に
お
け
る
四
面
庇
系
の
本
殿
の
形
式
に
つ
い
て
、
厳
島
神
社
内
宮
お
よ

び
外
宮
（
地
御
前
神
社
）
の
玉
殿
安
置
の
面
か
ら
検
証
し
、
玉
殿
を
安
置
す
る
た
め

に
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に
造
替
の

外
宮
玉
殿
の
現
存
を
確
認
し
、
そ
の
規
模
形
式
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
文

献
を
併
用
し
、内
宮
の
玉
殿
の
規
模
形
式
お
よ
び
成
立
年
代
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。

4

　
三
浦
正
幸
「
神
社
本
殿
内
の
中
世
の
玉
殿

　
―
広
島
県
高
田
郡
八
千
代
町
の
佐
々
井

厳
島
神
社
と
常
磐
神
社
―
」（『
建
築
史
学
』
第
十
一
号
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
）

　広
島
県
高
田
郡
（
現
安
芸
高
田
市
）
八
千
代
町
の
佐
々
井
厳
島
神
社
と
常
磐
神
社

の
玉
殿
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
社
八
基
の
玉
殿
に
対
し
て
、
規

模
形
式
、
細
部
意
匠
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
た
屋

根
葺
の
技
法
や
一
木
造
出
の
技
法
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。

5

　
三
浦
正
幸
『
東
広
島
市
社
寺
建
築
調
査
報
告
書
』（
東
広
島
市
教
育
委
員
会
、
平
成

二
年
三
月
）

　東
広
島
市
内
に
現
存
す
る
社
寺
建
築
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
中

に
、
東
広
島
市
高
屋
の
新
宮
神
社
玉
殿
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
る
。

6

　
三
浦
正
幸
「
安
芸
国
の
中
世
建
築
の
意
匠
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概

集
計
画
系
、
平
成
三
年
九
月
）

　広
島
県
西
部
の
安
芸
国
の
中
世
建
築
に
お
け
る
意
匠
の
特
色
を
示
し
、
厳
島
大
工

と
の
関
係
を
論
じ
る
。
こ
の
中
に
佐
々
井
厳
島
神
社
、
常
磐
神
社
、
堀
八
幡
神
社
、

速
田
神
社
の
各
玉
殿
が
中
世
建
築
の
遺
構
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

7

　
三
浦
正
幸
監
修
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
広
島
県
神
社
誌
』、
広
島
県
神
社
庁
、

平
成
六
年
八
月
）

　広
島
県
内
に
現
存
す
る
神
社
二
千
八
百
五
十
社
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
鎮
座
地
、
祭

神
名
、
各
社
殿
の
規
模
形
式
、
由
緒
、
特
殊
神
事
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
中
の
佐
々
井
厳
島
神
社
と
常
磐
神
社
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
玉
殿
の
存

在
を
指
摘
し
て
い
る
。

8

　
三
浦
正
幸
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』
第
二
〇
七
・
二
〇
八
号
、

平
成
九
年
十
二
月
）

　論
文
（
の
厳
島
神
社
本
殿
に
関
す
る
部
分
を
論
文
（
の
内
容
の
一
部
を
踏
ま
え

て
、
一
般
向
け
に
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

9

　
三
浦
正
幸
編
『
総
覧
日
本
の
建
築
』
第
八
巻
／
中
国
・
四
国
（
新
建
築
社
、
日
本

建
築
学
会
編
、
平
成
十
年
三
月
）

　中
国
、
四
国
地
方
の
建
築
に
つ
い
て
一
般
向
け
に
紹
介
し
た
本
で
あ
る
。
こ
の
中

で
今
田
八
幡
神
社
、
佐
々
井
厳
島
神
社
、
常
磐
神
社
、
宮
崎
神
社
の
各
玉
殿
を
紹
介

し
て
い
る
。

10

　
三
浦
正
幸
「
高
田
郡
の
中
世
の
社
寺
建
築
」（『
広
島
県
文
化
財
ニ
ュ
ー
ス
』
第

一
六
七
号
、
広
島
県
文
化
財
協
会
、
平
成
十
二
年
十
月
）

　広
島
県
高
田
郡
（
現
安
芸
高
田
市
）
内
の
中
世
社
寺
建
築
に
つ
い
て
、
一
般
向
け

に
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
佐
々
井
厳
島
神
社
、
常
磐
神
社
、
亀
山
神

社
、
宮
崎
神
社
、
新
宮
神
社
［
吉
田
］、
中
山
神
社
の
玉
殿
を
挙
げ
、
ま
と
め
て
解
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説
し
て
お
り
、
厳
島
神
社
と
の
関
連
性
に
触
れ
て
い
る
。

11

　三
浦
正
幸
「
中
世
の
寺
社
建
築
」（『
千
代
田
町
史
』
通
史
編
（
上
）、
平
成
十
四

年
三
月
）

　広
島
県
山
県
郡
千
代
田
町
（
現
北
広
島
町
）
内
に
現
存
す
る
中
世
建
築
に
つ
い
て

報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
今
田
八
幡
神
社
、
額
田
部
八
幡
神
社
の
玉
殿
に

つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
今
田
八
幡
神
社
に
つ
い
て
は
、
地
方
色
（
詳
し
く

は
後
述
）
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
。

12

　三
浦
正
幸
『
吉
田
町
の
社
寺
建
築
』（
吉
田
町
教
育
委
員
会
、
平
成
十
四
年
三
月
）

　広
島
県
高
田
郡
（
現
安
芸
高
田
市
）
吉
田
町
に
現
存
す
る
社
寺
建
築
に
つ
い
て
悉

皆
調
査
を
行
い
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
玉
殿
の

報
告
が
多
数
あ
り
、
中
世
の
も
の
で
は
、
新
宮
神
社
［
吉
田
］、
宮
崎
神
社
、
清す

が
神
社
、

中
山
神
社
、
市
場
黄
幡
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
る
。

13

　三
浦
正
幸
監
修
『
広
島
県
の
神
社
建
築
』（
広
島
県
青
年
神
職
会
、
平
成
十
四
年

十
二
月
）

　広
島
県
内
に
現
存
す
る
神
社
建
築
に
関
し
て
、
歴
史
、
規
模
形
式
、
特
色
に
つ
い

て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
宮
崎
神
社
、
常
磐
神
社
、
佐
々
井
厳
島
神

社
の
各
玉
殿
が
収
録
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

14

　村
岡
浅
夫
「
社
寺
信
仰
」（『
吉
和
村
誌
』
第
（
集
、
吉
和
村
誌
編
纂
委
員
会
、

昭
和
六
十
年
六
月
）

　広
島
県
佐
伯
郡
吉
和
村
（
現
廿
日
市
市
吉
和
）
内
の
社
寺
に
つ
い
て
報
告
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
速
田
神
社
の
玉
殿
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

15

　來
本
雅
之
「
宮
崎
神
社
本
殿
内
の
玉
殿
―
広
島
県
高
田
郡
吉
田
町
相
合
―
」（
日
本

建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
五
年
九
月
）

　広
島
県
高
田
郡
（
現
安
芸
高
田
市
）
吉
田
町
の
宮
崎
神
社
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
て

い
る
玉
殿
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
玉
殿
に
つ
い
て
規
模
形
式
、

細
部
意
匠
が
示
さ
れ
て
お
り
、
細
部
意
匠
お
よ
び
大
工
に
つ
い
て
の
簡
単
な
考
察
を

加
え
て
い
る
。

16

　岡
田
貞
次
郎
「
神
社
建
築
」（『
宮
島
町
史
』
特
論
編
・
建
築
、
宮
島
町
、
平
成
九

年
六
月
）

　広
島
県
佐
伯
郡
宮
島
町
（
現
廿
日
市
市
宮
島
町
）
内
の
神
社
建
築
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
厳
島
神
社
末
社
左
右
門
客
神
社
、
摂
社
天
神
社
、
摂
社

大
元
神
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
の
史
料
等
の
記
載
が
あ
る
。

　そ
の
他
、
玉
殿
に
近
接
し
た
従
来
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
玉
殿
と
し
て
実

質
的
な
論
考
が
な
い
も
の

（
（
（

や
、
玉
殿
の
範
疇
に
な
い
土
間
に
直
接
建
つ
本
殿
や
移
入

さ
れ
た
寺
院
の
厨
子
を
扱
っ
た
も
の

（
（
（

で
あ
る
。

❷
安
芸
国
の
中
世
玉
殿
の
現
存
例

　安
芸
国
に
は
三
十
四
基
の
中
世
の
玉
殿
が
現
存
し
て
い
る
。
本
稿
で
研
究
対
象
と

す
る
そ
れ
ら
玉
殿
を
表
（
に
挙
げ
る

（
（
（

。
ま
た
、
そ
れ
ら
玉
殿
の
特
色
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
神
社
ご
と
に
簡
単
に
纏
め
て
お
く
。
な
お
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
本

節
に
示
す
部
材
は
当
初
材
で
あ
る
。

　一
、
今
田
八
幡
神
社
玉
殿（
山
県
郡
北
広
島
町
今
田
）

　玉
殿
は
、
桁
行
三
間
（
側
柱
真
々
三
尺
九
寸
）、
梁
間
二
間
（
現
状
で
は
一

間
、
当
初
は
二
間
分
で
側
真
々
二
尺
三
寸
四
分
）、
切
妻
造
平
入
（
現
状
で
は
片
流

造
）
の
本
柿
葺

（
（（
（

で
あ
る
。
大
棟
は
失
わ
れ
て
お
り
、
総
高
は
三
尺
五
寸
三
分
で
あ

る
。
建
築
様
式
上
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
も
の
で
あ
り
、
墨
書
銘

（
（（
（

に
よ
り
元
亨
四
年

（
一
三
二
四
）
の
造
立
で
あ
る
。
桁
行
は
三
間
に
等
分
割
し
、
土
居
桁
（
土
台
）
上

に
円
柱
を
立
て
並
べ
る
。
側
面
後
方
の
柱
（
当
初
の
側
面
中
央
の
柱
）
は
、
板
壁
よ

り
外
側
だ
け
の
半
円
形
断
面
と
す
る
。
土
居
桁
先
端
は
、
大
正
時
代
の
本
殿
改
修
の

際
に
祭
壇
の
奥
行
に
合
わ
せ
切
除
さ
れ
て
い
る
。
組
物
は
桁
か
ら
の
一
木
造
出

（
（（
（

の
舟

肘
木
と
し
、
下
角
に
大
面
取
を
施
す
。
棟
木
も
同
様
と
す
る
。
妻
面
に
は
陸
梁
を
渡

し
、
棟
束
を
立
て
る
。
棟
束
の
左
右
に
は
、
扠
首
竿
を
棟
束
に
欠
き
込
ん
で
拝
み
合
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わ
せ
に
し
て
、
豕
扠
首
を
変
形
し
た
妻
飾
と
す
る
。
一
軒
の
吹
寄
垂
木
で
、
屋
根
は

比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。
現
状
で
は
、
棟
よ
り
背
面
側
半
分

が
大
正
時
代
の
本
殿
改
修
の
際
に
切
除
さ
れ
て
い
る
。

　今
田
八
幡
神
社
玉
殿
は
、
元
亨
四
年
と
い
う
造
立
年
代
の
古
さ
や
、
大
型
の
玉
殿

で
床
高
が
低
く
、
切
妻
造
で
見
世
棚
造
と
し
な
い
こ
と
、
一
木
造
出
の
技
法
や
、
各

部
に
見
ら
れ
る
地
方
色

（
（（
（

な
ど
多
く
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　二
、
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
八
千
代
町
佐
々
井
）

　楽
音
寺
蔵
「
安
芸
国
神
名
帳

（
（（
（

」
の
吉
田
郡
の
「
佐
々
比
明
神
」
が
当
社
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
再
建
時
の
本
殿
（
現
拝
殿
）
は
、
桁
行
五

間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
平
入
で
、
内
陣
後
方
一
間
を
祭
壇
と
し
て
い
た
。
玉
殿

は
、『
芸
藩
通
志

（
（（
（

』
に
よ
り
、
古
く
か
ら
五
基
の
玉
殿
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
第

一
殿
は
建
築
様
式
上
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
十
四
世
紀
前
期
の
も
の
で
あ
り
、
第
五
殿

は
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
の
墨
書
銘

（
（（
（

、
第
三
殿
は
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
の
墨

書
銘

（
（（
（

が
あ
る
。
残
り
二
基
は
建
築
様
式
上
、
十
四
世
紀
末
期
か
ら
十
五
世
紀
前
期
の

も
の
で
あ
り
、
第
二
殿
の
方
が
若
干
古
い
傾
向
が
あ
り
、
第
二
殿
は
十
四
世
紀
末
期
、

第
四
殿
は
十
五
世
紀
前
期
造
立
と
推
定
さ
れ
る
。

　第
一
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
五
寸
四
分
）、
梁
間
一
間
（
側
柱
真
々
二

尺
三
寸
二
分
）、切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。総
高
は
五
尺
九
寸
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
側
壁
内
側
に
半
円
形
断
面
の
柱
を
設
け
て
前
後
に
仕

切
り
、
後
方
を
内
陣
、
前
方
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
肘
木･

斗
の
一
木
造
出
の

連
三
斗
と
す
る
。
中
備
は
壁
板
と
一
木
造
出
と
し
た
本
蟇
股
を
入
れ
る
。
妻
飾
は
虹

梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
小

さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　第
二
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
八
寸
九
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二

尺
九
分
）、
切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
五
尺
八
寸
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
通
実
肘

木
を
乗
せ
た
連
三
斗
と
し
、
中
備
に
は
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
こ
れ
ら
は
頭
貫
と
桁
間

の
壁
板
と
と
も
に
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
二
軒
、

背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、屋
根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　第
三
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
八
寸
二
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
九
寸
二
分
）、切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。総
高
は
五
尺
九
分
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
に
は
連
三

斗
を
用
い
、
大
斗
は
下
の
頭
貫
と
一
木
造
出
と
し
、
連
三
斗
は
上
の
桁
と
一
木
造
出

と
す
る
。
中
備
は
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
妻
面
は
壁
板
と
一
木
造
出
に
し
た
虹
梁
を
渡

し
、
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋

根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　第
四
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
八
寸
七
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二

尺
七
分
）、切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。総
高
は
五
尺
六
寸
五
分
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
連
三
斗

と
し
、
中
備
に
は
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
こ
れ
ら
は
頭
貫
と
桁
間
の
壁
板
と
と
も
に
一

木
造
出
と
す
る
。
そ
の
上
の
桁
は
、
通
実
肘
木
と
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
は
通
実

肘
木
と
一
木
造
出
に
し
た
虹
梁
を
渡
し
、
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
二

軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と

す
る
。

　第
五
殿
は
、
桁
行
三
間
（
側
柱
真
々
三
尺
三
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二
尺

二
分
）、
切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
五
尺
四
寸
八
分
で
あ
る
。

桁
行
は
三
間
に
等
分
割
し
、
土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
並
べ
る
。
正
面
は
中
央
柱
を

省
略
し
て
通
し
一
間
と
す
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
連
三
斗

と
し
、
桁
行
中
央
柱
に
相
当
す
る
位
置
に
出
三
斗
を
置
く
。
大
斗
は
下
の
頭
貫
と
一

木
造
出
と
し
、
三
斗
組
は
上
の
桁
と
と
も
に
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
は
下
の
組
物

と
一
木
造
出
に
し
た
虹
梁
を
渡
し
、
本
蟇
股
を
妻
壁
か
ら
彫
り
出
し
て
一
木
造
出
と

し
、
虹
梁
本
蟇
股
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋

根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。
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わ
せ
に
し
て
、
豕
扠
首
を
変
形
し
た
妻
飾
と
す
る
。
一
軒
の
吹
寄
垂
木
で
、
屋
根
は

比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。
現
状
で
は
、
棟
よ
り
背
面
側
半
分

が
大
正
時
代
の
本
殿
改
修
の
際
に
切
除
さ
れ
て
い
る
。

　今
田
八
幡
神
社
玉
殿
は
、
元
亨
四
年
と
い
う
造
立
年
代
の
古
さ
や
、
大
型
の
玉
殿

で
床
高
が
低
く
、
切
妻
造
で
見
世
棚
造
と
し
な
い
こ
と
、
一
木
造
出
の
技
法
や
、
各

部
に
見
ら
れ
る
地
方
色

（
（（
（

な
ど
多
く
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　二
、
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
八
千
代
町
佐
々
井
）

　楽
音
寺
蔵
「
安
芸
国
神
名
帳

（
（（
（

」
の
吉
田
郡
の
「
佐
々
比
明
神
」
が
当
社
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
再
建
時
の
本
殿
（
現
拝
殿
）
は
、
桁
行
五

間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
平
入
で
、
内
陣
後
方
一
間
を
祭
壇
と
し
て
い
た
。
玉
殿

は
、『
芸
藩
通
志

（
（（
（

』
に
よ
り
、
古
く
か
ら
五
基
の
玉
殿
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
第

一
殿
は
建
築
様
式
上
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
十
四
世
紀
前
期
の
も
の
で
あ
り
、
第
五
殿

は
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
の
墨
書
銘

（
（（
（

、
第
三
殿
は
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
の
墨

書
銘

（
（（
（

が
あ
る
。
残
り
二
基
は
建
築
様
式
上
、
十
四
世
紀
末
期
か
ら
十
五
世
紀
前
期
の

も
の
で
あ
り
、
第
二
殿
の
方
が
若
干
古
い
傾
向
が
あ
り
、
第
二
殿
は
十
四
世
紀
末
期
、

第
四
殿
は
十
五
世
紀
前
期
造
立
と
推
定
さ
れ
る
。

　第
一
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
五
寸
四
分
）、
梁
間
一
間
（
側
柱
真
々
二

尺
三
寸
二
分
）、切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。総
高
は
五
尺
九
寸
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
側
壁
内
側
に
半
円
形
断
面
の
柱
を
設
け
て
前
後
に
仕

切
り
、
後
方
を
内
陣
、
前
方
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
肘
木･

斗
の
一
木
造
出
の

連
三
斗
と
す
る
。
中
備
は
壁
板
と
一
木
造
出
と
し
た
本
蟇
股
を
入
れ
る
。
妻
飾
は
虹

梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
小

さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　第
二
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
八
寸
九
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二

尺
九
分
）、
切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
五
尺
八
寸
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
通
実
肘

木
を
乗
せ
た
連
三
斗
と
し
、
中
備
に
は
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
こ
れ
ら
は
頭
貫
と
桁
間

の
壁
板
と
と
も
に
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
二
軒
、

背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、屋
根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　第
三
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
八
寸
二
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
九
寸
二
分
）、切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。総
高
は
五
尺
九
分
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
に
は
連
三

斗
を
用
い
、
大
斗
は
下
の
頭
貫
と
一
木
造
出
と
し
、
連
三
斗
は
上
の
桁
と
一
木
造
出

と
す
る
。
中
備
は
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
妻
面
は
壁
板
と
一
木
造
出
に
し
た
虹
梁
を
渡

し
、
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋

根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　第
四
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
八
寸
七
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二

尺
七
分
）、切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。総
高
は
五
尺
六
寸
五
分
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
連
三
斗

と
し
、
中
備
に
は
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
こ
れ
ら
は
頭
貫
と
桁
間
の
壁
板
と
と
も
に
一

木
造
出
と
す
る
。
そ
の
上
の
桁
は
、
通
実
肘
木
と
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
は
通
実

肘
木
と
一
木
造
出
に
し
た
虹
梁
を
渡
し
、
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
二

軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と

す
る
。

　第
五
殿
は
、
桁
行
三
間
（
側
柱
真
々
三
尺
三
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二
尺

二
分
）、
切
妻
見
世
棚
造
平
入
の
本
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
五
尺
四
寸
八
分
で
あ
る
。

桁
行
は
三
間
に
等
分
割
し
、
土
居
桁
上
に
円
柱
を
立
て
並
べ
る
。
正
面
は
中
央
柱
を

省
略
し
て
通
し
一
間
と
す
る
。
梁
間
前
方
一
間
を
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
連
三
斗

と
し
、
桁
行
中
央
柱
に
相
当
す
る
位
置
に
出
三
斗
を
置
く
。
大
斗
は
下
の
頭
貫
と
一

木
造
出
と
し
、
三
斗
組
は
上
の
桁
と
と
も
に
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
は
下
の
組
物

と
一
木
造
出
に
し
た
虹
梁
を
渡
し
、
本
蟇
股
を
妻
壁
か
ら
彫
り
出
し
て
一
木
造
出
と

し
、
虹
梁
本
蟇
股
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋

根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。
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屋根 正面軒 背面軒 桁行（尺） 梁間（尺） 土居桁 身舎柱 庇柱 身舎組物 身舎中備 庇組物 庇中備 妻飾
本柿葺 一軒 欠失 （.（0 （.（（ 井桁組 円柱 － 舟肘木 なし － － 変形豕扠首
本柿葺 二軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 円柱 － 連三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束
本柿葺 二軒 一軒 （.（（ （.0（ 井桁組 円柱 － 連三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束
本柿葺 二軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 円柱 － 連三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束
本柿葺 二軒 一軒 （.（（ （.0（ 井桁組 円柱 － 連三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束
本柿葺 二軒 一軒 （.0（ （.0（ 井桁組 円柱 － 連三斗 なし － － 虹梁本蟇股
流柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 角柱 なし なし なし なし 梁 *** 束立て
本柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 角柱 平三斗 なし 出三斗 本蟇股 虹梁板壁
本柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 角柱 舟肘木 なし 舟肘木 なし 虹梁束立て
本柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 角柱 舟肘木 なし 舟肘木 なし 虹梁束立て
直柿葺 垂木なし 垂木なし （.（（ （.（（ なし 角柱 角柱 舟肘木 なし 舟肘木 なし 虹梁束立て
直柿葺 垂木なし 垂木なし （.（（ （.（（ なし 角柱 角柱 なし なし なし なし 板壁
直柿葺 垂木なし 垂木なし （.（（ （.（（ なし 角柱 角柱 なし なし なし なし 板壁
段柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 工字組 円柱 角柱 舟肘木 なし 連三斗 なし 梁 *** 束立て
直柿葺 垂木なし 垂木なし （.（（ （.（（ 工字組系 角柱 角柱 舟肘木 なし 連三斗 なし 虹梁大瓶束系
直柿葺 垂木なし 垂木なし （.（（ （.（（ 工字組系 角柱 角柱 舟肘木 なし 連三斗 なし 虹梁大瓶束系
横板葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 工字組系 角柱 角柱 なし なし 出三斗 なし 梁 *** 束立て
流板葺 * 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 円柱 円柱 平三斗 本蟇股 平三斗 本蟇股 虹梁板蟇股
流板葺 * 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 円柱 円柱 平三斗 本蟇股 平三斗 本蟇股 虹梁大瓶束
檜皮葺 * 二軒 二軒 （.（（ （.（（ 井桁組 円柱 角柱 連三斗 なし 連三斗 なし 虹梁大瓶束
本柿葺 二軒 一軒 （.（（ （.0（ 井桁組 円柱 円柱 舟肘木 なし 出三斗 斗 虹梁本蟇股
本柿葺 一軒 一軒 （.（0 （.（（ 井桁組 円柱 円柱 舟肘木 平三斗 出三斗 斗 虹梁板蟇股
本柿葺 一軒 一軒 （.（0 （.（（ 井桁組 円柱 円柱 舟肘木 平三斗 出三斗 斗 虹梁大瓶束
本柿葺 一軒 一軒 （.（0 （.（（ 井桁組 円柱 円柱 舟肘木 平三斗 出三斗 斗 虹梁大瓶束
流柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 角柱 舟肘木 なし 舟肘木 なし 虹梁大瓶束
流柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ ロ字組 角柱 － 舟肘木 なし － － 梁 *** 束立て
流柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ ロ字組 角柱 － 舟肘木 なし － － 梁 *** 束立て
流柿葺 一軒 一軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 梁 *** 束立て系
横板葺 垂木なし 垂木なし （.（（ （.（（ 工字組系 板組 角柱 舟肘木 なし 舟肘木 なし なし ****
横板葺 一軒 一軒 （.（（ （.0（ なし 円柱 － 変形連三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束
流板葺 一軒 垂木なし （.（（ （.（（ ロ字組 円柱 角柱 平三斗 なし 平三斗 なし 梁 *** 大瓶束
本柿葺 二軒 二軒 （（.（）** （（.（）** 井桁組 円柱 － 出三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束系
本柿葺 二軒 二軒 （（.（）** （（.（）** 井桁組 円柱 － 出三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束系
本柿葺 二軒 二軒 （（.（）** （（.（）** 井桁組 円柱 － 出三斗 本蟇股 － － 虹梁大瓶束系

**** 妻飾を作らず妻壁を開放する。

屋根 正面軒 背面軒 桁行（尺）梁間（尺） 土居桁 身舎柱 庇柱 身舎組物 身舎中備 庇組物 庇中備 妻飾
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（（ （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.0（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.0（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（（ （.（0 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.（0 （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
本柿葺 * 二軒 二軒 （.00 （.（（ 井桁組 角柱 － 舟肘木 なし － － 虹梁豕扠首 **
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

名称 所在地 建築年代 桁行間数 梁間間数 形式
今田八幡神社 山県郡北広島町今田五二〇 元亨四年（（（（（） （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第一殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 十四世紀前期 （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第二殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 十四世紀後期 （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第三殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 文安二年（（（（（） （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第四殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 十五世紀前期 （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第五殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 文和二年（（（（（） （ （ 切妻造平入
堀八幡神社 山県郡安芸太田町下殿河内一二 永享十一年（（（（（） （ （ 流造
厳島神社摂社大元神社中央殿 廿日市市宮島町一〇 嘉吉三年（（（（（） （ （ 流造
厳島神社摂社大元神社左殿 廿日市市宮島町一〇 嘉吉三年（（（（（） （ （ 流造
厳島神社摂社大元神社右殿 廿日市市宮島町一〇 嘉吉三年（（（（（） （ （ 流造
桂浜神社中央殿 呉市倉橋町四二三 明応九年（（（00） （ （ 流造
桂浜神社左殿 呉市倉橋町四二三 明応九年（（（00） （ （ 流造
桂浜神社右殿 呉市倉橋町四二三 明応九年（（（00） （ （ 流造
常磐神社第一殿 安芸高田市八千代町勝田五一七 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
常磐神社第三殿 安芸高田市八千代町勝田五一七 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
常磐神社第四殿 安芸高田市八千代町勝田五一七 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
新宮神社 東広島市高屋町宮領四七〇 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
厳島神社末社左門客神社 廿日市市宮島町一の一 十六世紀中期 （ （ 流造
厳島神社末社右門客神社 廿日市市宮島町一の一 十六世紀中期 （ （ 流造
厳島神社摂社天神社 廿日市市宮島町一の一 弘治二年（（（（（） （ （ 流造
速田神社 廿日市市吉和三八九三 十六世紀中期 （ （ 流造
宮崎神社中央殿 安芸高田市吉田町相合二六一 永禄十一年（（（（（） （ （ 流造
宮崎神社左殿 安芸高田市吉田町相合二六一 永禄十一年（（（（（） （ （ 流造
宮崎神社右殿 安芸高田市吉田町相合二六一 永禄十一年（（（（（） （ （ 流造
新宮神社 安芸高田市吉田町高野五九一 十六世紀後期 （ （ 流造
清神社中央殿 安芸高田市吉田町吉田四七六 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
清神社左殿 安芸高田市吉田町吉田四七六 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
清神社右殿 安芸高田市吉田町吉田四七六 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
中山神社右殿 安芸高田市吉田町桂九四 十六世紀後期 （ （ 流造
額田部八幡神社 山県郡北広島町南方六八六の二 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
市場黄幡社 安芸高田市吉田町多治比 十六世紀後期 （ （ 流造
亀山神社第一殿 安芸高田市八千代町下根一〇九二の一 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
亀山神社第二殿 安芸高田市八千代町下根一〇九二の一 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
亀山神社第三殿 安芸高田市八千代町下根一〇九二の一 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入

表1　安芸国の中世神社玉殿

* 後世の葺き替えであることを示す。   ** 実測はできなかったので、概数値を示しておく。   *** 虹梁形としない陸梁を示す。

名称 所在地 建築年代 桁行間数 梁間間数 形式
地御前神社大宮玉殿第一殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第二殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第三殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第四殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第五殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第六殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第一殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第二殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第三殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第四殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第五殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入

* 檜皮の軒付の上に柿板を葺く。   ** わずかに上部を虹梁形とする。

表2　厳島神社摂社地御前神社（厳島神社外宮）玉殿
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名称 所在地 建築年代 桁行間数 梁間間数 形式
今田八幡神社 山県郡北広島町今田五二〇 元亨四年（（（（（） （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第一殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 十四世紀前期 （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第二殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 十四世紀後期 （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第三殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 文安二年（（（（（） （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第四殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 十五世紀前期 （ （ 切妻造平入
佐々井厳島神社第五殿 安芸高田市八千代町佐々井四一一 文和二年（（（（（） （ （ 切妻造平入
堀八幡神社 山県郡安芸太田町下殿河内一二 永享十一年（（（（（） （ （ 流造
厳島神社摂社大元神社中央殿 廿日市市宮島町一〇 嘉吉三年（（（（（） （ （ 流造
厳島神社摂社大元神社左殿 廿日市市宮島町一〇 嘉吉三年（（（（（） （ （ 流造
厳島神社摂社大元神社右殿 廿日市市宮島町一〇 嘉吉三年（（（（（） （ （ 流造
桂浜神社中央殿 呉市倉橋町四二三 明応九年（（（00） （ （ 流造
桂浜神社左殿 呉市倉橋町四二三 明応九年（（（00） （ （ 流造
桂浜神社右殿 呉市倉橋町四二三 明応九年（（（00） （ （ 流造
常磐神社第一殿 安芸高田市八千代町勝田五一七 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
常磐神社第三殿 安芸高田市八千代町勝田五一七 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
常磐神社第四殿 安芸高田市八千代町勝田五一七 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
新宮神社 東広島市高屋町宮領四七〇 天文年間（（（（（-（（） （ （ 流造
厳島神社末社左門客神社 廿日市市宮島町一の一 十六世紀中期 （ （ 流造
厳島神社末社右門客神社 廿日市市宮島町一の一 十六世紀中期 （ （ 流造
厳島神社摂社天神社 廿日市市宮島町一の一 弘治二年（（（（（） （ （ 流造
速田神社 廿日市市吉和三八九三 十六世紀中期 （ （ 流造
宮崎神社中央殿 安芸高田市吉田町相合二六一 永禄十一年（（（（（） （ （ 流造
宮崎神社左殿 安芸高田市吉田町相合二六一 永禄十一年（（（（（） （ （ 流造
宮崎神社右殿 安芸高田市吉田町相合二六一 永禄十一年（（（（（） （ （ 流造
新宮神社 安芸高田市吉田町高野五九一 十六世紀後期 （ （ 流造
清神社中央殿 安芸高田市吉田町吉田四七六 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
清神社左殿 安芸高田市吉田町吉田四七六 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
清神社右殿 安芸高田市吉田町吉田四七六 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
中山神社右殿 安芸高田市吉田町桂九四 十六世紀後期 （ （ 流造
額田部八幡神社 山県郡北広島町南方六八六の二 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
市場黄幡社 安芸高田市吉田町多治比 十六世紀後期 （ （ 流造
亀山神社第一殿 安芸高田市八千代町下根一〇九二の一 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
亀山神社第二殿 安芸高田市八千代町下根一〇九二の一 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入
亀山神社第三殿 安芸高田市八千代町下根一〇九二の一 十六世紀後期 （ （ 切妻造平入

表1　安芸国の中世神社玉殿

* 後世の葺き替えであることを示す。   ** 実測はできなかったので、概数値を示しておく。   *** 虹梁形としない陸梁を示す。

名称 所在地 建築年代 桁行間数 梁間間数 形式
地御前神社大宮玉殿第一殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第二殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第三殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第四殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （（（） （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第五殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社大宮玉殿第六殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第一殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第二殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第三殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第四殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入
地御前神社客人宮玉殿第五殿 廿日市市地御前南町一五〇六 宝暦十年（（（（0） （ （ 切妻造平入

* 檜皮の軒付の上に柿板を葺く。   ** わずかに上部を虹梁形とする。

表2　厳島神社摂社地御前神社（厳島神社外宮）玉殿
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　佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
は
、
五
基
と
も
に
造
立
年
代
（
第
一
殿
が
特
に
十
四
世
紀

前
期
と
古
い
）
の
古
さ
や
、
屋
根
を
切
妻
造
と
し
、
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
と
す
る

こ
と
、
一
木
造
出
の
多
用

（
（（
（

や
、
大
面
取
の
土
居
桁
、
連
三
斗
な
ど
多
く
の
点
に
注
目

さ
れ
る
。

　三
、
堀
八
幡
神
社
玉
殿（
山
県
郡
安
芸
太
田
町
下
殿
河
内
）

　堀
八
幡
神
社
は
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
豊
前
国
宇
佐
八
幡
宮
よ
り
勧
請
と
伝
え

る
。
古
く
か
ら
太
田
川
流
域
地
区
（
山
県
郡
安
芸
太
田
町
）
の
有
力
神
社
で
、
社
領

三
十
六
石
を
有
し
た
と
伝
え
る
。『
芸
藩
通
志

（
（（
（

』に
よ
る
と
永
享
十
一
年（
一
四
三
九
）

に
本
殿
を
再
建
し
て
い
る
。
再
建
時
の
本
蟇
股
や
蓑
束
な
ど
は
、
現
在
の
本
殿
正
面

に
転
用
さ
れ
現
存
す
る
。
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
再
建

（
（（
（

の
現
在
の
本
殿
は
三
間
社

流
造
で
あ
り
、
身
舎
を
内
陣
と
し
、
そ
の
後
半
部
中
央
に
低
い
祭
壇
を
置
く
。
祭
壇

に
は
近
代
の
簡
易
的
な
台
座
を
置
き
、
玉
殿
を
安
置
す
る
。
内
陣
と
祭
壇
の
間
に
は

柱
を
立
て
ず
、
一
室
と
し
て
開
放
し
て
い
る
。

　玉
殿
は
、
桁
行
三
間
（
側
柱
真
々
四
尺
八
寸
三
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二

尺
五
寸
二
分
）、
流
見
世
棚
造
の
流
柿
葺

（
（（
（

で
あ
る
。
総
高
は
三
尺
九
寸
五
分
で
あ
る
。

建
築
様
式
上
、
十
五
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
り
、
永
享
十
一
年
の
本
殿
再
建
と
同
時

に
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桁
行
は
三
間
に
等
分
割
し
、
土
居
桁

（
（（
（

上
に
身
舎
、

庇
と
も
角
柱
を
立
て
並
べ
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
な
く
、
庇
、
身
舎
と

も
柱
で
直
接
桁
を
受
け
る
。
妻
面
は
角
の
陸
梁
に
角
の
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面

と
も
一
軒
で
、
屋
根
は
長
い
柿
板
を
軒
先
ま
で
継
が
ず
押
桟
で
留
め
た
流
柿
葺
と
す

る
。
背
面
の
軒
や
屋
根
は
桁
か
ら
わ
ず
か
の
と
こ
ろ
で
近
年
切
除
し
て
い
る
。
身
舎

正
面
の
半
長
押
、
扉
、
方
立
、
脇
板
壁
は
近
年
の
取
り
替
え
材
で
あ
る
。

　堀
八
幡
神
社
玉
殿
は
、
永
享
十
一
年
と
い
う
造
立
年
代
の
古
さ
や
、
大
型
の
玉
殿

で
床
高
が
低
く
、
身
舎
、
庇
と
も
に
角
柱
を
用
い
、
屋
根
を
流
柿
葺
と
し
て
い
る
な

ど
多
く
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　四
、
厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
玉
殿（
廿
日
市
市
宮
島
町
）

　大
元
神
社
は
厳
島
の
地
主
神
と
さ
れ
、
創
祀
は
厳
島
神
社
よ
り
も
古
い
と
も
伝
え

る
。
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
建
立

（
（（
（

の
現
在
の
本
殿
は
三
間
社
流
造
で
内
陣
後
方
一

間
を
祭
壇
と
す
る
。
玉
殿
は
三
基
と
も
建
築
様
式
上
、
十
五
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ

り
、
左
殿
と
右
殿
背
面
の
墨
書
銘

（
（（
（

の
嘉
吉
三
年
造
立
と
考
え
ら
れ
る
。

　中
央
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
六
寸
一
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
二

尺
二
寸
一
分
）、
流
見
世
棚
造
の
本
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
四
尺
六
寸
一
分
で
あ
る
。

土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
角
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に

出
三
斗
、
身
舎
に
平
三
斗
を
用
い
る
。
庇
中
備
に
本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
妻
面
に
は
虹

梁
を
渡
す
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
小
さ
い
柿

板
の
本
柿
葺
と
す
る
。

　左
殿
お
よ
び
右
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
六
寸
三
分
）、
梁
間
二
間
（
側

柱
真
々
一
尺
八
寸
一
分
）、
流
見
世
棚
造
の
本
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
四
尺
九
分
で

あ
る
。
土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
角
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物

は
身
舎
、
庇
と
も
桁
か
ら
一
木
造
出
の
舟
肘
木
と
す
る
。
棟
木
も
同
様
で
あ
る
。
妻

面
は
虹
梁
に
わ
ず
か
に
開
い
た
揆
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、

屋
根
は
比
較
的
小
さ
い
柿
板
の
本
柿
葺
と
す
る
。

　大
元
神
社
玉
殿
は
、
嘉
吉
三
年
と
い
う
造
立
年
代
の
古
さ
や
、
流
造
と
す
る
こ
と
、

身
舎
、
庇
と
も
に
角
柱
を
用
る
こ
と
、
中
央
殿
に
三
斗
組
、
左
右
殿
に
舟
肘
木
と
し

て
お
り
異
な
る
こ
と
な
ど
多
く
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　五
、
桂
浜
神
社
玉
殿（
呉
市
倉
橋
町
）

　旧
称
を
八
幡
宮
と
し
、
天
喜
年
間
（
一
〇
五
三
―
五
八
）
に
塩
竈
左
衛
門
佐
勝
信

が
社
領
を
寄
進
し
た
と
伝
え
、
ま
た
平
家
追
討
の
源
氏
方
長
門
国
詰
の
軍
勢
が
帰
途

に
立
ち
寄
り
参
詣
し
た
と
す
る
。
現
在
の
本
殿
は
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
屋

根
を
茅
葺
と
し
て
暫
定
的
に
再
建
し

（
（（
（

、
永
正
十
一
年
（
一
五
一
四
）
に
屋
根
を
柿
葺
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に
改
修
し
て（

（（
（

完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
三
基
の
玉
殿
は
建
築
様
式
上
、
十
五
世
紀

の
も
の
で
あ
り
、
明
応
九
年
の
本
殿
再
建
時
に
同
時
の
造
立
と
考
え
ら
れ
る
。

　中
央
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
二
寸
九
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
六
寸
六
分
）、
流
見
世
棚
造
の
直
柿
葺

（
（（
（

で
あ
る
。
総
高
は
三
尺
一
寸
一
分
で
あ
る
。

　土
居
桁
は
な
く
直
に
角
柱
を
身
舎
、
庇
と
も
に
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。

組
物
は
身
舎
、
庇
と
も
舟
肘
木
と
す
る
。
背
面
の
舟
肘
木
は
螻
羽
の
み
桁
下
の
肘
木

を
彫
り
出
し
た
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
に
は
虹
梁
に
角
の
束
を
立
て
る
。
正
面
、

背
面
と
も
に
垂
木
を
用
い
ず
、長
柿
板
を
押
桟
で
直
に
桁
に
留
め
た
直
柿
葺
と
す
る
。

　左
殿
お
よ
び
右
殿
は
、
同
形
同
大
で
あ
り
、
中
央
殿
よ
り
や
や
小
さ
い
桁
行
一
間

（
側
柱
真
々
一
尺
一
寸
七
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一
尺
五
寸
五
分
）、
流
見
世

棚
造
の
直
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
二
尺
七
寸
五
分
で
あ
る
。

　柱
、
見
世
棚
な
ど
中
央
殿
と
同
様
で
あ
る
。
庇
、
身
舎
に
組
物
は
な
く
柱
で
直
接

桁
を
受
け
る
。
妻
面
は
虹
梁
が
な
く
妻
壁
で
塞
ぐ
。
屋
根
葺
技
法
な
ど
は
中
央
殿
と

同
様
の
直
柿
葺
で
あ
る
。

　桂
浜
神
社
玉
殿
は
、
小
型
の
玉
殿
で
、
身
舎
、
庇
と
も
に
角
柱
を
用
る
こ
と
、
舟

肘
木
と
す
る
こ
と
、
屋
根
を
直
柿
葺
と
す
る
こ
と
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　六
、
常
磐
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
八
千
代
町
勝
田
）

　常
磐
神
社
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
三
三
）
に
旧
勝
田
村
内
の
八
幡
神
社
と
新
宮

神
社
の
二
社
を
合
祀
し
た
神
社
で
あ
る
。
現
在
の
本
殿
祭
壇
上
の
四
基
の
玉
殿
の
う

ち
、三
基
（
第
一
、三
、四
殿
）
は
建
築
様
式
上
、十
六
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
る
の
で
、

旧
八
幡
神
社
の
天
文
年
間
の
本
殿
再
建
と
同
時
に
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　第
一
殿
（
中
央
殿
）
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
二
寸
六
分
）、
梁
間
二
間

（
側
柱
真
々
一
尺
四
寸
三
分
）、
流
見
世
棚
造
の
段
柿
葺

（
（（
（

と
す
る
。
総
高
は
三
尺
五
寸

九
分
で
あ
る
。

　工
字
形
に
組
ん
だ
土
居
桁
上
に
、
庇
は
角
柱
、
身
舎
は
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見

世
棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
連
三
斗
と
し
、
斗･

通
実
肘
木･

桁
の
一
木
造
出
と
す

る
。
身
舎
は
桁
よ
り
一
木
造
出
と
し
た
舟
肘
木
と
す
る
。
妻
面
に
は
角
の
陸
梁
に
角

の
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
中
程
で
段
を
付
け
て
重

ね
継
い
だ
段
柿
葺
と
す
る
。

　第
三
殿
と
第
四
殿
（
左
、
右
殿
）
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
一
寸
八
分
）、

梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一
尺
二
寸
八
分
）、
流
見
世
棚
造
の
直
柿
葺
と
す
る
。
総
高

は
二
尺
八
寸
で
あ
る
。

　左
右
の
出
を
な
く
し
た
土
居
桁
上
に
庇
、
身
舎
と
も
角
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世

棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
連
三
斗
を
用
い
、通
実
肘
木･

桁
の
一
木
造
出
を
乗
せ
る
。

身
舎
は
桁
よ
り
一
木
造
出
と
し
た
舟
肘
木
と
す
る
。
妻
面
に
は
虹
梁
に
角
の
束
を
立

て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
垂
木
を
用
い
ず
、
屋
根
は
柿
板
を
押
桟
で
直
に
桁
に
留

め
た
直
柿
葺
と
す
る
。

　常
磐
神
社
玉
殿
は
、
一
木
造
出
や
、
第
一
殿
と
第
三
殿
、
第
四
殿
で
柱
の
使
い
方

や
段
柿
葺
、
直
柿
葺
の
違
い
が
あ
る
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　七
、
新
宮
神
社
玉
殿（
東
広
島
市
高
屋
町
宮
領
）

　現
在
の
本
殿
の
蟇
股
お
よ
び
実
肘
木
、手
挟
、海
老
虹
梁
は
、古
材
の
転
用
で
あ
り
、

旧
本
殿
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
―
五
五
）
に
再
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
柱
真
々
一
尺
三
寸
五
分
）、
梁
間
二
間
（
柱
真
々
一
尺
七

寸
五
分
）
で
、
流
見
世
棚
造
の
横
板
葺

（
（（
（

と
す
る
。
総
高
は
三
尺
四
寸
で
あ
る
。
建
築

様
式
上
、
十
六
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
り
、
天
文
年
間
の
本
殿
再
建
と
同
時
に
造
立

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　前
後
の
出
を
な
く
し
た
土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
角
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世

棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
出
三
斗
と
し
、
身
舎
に
は
な
い
。
妻
面
は
角
の
陸
梁
に
角

の
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
薄
い
板
の
横
板

葺
と
す
る
。

　新
宮
神
社
玉
殿
は
、
庇
、
身
舎
と
も
角
柱
と
す
る
こ
と
、
屋
根
を
薄
い
横
板
葺
と

す
る
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。
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に
改
修
し
て（

（（
（

完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
三
基
の
玉
殿
は
建
築
様
式
上
、
十
五
世
紀

の
も
の
で
あ
り
、
明
応
九
年
の
本
殿
再
建
時
に
同
時
の
造
立
と
考
え
ら
れ
る
。

　中
央
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
二
寸
九
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
六
寸
六
分
）、
流
見
世
棚
造
の
直
柿
葺

（
（（
（

で
あ
る
。
総
高
は
三
尺
一
寸
一
分
で
あ
る
。

　土
居
桁
は
な
く
直
に
角
柱
を
身
舎
、
庇
と
も
に
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。

組
物
は
身
舎
、
庇
と
も
舟
肘
木
と
す
る
。
背
面
の
舟
肘
木
は
螻
羽
の
み
桁
下
の
肘
木

を
彫
り
出
し
た
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
に
は
虹
梁
に
角
の
束
を
立
て
る
。
正
面
、

背
面
と
も
に
垂
木
を
用
い
ず
、長
柿
板
を
押
桟
で
直
に
桁
に
留
め
た
直
柿
葺
と
す
る
。

　左
殿
お
よ
び
右
殿
は
、
同
形
同
大
で
あ
り
、
中
央
殿
よ
り
や
や
小
さ
い
桁
行
一
間

（
側
柱
真
々
一
尺
一
寸
七
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一
尺
五
寸
五
分
）、
流
見
世

棚
造
の
直
柿
葺
で
あ
る
。
総
高
は
二
尺
七
寸
五
分
で
あ
る
。

　柱
、
見
世
棚
な
ど
中
央
殿
と
同
様
で
あ
る
。
庇
、
身
舎
に
組
物
は
な
く
柱
で
直
接

桁
を
受
け
る
。
妻
面
は
虹
梁
が
な
く
妻
壁
で
塞
ぐ
。
屋
根
葺
技
法
な
ど
は
中
央
殿
と

同
様
の
直
柿
葺
で
あ
る
。

　桂
浜
神
社
玉
殿
は
、
小
型
の
玉
殿
で
、
身
舎
、
庇
と
も
に
角
柱
を
用
る
こ
と
、
舟

肘
木
と
す
る
こ
と
、
屋
根
を
直
柿
葺
と
す
る
こ
と
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　六
、
常
磐
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
八
千
代
町
勝
田
）

　常
磐
神
社
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
三
三
）
に
旧
勝
田
村
内
の
八
幡
神
社
と
新
宮

神
社
の
二
社
を
合
祀
し
た
神
社
で
あ
る
。
現
在
の
本
殿
祭
壇
上
の
四
基
の
玉
殿
の
う

ち
、三
基
（
第
一
、三
、四
殿
）
は
建
築
様
式
上
、十
六
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
る
の
で
、

旧
八
幡
神
社
の
天
文
年
間
の
本
殿
再
建
と
同
時
に
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　第
一
殿
（
中
央
殿
）
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
二
寸
六
分
）、
梁
間
二
間

（
側
柱
真
々
一
尺
四
寸
三
分
）、
流
見
世
棚
造
の
段
柿
葺

（
（（
（

と
す
る
。
総
高
は
三
尺
五
寸

九
分
で
あ
る
。

　工
字
形
に
組
ん
だ
土
居
桁
上
に
、
庇
は
角
柱
、
身
舎
は
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見

世
棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
連
三
斗
と
し
、
斗･

通
実
肘
木･

桁
の
一
木
造
出
と
す

る
。
身
舎
は
桁
よ
り
一
木
造
出
と
し
た
舟
肘
木
と
す
る
。
妻
面
に
は
角
の
陸
梁
に
角

の
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
中
程
で
段
を
付
け
て
重

ね
継
い
だ
段
柿
葺
と
す
る
。

　第
三
殿
と
第
四
殿
（
左
、
右
殿
）
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
一
寸
八
分
）、

梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一
尺
二
寸
八
分
）、
流
見
世
棚
造
の
直
柿
葺
と
す
る
。
総
高

は
二
尺
八
寸
で
あ
る
。

　左
右
の
出
を
な
く
し
た
土
居
桁
上
に
庇
、
身
舎
と
も
角
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世

棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
連
三
斗
を
用
い
、通
実
肘
木･

桁
の
一
木
造
出
を
乗
せ
る
。

身
舎
は
桁
よ
り
一
木
造
出
と
し
た
舟
肘
木
と
す
る
。
妻
面
に
は
虹
梁
に
角
の
束
を
立

て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
垂
木
を
用
い
ず
、
屋
根
は
柿
板
を
押
桟
で
直
に
桁
に
留

め
た
直
柿
葺
と
す
る
。

　常
磐
神
社
玉
殿
は
、
一
木
造
出
や
、
第
一
殿
と
第
三
殿
、
第
四
殿
で
柱
の
使
い
方

や
段
柿
葺
、
直
柿
葺
の
違
い
が
あ
る
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　七
、
新
宮
神
社
玉
殿（
東
広
島
市
高
屋
町
宮
領
）

　現
在
の
本
殿
の
蟇
股
お
よ
び
実
肘
木
、手
挟
、海
老
虹
梁
は
、古
材
の
転
用
で
あ
り
、

旧
本
殿
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
―
五
五
）
に
再
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
柱
真
々
一
尺
三
寸
五
分
）、
梁
間
二
間
（
柱
真
々
一
尺
七

寸
五
分
）
で
、
流
見
世
棚
造
の
横
板
葺

（
（（
（

と
す
る
。
総
高
は
三
尺
四
寸
で
あ
る
。
建
築

様
式
上
、
十
六
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
り
、
天
文
年
間
の
本
殿
再
建
と
同
時
に
造
立

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　前
後
の
出
を
な
く
し
た
土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
角
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世

棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
出
三
斗
と
し
、
身
舎
に
は
な
い
。
妻
面
は
角
の
陸
梁
に
角

の
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
薄
い
板
の
横
板

葺
と
す
る
。

　新
宮
神
社
玉
殿
は
、
庇
、
身
舎
と
も
角
柱
と
す
る
こ
と
、
屋
根
を
薄
い
横
板
葺
と

す
る
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。
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　八
、
厳
島
神
社
末
社
左
門
客
神
社
お
よ
び
右
門
客
神
社
玉
殿

（
廿
日
市
市
宮
島
町
）

　現
在
の
玉
殿
の
覆
屋
（
拝
殿
）
は
、
桁
行
二
間
（
正
面
通
し
一
間
）、
梁
間
二
間
、

切
妻
造
平
入
で
、
海
上
に
建
ち
、
手
前
に
繋
が
る
平
舞
台
と
同
高
に
床
を
張
り
、
玉

殿
を
安
置
す
る
。
左
右
の
門
客
神
社
の
玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
五
尺
六
寸

五
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
五
尺
三
寸
三
分
）、
流
見
世
棚
造
の
板
葺
と
す
る
。

総
高
は
八
尺
三
寸
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
建
築
様
式
上
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
―

五
五
）
の
も
の
で
あ
る
。
土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世

棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
、
身
舎
と
も
に
平
三
斗
と
す
る
。
庇
と
身
舎
正
面
の
中
備
に

本
蟇
股
を
乗
せ
る
。
妻
飾
は
左
門
客
神
社
で
は
虹
梁
板
蟇
股
式
と
し
、
右
門
客
神
社

で
は
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は

薄
い
挽
板
材
を
流
れ
の
方
向
に
重
ね
て
葺
い
た
板
葺
で
あ
る
が
、
屋
根
材
は
平
成
の

取
り
替
え
材
で
あ
る
。
近
世
の
『
厳
島
図
会
』
に
よ
る
と
、
屋
根
は
本
柿
葺
あ
る
い

は
檜
皮
葺
状
に
描
か
れ
て
お
り
、
当
初
の
形
式
は
定
か
で
は
な
い
。
左
右
の
門
客
神

社
は
、
波
や
風
な
ど
の
被
害
を
頻
繁
に
受
け
て
お
り
、
当
初
材
が
残
る
も
の
の
多
く

の
取
り
替
え
材
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　左
門
客
神
社
お
よ
び
右
門
客
神
社
玉
殿
は
、
そ
の
大
き
さ
や
床
上
に
直
に
安
置
す

る
形
態
、
庇
ま
で
円
柱
と
す
る
こ
と
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　九
、
厳
島
神
社
摂
社
天
神
社
玉
殿（
廿
日
市
市
宮
島
町
）

　天
神
社
は
、
厳
島
神
社
本
社
と
同
様
に
海
上
に
建
つ
。
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）

建
立

（
（（
（

の
現
在
の
本
殿
は
、
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋
造
妻
入
で
、
そ
の
後
方

下
屋
（
桁
行
一
間
、
梁
間
二
間
）
中
央
の
低
い
置
き
祭
壇
上
に
玉
殿
を
安
置
す
る
。

本
殿
は
、
本
来
は
連
歌
堂
で
一
種
の
拝
殿
的
役
割
を
持
ち
、
玉
殿
は
実
質
的
に
は
連

歌
堂
の
鎮
守
社
と
し
て
の
本
殿
的
役
割
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
二
尺
六
寸
九
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
三

尺
三
寸
八
分
）、
流
見
世
棚
造
の
檜
皮
葺

（
（（
（

と
す
る
。
総
高
は
六
尺
八
寸
二
分
で
あ
る
。

建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
り
、
棟
札
に
あ
る
弘
治
二
年
の
造
立
と

考
え
ら
れ
る
。
土
居
桁
上
に
庇
は
角
柱
、
身
舎
は
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と

す
る
。
組
物
は
庇
、身
舎
と
も
に
連
三
斗
と
す
る
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。

正
面
、
背
面
と
も
に
二
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
軒
反
り
を
付
け
、
箕
甲
を
付
け

た
檜
皮
葺
と
す
る
。
以
上
の
部
材
に
は
当
初
材
が
多
く
残
る
も
の
の
、
取
り
替
え
材

が
含
ま
れ
て
い
る
。

　天
神
社
玉
殿
は
、
安
置
形
態
や
柱
の
使
い
方
、
檜
皮
葺
の
屋
根
な
ど
の
点
に
注
目

さ
れ
る
。

　十
、
速
田
神
社
玉
殿（
廿
日
市
市
吉
和
）

　創
祀
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
佐
伯
郡
上
平
良
村
の
速
田
神
社
（
現
、
廿
日
市
市

上
平
良
の
速
谷
神
社
）
よ
り
勧
請
し
た
と
伝
え
る

（
（（
（

。
玉
殿
は
、
桁
行
一
間
、
梁
間
二

間
（
側
柱
真
々
二
尺
七
分
）、
流
見
世
棚
造
の
本
柿
葺
と
す
る
。
総
高
は
四
尺
二
寸

六
分
で
あ
る
。
建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
中
期
の
も
の
で
あ
る
。

　土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
庇

に
一
木
造
出
の
出
三
斗
、
身
舎
は
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す
る
。
中
備
は
大

斗
と
す
る
。妻
飾
は
妻
壁
か
ら
本
蟇
股
を
一
木
造
出
と
し
た
虹
梁
本
蟇
股
式
と
す
る
。

正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
大
き
い
柿
板
を
用
い
た
本

柿
葺
と
す
る
。

　速
田
神
社
玉
殿
は
、
庇
の
円
柱
や
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
と
す
る
こ
と
、
一
木
造

出
の
使
用
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る

（
（（
（

。

　十
一
、
宮
崎
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
相
合
）

　玉
殿
は
、
三
基
と
も
同
形
同
大
で
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
九
寸
）、
梁
間

二
間
（
側
柱
真
々
二
尺
六
寸
）、
流
見
世
棚
造
の
本
柿
葺
と
す
る
。
総
高
は
三
尺
七

寸
六
分
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
後
期
の
も
の
で
あ
り
、
永
禄

十
一
年
（
一
五
六
八
）
再
建

（
（（
（

本
殿
と
同
時
に
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
土
居
桁
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上
に
身
舎
、
庇
と
も
に
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
、
庇
に
一

木
造
出
の
平
三
斗
を
用
い
る
。
身
舎
は
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す
る
。
庇
中

備
に
実
肘
木
を
乗
せ
た
斗
を
置
く
。
妻
面
に
は
虹
梁
を
渡
し
、
中
央
殿
で
は
板
蟇
股

を
妻
壁
か
ら
一
木
造
出
と
し
て
虹
梁
板
蟇
股
式
と
し
、
左
殿
、
右
殿
で
は
大
瓶
束
を

立
て
て
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
、背
面
と
も
に
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、

屋
根
は
比
較
的
大
き
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　宮
崎
神
社
玉
殿
は
、
本
殿
の
形
式
を
よ
く
取
り
込
ん
だ
玉
殿
の
典
型
例
で
あ
り
、

庇
の
円
柱
や
一
木
造
出
の
技
法
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　十
二
、
新
宮
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
高
野
）

　玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
六
寸
四
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
八
寸
二
分
）、
流
見
世
棚
造
の
流
柿
葺
と
す
る
。
総
高
は
三
尺
四
寸
二
分
で
あ
る
。

建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
後
期
の
も
の
で
あ
る
。
土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
に
角

柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
し
、
側
面
に
は
剣
頭
柵
を
設
け
る
。
組
物
は
庇
、
身

舎
と
も
に
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
は
虹
梁
に
束
を
立
て
る
。
正

面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
長
い
柿
板
を
軒
先
ま
で
継
が
ず
押
桟
で
留
め

た
流
柿
葺
と
す
る
。

　新
宮
神
社
玉
殿
は
、
本
殿
の
形
式
を
よ
く
取
り
込
ん
だ
玉
殿
の
典
型
例
で
あ
り
、

屋
根
の
流
柿
葺
や
、
角
柱
の
使
用
、
一
木
造
出
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　十
三
、
清
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
）

　清
神
社
は
祇
園
社
も
し
く
は
崇
道
祇
園
社
と
称
さ
れ
て
い
た
。『
日
本
書
紀
』
の

一
書
か
ら
八
岐
大
蛇
退
治
は
こ
の
地
と
伝
え
ら
れ
、
安
芸
国
内
陸
部
で
は
随
一
の
古

社
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
棟
札

（
（（
（

も
あ
る
。
以
下
、
康
永

三
年
（
一
三
四
四
）、
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）、
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）、
明

応
三
年
（
一
四
九
四
）、同
九
年
、永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）、大
永
二
年
（
一
五
二
二
）、

天
文
二
年
（
一
五
三
三
）、
同
十
七
年
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）、
天
正
十
一
年

（
一
五
八
三
）、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
の
中
世
棟
札
が
あ
る
。
毛
利
氏
の
崇
敬
が

厚
く
、
代
々
大
檀
那
と
な
っ
て
お
り
、『
芸
藩
通
志
』
に
も
一
部
記
述
が
あ
る

（
（（
（

。
元

禄
七
年
（
一
六
九
四
）
再
建
の
現
在
の
本
殿
は
、
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋

造
平
入
で
後
方
二
間
を
内
陣
と
し
、
そ
の
内
陣
後
方
の
祭
壇
上
に
玉
殿
を
安
置
し
て

い
る
。

　中
央
殿
と
左
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
八
寸
六
分
）、
梁
間
一
間
（
側

柱
真
々
一
尺
六
寸
四
分
）
で
、
切
妻
造
平
入
の
流
柿
葺
と
す
る
。
総
高
は
四
尺
二
寸

二
分
で
あ
る
。
建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
角
柱
を
直

に
立
て
、
土
居
桁
状
の
地
長
押
を
打
つ
。
組
物
は
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す

る
。
妻
面
は
陸
梁
に
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
長
い

柿
板
を
軒
先
ま
で
継
が
ず
押
桟
で
留
め
た
流
柿
葺
と
す
る
。
右
殿
も
土
居
桁
な
ど
若

干
異
な
る
点
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
構
造
と
す
る
。

　清
神
社
玉
殿
は
、
切
妻
造
で
見
世
棚
造
と
し
な
い
こ
と
や
、
角
柱
を
用
い
、
舟
肘

木
を
乗
せ
る
こ
と
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る

（
（（
（

。

　十
四
、
中
山
神
社
玉
殿
右
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
桂
）

　本
殿
祭
壇
上
に
並
べ
ら
れ
た
三
基
の
玉
殿
の
う
ち
、
右
殿
は
建
築
様
式
上
、
十
六

世
紀
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
に
合
祀
さ
れ
移
入
し
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
右
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
六
寸
五
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
二
寸
八
分
）、
流
見
世
棚
造
の
横
板
葺
と
す
る
。
総
高
は
三
尺
一
寸
三
分
で
あ
る
。

四
方
の
出
を
な
く
し
た
土
居
桁
上
に
庇
は
角
柱
を
立
て
、
身
舎
は
長
方
形
断
面
の
板

を
組
み
合
わ
せ
た
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
あ
ま
り
整
形

し
て
い
な
い
舟
肘
木
、
身
舎
は
通
実
肘
木
状
の
部
材
を
正
面
の
み
に
乗
せ
る
。
妻
面

に
梁
な
ど
は
渡
さ
ず
、
桁
よ
り
上
の
部
分
は
開
放
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
垂

木
は
な
く
、破
風
板
間
に
渡
る
よ
う
に
軒
先
と
平
行
に
板
を
葺
い
た
横
板
葺
と
す
る
。

　中
山
神
社
玉
殿
右
殿
は
、
角
柱
お
よ
び
細
長
板
を
組
み
合
わ
せ
た
柱
や
、
屋
根
の

横
板
葺
な
ど
簡
略
的
な
意
匠
に
注
目
さ
れ
る
。
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上
に
身
舎
、
庇
と
も
に
円
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
、
庇
に
一

木
造
出
の
平
三
斗
を
用
い
る
。
身
舎
は
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す
る
。
庇
中

備
に
実
肘
木
を
乗
せ
た
斗
を
置
く
。
妻
面
に
は
虹
梁
を
渡
し
、
中
央
殿
で
は
板
蟇
股

を
妻
壁
か
ら
一
木
造
出
と
し
て
虹
梁
板
蟇
股
式
と
し
、
左
殿
、
右
殿
で
は
大
瓶
束
を

立
て
て
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
、背
面
と
も
に
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、

屋
根
は
比
較
的
大
き
い
柿
板
を
用
い
た
本
柿
葺
と
す
る
。

　宮
崎
神
社
玉
殿
は
、
本
殿
の
形
式
を
よ
く
取
り
込
ん
だ
玉
殿
の
典
型
例
で
あ
り
、

庇
の
円
柱
や
一
木
造
出
の
技
法
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　十
二
、
新
宮
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
高
野
）

　玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
六
寸
四
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
八
寸
二
分
）、
流
見
世
棚
造
の
流
柿
葺
と
す
る
。
総
高
は
三
尺
四
寸
二
分
で
あ
る
。

建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
後
期
の
も
の
で
あ
る
。
土
居
桁
上
に
身
舎
、
庇
と
も
に
角

柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
し
、
側
面
に
は
剣
頭
柵
を
設
け
る
。
組
物
は
庇
、
身

舎
と
も
に
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す
る
。
妻
面
は
虹
梁
に
束
を
立
て
る
。
正

面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
長
い
柿
板
を
軒
先
ま
で
継
が
ず
押
桟
で
留
め

た
流
柿
葺
と
す
る
。

　新
宮
神
社
玉
殿
は
、
本
殿
の
形
式
を
よ
く
取
り
込
ん
だ
玉
殿
の
典
型
例
で
あ
り
、

屋
根
の
流
柿
葺
や
、
角
柱
の
使
用
、
一
木
造
出
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　十
三
、
清
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
）

　清
神
社
は
祇
園
社
も
し
く
は
崇
道
祇
園
社
と
称
さ
れ
て
い
た
。『
日
本
書
紀
』
の

一
書
か
ら
八
岐
大
蛇
退
治
は
こ
の
地
と
伝
え
ら
れ
、
安
芸
国
内
陸
部
で
は
随
一
の
古

社
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
棟
札

（
（（
（

も
あ
る
。
以
下
、
康
永

三
年
（
一
三
四
四
）、
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）、
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）、
明

応
三
年
（
一
四
九
四
）、同
九
年
、永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）、大
永
二
年
（
一
五
二
二
）、

天
文
二
年
（
一
五
三
三
）、
同
十
七
年
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）、
天
正
十
一
年

（
一
五
八
三
）、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
の
中
世
棟
札
が
あ
る
。
毛
利
氏
の
崇
敬
が

厚
く
、
代
々
大
檀
那
と
な
っ
て
お
り
、『
芸
藩
通
志
』
に
も
一
部
記
述
が
あ
る

（
（（
（

。
元

禄
七
年
（
一
六
九
四
）
再
建
の
現
在
の
本
殿
は
、
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
入
母
屋

造
平
入
で
後
方
二
間
を
内
陣
と
し
、
そ
の
内
陣
後
方
の
祭
壇
上
に
玉
殿
を
安
置
し
て

い
る
。

　中
央
殿
と
左
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
八
寸
六
分
）、
梁
間
一
間
（
側

柱
真
々
一
尺
六
寸
四
分
）
で
、
切
妻
造
平
入
の
流
柿
葺
と
す
る
。
総
高
は
四
尺
二
寸

二
分
で
あ
る
。
建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
角
柱
を
直

に
立
て
、
土
居
桁
状
の
地
長
押
を
打
つ
。
組
物
は
舟
肘
木
を
桁
下
に
一
木
造
出
と
す

る
。
妻
面
は
陸
梁
に
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
長
い

柿
板
を
軒
先
ま
で
継
が
ず
押
桟
で
留
め
た
流
柿
葺
と
す
る
。
右
殿
も
土
居
桁
な
ど
若

干
異
な
る
点
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
構
造
と
す
る
。

　清
神
社
玉
殿
は
、
切
妻
造
で
見
世
棚
造
と
し
な
い
こ
と
や
、
角
柱
を
用
い
、
舟
肘

木
を
乗
せ
る
こ
と
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る

（
（（
（

。

　十
四
、
中
山
神
社
玉
殿
右
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
桂
）

　本
殿
祭
壇
上
に
並
べ
ら
れ
た
三
基
の
玉
殿
の
う
ち
、
右
殿
は
建
築
様
式
上
、
十
六

世
紀
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
に
合
祀
さ
れ
移
入
し
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
右
殿
は
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
六
寸
五
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々
一

尺
二
寸
八
分
）、
流
見
世
棚
造
の
横
板
葺
と
す
る
。
総
高
は
三
尺
一
寸
三
分
で
あ
る
。

四
方
の
出
を
な
く
し
た
土
居
桁
上
に
庇
は
角
柱
を
立
て
、
身
舎
は
長
方
形
断
面
の
板

を
組
み
合
わ
せ
た
柱
を
立
て
る
。
庇
は
見
世
棚
と
す
る
。
組
物
は
庇
に
あ
ま
り
整
形

し
て
い
な
い
舟
肘
木
、
身
舎
は
通
実
肘
木
状
の
部
材
を
正
面
の
み
に
乗
せ
る
。
妻
面

に
梁
な
ど
は
渡
さ
ず
、
桁
よ
り
上
の
部
分
は
開
放
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
垂

木
は
な
く
、破
風
板
間
に
渡
る
よ
う
に
軒
先
と
平
行
に
板
を
葺
い
た
横
板
葺
と
す
る
。

　中
山
神
社
玉
殿
右
殿
は
、
角
柱
お
よ
び
細
長
板
を
組
み
合
わ
せ
た
柱
や
、
屋
根
の

横
板
葺
な
ど
簡
略
的
な
意
匠
に
注
目
さ
れ
る
。
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　十
五
、
額
田
部
八
幡
神
社
玉
殿（
山
県
郡
北
広
島
町
南
方
）

　玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
五
寸
七
分
）、
梁
間
一
間
（
側
柱
真
々
一

尺
五
分
）、
切
妻
造
平
入
の
横
板
葺
と
す
る
。
総
高
は
三
尺
九
寸
一
分
で
あ
る
。
建

築
様
式
上
、
十
六
世
紀
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
土
居
桁
を
用
い
ず
直
に
円
柱

を
立
て
る
。
柱
に
腕
木
を
貫
通
さ
せ
、
廻
縁
状
に
擬
宝
珠
高
欄
、
脇
障
子
と
し
た
供

物
台
を
張
り
出
す
。
組
物
は
出
三
斗
の
上
に
巻
斗
を
五
個
並
べ
た
長
い
枠
肘
木
組
を

重
ね
た
異
例
の
形
式
の
も
の
と
す
る
。
中
備
は
三
斗
組
を
乗
せ
た
本
蟇
股
と
す
る
。

妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根

は
横
板
葺
で
屋
根
葺
材
は
近
代
の
取
り
替
え
材
で
あ
る
。

　額
田
部
八
幡
神
社
玉
殿
は
、
廻
縁
状
の
供
物
台
や
、
特
殊
な
組
物
な
ど
の
点
に
注

目
さ
れ
る
。

　十
六
、
市
場
黄
幡
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
吉
田
町
多
治
比
）

　一
般
的
に
黄
幡
社
は
神
社
の
境
内
や
辻
な
ど
に
祀
ら
れ
た
小
祠
で
、
市
場
黄
幡
社

も
そ
の
例
で
あ
る
。
大
正
頃
に
建
て
ら
れ
た
社
殿
の
後
方
の
狭
い
一
間
を
祭
壇
と
す

る
。
玉
殿
は
、
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
一
尺
一
寸
三
分
）、
梁
間
二
間
（
側
柱
真
々

一
尺
三
寸
五
分
）、
流
造
の
流
板
葺
と
す
る
。
総
高
は
二
尺
三
寸
で
あ
る
。
建
築
様

式
上
、
十
六
世
紀
末
期
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
四
方
の
出
の
な
い
土
居
桁
に
、
庇

は
八
角
柱
に
近
い
角
柱
を
立
て
、
身
舎
は
円
柱
を
立
て
る
。
組
物
は
庇
、
身
舎
と
も

に
平
三
斗
と
し
、
身
舎
背
面
の
組
物
は
省
略
し
大
斗
肘
木
と
す
る
。
妻
面
は
角
の
陸

梁
に
大
瓶
束
を
立
て
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
一
軒
と
し
、
屋
根
は
身
舎
桁
の
位
置

で
折
れ
曲
が
っ
た
流
板
葺
と
す
る
。

　市
場
黄
幡
社
玉
殿
は
、
小
祠
に
安
置
さ
れ
た
唯
一
の
中
世
の
例
で
庇
や
屋
根
等
の

簡
略
的
な
意
匠
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　十
七
、
亀
山
神
社
玉
殿（
安
芸
高
田
市
八
千
代
町
下
根
）

　玉
殿
は
第
一
、
二
、
三
殿
の
三
基
あ
り
、
い
ず
れ
も
桁
行
一
間
（
側
柱
真
々
約
一

尺
五
寸
）、
梁
間
一
間
（
側
柱
真
々
約
一
尺
五
寸
）、
切
妻
造
平
入
の
本
柿
葺
の
同
型

と
す
る
。
総
高
は
約
四
尺
で
あ
る

（
（（
（

。
建
築
様
式
上
、
十
六
世
紀
末
期
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
土
居
桁
を
組
み
、
交
点
に
は
尖
頭
の
短
角
柱
を
立
て
る
。
神
輿
の
台
座
状

に
張
り
出
し
た
供
物
台
を
備
え
、
供
物
台
の
上
に
出
た
四
隅
の
短
角
柱
間
は
剣
頭
柵

と
し
、
そ
の
中
央
に
台
輪
鳥
居
を
立
て
る
。
組
物
は
出
三
斗
で
、
中
備
に
正
面
は
本

蟇
股
、
側
面
は
平
三
斗
を
置
く
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と

も
に
二
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は
比
較
的
大
き
い
柿
板
の
本
柿
葺
と
す
る
。

　亀
山
神
社
玉
殿
は
、
切
妻
造
と
す
る
こ
と
や
、
台
座
、
鳥
居
、
剣
頭
柵
等
の
神
輿

の
影
響
な
ど
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。

　以
上
、
三
十
四
基
の
玉
殿
の
特
色
を
見
て
き
た
。
特
色
の
中
に
は
個
々
に
特
有
の

も
の
も
あ
る
が
、
共
通
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
を
行

う
前
に
、
玉
殿
安
置
の
先
駆
け
と
な
っ
た
厳
島
神
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
、
次
節
で
見

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

❸
厳
島
神
社
玉
殿

　厳
島
神
社
に
お
い
て
は
、
外
宮
で
あ
る
地
御
前
神
社
玉
殿
十
一
基
が
厳
島
神
社

の
主
要
本
殿
内
に
お
け
る
現
存
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
玉
殿
を
表
（
に
挙
げ

る
（
（（
（

。
ま
た
、
玉
殿
の
特
色
に
つ
い
て
簡
単
に
纏
め
て
お
く

（
（（
（

。
な
お
、
本
節
に
示
す
部

材
は
す
べ
て
当
初
材
で
あ
る
。

　次
に
、
厳
島
神
社
玉
殿
に
つ
い
て
は
、
現
存
例
以
外
に
も
文
献
上
で
仁
治
度
の
玉

殿
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
史
料
に
つ
い
て
、
玉
殿
の
特
色

が
知
れ
る
部
分
に
つ
い
て
纏
め
て
お
く

（
（（
（

。

　一
、
地
御
前
神
社
玉
殿
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　現
在
、
厳
島
神
社
外
宮
で
あ
る
地
御
前
神
社
に
は
、
大
宮
本
殿
内
に
六
基
、
客
人

宮
本
殿

（
（（
（

内
に
五
基
の
玉
殿
を
安
置
し
て
い
る
。す
べ
て
の
玉
殿
は
社
蔵
棟
札
に
よ
り
、

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
の
再
造
で
あ
る
。
六
基
の
大
宮
玉
殿
は
三
種
類
あ
り
、
最

大
の
第
一
、二
殿
を
中
央
に
、
次
に
大
き
い
第
三
、四
殿
を
そ
の
両
脇
と
し
、
こ
れ
ら

よ
り
小
さ
い
第
五
、六
殿
を
両
端
に
配
置
す
る
。
五
基
の
客
人
宮
玉
殿
も
三
種
類
あ

り
、
右
端
（
向
か
っ
て
左
）
に
大
宮
本
殿
の
両
端
の
玉
殿
よ
り
少
し
大
き
い
第
一
殿

を
置
き
、
中
央
に
そ
れ
よ
り
小
さ
い
第
二
、三
、四
殿
を
並
べ
、
左
端
に
は
最
も
小
さ

い
第
五
殿
を
配
置
す
る
。

　大
宮
玉
殿
六
基
の
う
ち
第
一
、二
、三
、四
殿
は
、
桁
行
三
間
、
梁
間
一
間
、
第

五
、
六
殿
お
よ
び
客
人
宮
玉
殿
五
基
は
桁
行
一
間
、
梁
間
一
間
で
あ
り
、
す
べ
て
切

妻
造
の
平
入
の
柿
葺
と
す
る
。
各
玉
殿
の
寸
法
は
、
大
宮
玉
殿
第
一
、二
殿
は
、
桁

行
（
側
柱
真
々
五
尺
二
寸
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
三
尺
七
寸
六
分
）、
総
高
は
六
尺
三

寸
七
分
、
大
宮
玉
殿
第
三
、四
殿
は
、
桁
行（
側
柱
真
々
四
尺
七
寸
一
分
）、
梁
間（
側

柱
真
々
三
尺
六
寸
一
分
）、
総
高
六
尺
三
寸
、
大
宮
玉
殿
第
五
、六
殿
は
、
桁
行
（
側

柱
真
々
三
尺
五
寸
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
二
尺
七
分
）、
総
高
五
尺
四
寸
、
客
人
宮
玉

殿
第
一
殿
は
、
桁
行
（
側
柱
真
々
四
尺
四
寸
二
分
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
三
尺
二
寸
）、

総
高
五
尺
九
寸
三
分
、
客
人
宮
玉
殿
第
二
、三
、四
殿
は
、
桁
行
（
側
柱
真
々
三
尺
三

寸
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
二
尺
九
寸
一
分
）、
総
高
五
尺
七
寸
八
分
、
客
人
宮
玉
殿
第

五
殿
は
、
桁
行
（
側
柱
真
々
三
尺
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
二
尺
五
寸
三
分
）、
総
高
五

尺
四
寸
八
分
で
あ
る
。

　大
宮
玉
殿
第
一
、二
、三
、四
殿
は
、
角
柱
を
立
て
並
べ
る
。
そ
れ
ら
は
正
面

だ
け
を
三
間
（
た
だ
し
、
正
面
の
中
央
柱
二
本
は
桁
ま
で
達
さ
ず
内
法
長
押
ま

で
）
と
し
、
背
面
は
通
し
一
間
と
す
る
。
大
宮
玉
殿
第
五
、六
殿
、
客
人
宮
玉
殿
第

一
、二
、三
、四
、五
殿
は
正
面
、
背
面
と
も
に
一
間
と
す
る
。
井
桁
に
組
ん
だ
土
居
桁

に
接
し
て
半
長
押
を
打
ち
、内
部
に
板
敷
き
の
床
を
張
る
。
組
物
は
舟
肘
木
を
桁
行
、

梁
間
双
方
に
交
差
さ
せ
て
置
く
。
妻
面
は
虹
梁
を
渡
し
、
揆
束
状
に
下
部
が
開
い
た

束
の
豕
扠
首
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
二
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は

軒
付
を
檜
皮
で
積
み
上
げ
、
比
較
的
小
さ
い
柿
板
の
本
柿
葺
と
す
る
。

　厳
島
神
社
外
宮
の
玉
殿
は
、
内
陣
床
に
直
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
、
大
型
の
玉
殿
で

床
高
が
低
く
、
切
妻
造
で
見
世
棚
造
と
し
な
い
こ
と
、
角
柱
を
用
い
、
柱
が
比
例
的

に
細
い
こ
と
、
舟
肘
木
と
す
る
こ
と
、
屋
根
を
檜
皮
の
軒
付
と
し
た
上
に
本
柿
葺
と

す
る
こ
と
な
ど
の
様
々
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

　二
、
文
献
に
み
る
厳
島
神
社
玉
殿

　永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
の
「
厳
島
社
宮
殿
造
営
材
木
注
文

（
（（
（

」（
以
下
、「
造
営

材
木
注
文
」
と
い
う
）
に
は
、

一
中
之
御
前
お
も
て
の
ま

　五
尺
六
寸
五
分

う
し
ろ
へ
四
尺
七
寸

　柱
ハ
二
寸
六
分

　地
ふ
く
四
寸

た
る
木
三
拾
三
丁

　は
ふ
ハ
此
外
之
二
社
分

一
脇
之
社
二
社
お
も
て
の
ま

　五
尺
一
寸
五
分

う
し
ろ
へ
四
尺
五
寸
五
分

　垂
木
三
拾
壱
丁

                                    

　
　
　
　
　
　は

ふ
ハ
此
也

一
又
脇
之
二
社
お
も
て
の
ま

　四
尺
五
寸

う
し
ろ
へ
三
尺
三
分

　た
る
木
廿
四
丁

                                    

　
　
　
　
　
　は

ふ
ハ
此
外
之

一
む
ね
之
た
か
さ
け
た
の
下
は
よ
り
、
又
な
け
し
の
下
は
ま
て
一
尺
八
寸
八
分

一
軒
の
出
は
一
尺
三
寸

　四
社
同
前

一
二
社
之
軒
出
は
一
尺
二
寸
也

            

　
　永

禄
十
二
年
十
二
月
廿
六
日

と
あ
り
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
再
建
時
の
厳
島
神
社
（
以
下
、
仁
治
再
造
厳
島

神
社
と
い
う
）
本
社
玉
殿
の
寸
法
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
の
史
料
か
ら
本
社
玉
殿
六
基
に
つ
い
て
、
第
一
、二
殿
は
正
面
五
尺
六
寸
五
分
、

奥
行
四
尺
七
寸
、
第
三
、四
殿
は
正
面
五
尺
一
寸
五
分
、
奥
行
四
尺
五
寸
五
分
、
第

五
、六
殿
は
正
面
四
尺
五
寸
、
奥
行
三
尺
三
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。



121

［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

　現
在
、
厳
島
神
社
外
宮
で
あ
る
地
御
前
神
社
に
は
、
大
宮
本
殿
内
に
六
基
、
客
人

宮
本
殿

（
（（
（

内
に
五
基
の
玉
殿
を
安
置
し
て
い
る
。す
べ
て
の
玉
殿
は
社
蔵
棟
札
に
よ
り
、

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
の
再
造
で
あ
る
。
六
基
の
大
宮
玉
殿
は
三
種
類
あ
り
、
最

大
の
第
一
、二
殿
を
中
央
に
、
次
に
大
き
い
第
三
、四
殿
を
そ
の
両
脇
と
し
、
こ
れ
ら

よ
り
小
さ
い
第
五
、六
殿
を
両
端
に
配
置
す
る
。
五
基
の
客
人
宮
玉
殿
も
三
種
類
あ

り
、
右
端
（
向
か
っ
て
左
）
に
大
宮
本
殿
の
両
端
の
玉
殿
よ
り
少
し
大
き
い
第
一
殿

を
置
き
、
中
央
に
そ
れ
よ
り
小
さ
い
第
二
、三
、四
殿
を
並
べ
、
左
端
に
は
最
も
小
さ

い
第
五
殿
を
配
置
す
る
。

　大
宮
玉
殿
六
基
の
う
ち
第
一
、二
、三
、四
殿
は
、
桁
行
三
間
、
梁
間
一
間
、
第

五
、
六
殿
お
よ
び
客
人
宮
玉
殿
五
基
は
桁
行
一
間
、
梁
間
一
間
で
あ
り
、
す
べ
て
切

妻
造
の
平
入
の
柿
葺
と
す
る
。
各
玉
殿
の
寸
法
は
、
大
宮
玉
殿
第
一
、二
殿
は
、
桁

行
（
側
柱
真
々
五
尺
二
寸
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
三
尺
七
寸
六
分
）、
総
高
は
六
尺
三

寸
七
分
、
大
宮
玉
殿
第
三
、四
殿
は
、
桁
行（
側
柱
真
々
四
尺
七
寸
一
分
）、
梁
間（
側

柱
真
々
三
尺
六
寸
一
分
）、
総
高
六
尺
三
寸
、
大
宮
玉
殿
第
五
、六
殿
は
、
桁
行
（
側

柱
真
々
三
尺
五
寸
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
二
尺
七
分
）、
総
高
五
尺
四
寸
、
客
人
宮
玉

殿
第
一
殿
は
、
桁
行
（
側
柱
真
々
四
尺
四
寸
二
分
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
三
尺
二
寸
）、

総
高
五
尺
九
寸
三
分
、
客
人
宮
玉
殿
第
二
、三
、四
殿
は
、
桁
行
（
側
柱
真
々
三
尺
三

寸
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
二
尺
九
寸
一
分
）、
総
高
五
尺
七
寸
八
分
、
客
人
宮
玉
殿
第

五
殿
は
、
桁
行
（
側
柱
真
々
三
尺
）、
梁
間
（
側
柱
真
々
二
尺
五
寸
三
分
）、
総
高
五

尺
四
寸
八
分
で
あ
る
。

　大
宮
玉
殿
第
一
、二
、三
、四
殿
は
、
角
柱
を
立
て
並
べ
る
。
そ
れ
ら
は
正
面

だ
け
を
三
間
（
た
だ
し
、
正
面
の
中
央
柱
二
本
は
桁
ま
で
達
さ
ず
内
法
長
押
ま

で
）
と
し
、
背
面
は
通
し
一
間
と
す
る
。
大
宮
玉
殿
第
五
、六
殿
、
客
人
宮
玉
殿
第

一
、二
、三
、四
、五
殿
は
正
面
、
背
面
と
も
に
一
間
と
す
る
。
井
桁
に
組
ん
だ
土
居
桁

に
接
し
て
半
長
押
を
打
ち
、内
部
に
板
敷
き
の
床
を
張
る
。
組
物
は
舟
肘
木
を
桁
行
、

梁
間
双
方
に
交
差
さ
せ
て
置
く
。
妻
面
は
虹
梁
を
渡
し
、
揆
束
状
に
下
部
が
開
い
た

束
の
豕
扠
首
の
妻
飾
と
す
る
。
正
面
、
背
面
と
も
に
二
軒
の
繁
垂
木
と
し
、
屋
根
は

軒
付
を
檜
皮
で
積
み
上
げ
、
比
較
的
小
さ
い
柿
板
の
本
柿
葺
と
す
る
。

　厳
島
神
社
外
宮
の
玉
殿
は
、
内
陣
床
に
直
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
、
大
型
の
玉
殿
で

床
高
が
低
く
、
切
妻
造
で
見
世
棚
造
と
し
な
い
こ
と
、
角
柱
を
用
い
、
柱
が
比
例
的

に
細
い
こ
と
、
舟
肘
木
と
す
る
こ
と
、
屋
根
を
檜
皮
の
軒
付
と
し
た
上
に
本
柿
葺
と

す
る
こ
と
な
ど
の
様
々
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

　二
、
文
献
に
み
る
厳
島
神
社
玉
殿

　永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
の
「
厳
島
社
宮
殿
造
営
材
木
注
文

（
（（
（

」（
以
下
、「
造
営

材
木
注
文
」
と
い
う
）
に
は
、

一
中
之
御
前
お
も
て
の
ま

　五
尺
六
寸
五
分

う
し
ろ
へ
四
尺
七
寸

　柱
ハ
二
寸
六
分

　地
ふ
く
四
寸

た
る
木
三
拾
三
丁

　は
ふ
ハ
此
外
之
二
社
分

一
脇
之
社
二
社
お
も
て
の
ま

　五
尺
一
寸
五
分

う
し
ろ
へ
四
尺
五
寸
五
分

　垂
木
三
拾
壱
丁

                                    

　
　
　
　
　
　は

ふ
ハ
此
也

一
又
脇
之
二
社
お
も
て
の
ま

　四
尺
五
寸

う
し
ろ
へ
三
尺
三
分

　た
る
木
廿
四
丁

                                    

　
　
　
　
　
　は

ふ
ハ
此
外
之

一
む
ね
之
た
か
さ
け
た
の
下
は
よ
り
、
又
な
け
し
の
下
は
ま
て
一
尺
八
寸
八
分

一
軒
の
出
は
一
尺
三
寸

　四
社
同
前

一
二
社
之
軒
出
は
一
尺
二
寸
也

            

　
　永

禄
十
二
年
十
二
月
廿
六
日

と
あ
り
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
再
建
時
の
厳
島
神
社
（
以
下
、
仁
治
再
造
厳
島

神
社
と
い
う
）
本
社
玉
殿
の
寸
法
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
の
史
料
か
ら
本
社
玉
殿
六
基
に
つ
い
て
、
第
一
、二
殿
は
正
面
五
尺
六
寸
五
分
、

奥
行
四
尺
七
寸
、
第
三
、四
殿
は
正
面
五
尺
一
寸
五
分
、
奥
行
四
尺
五
寸
五
分
、
第

五
、六
殿
は
正
面
四
尺
五
寸
、
奥
行
三
尺
三
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
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　嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
の
「
造
伊
都
岐
島
社
内
宮
御
玉
殿
荘
厳
調
度
用
途
等
注

進
状
案

（
（（
（

」（
以
下
、「
調
度
注
進
状
案
」
と
い
う
）
に
は
、

一
御
玉
殿
十
一
所
御
荘
厳
具

　准
万
二
千
八
百
九
疋

（
中
略
）

金
銅
金
物
千
七
百
五
十
三
枚

　准
五
千
三
百
四
十
八
疋

御
簾
金
物
二
百
九
十
七
枚

　代
千
二
百
九
十
八
疋

          
　

  （
内
訳
略
）

垂
木
木
尻
金
物
八
百
七
十
九
枚

　代
八
百
七
十
九
疋

（
以
下
略
）

と
あ
り
、
内
宮
の
玉
殿
十
一
基
の
飾
金
具
等
の
員
数
等
を
記
し
た
部
分
が
あ
る
。

　こ
の
史
料
か
ら
は
、
垂
木
の
飾
金
具
の
員
数
よ
り
、
垂
木
の
総
数
が
二
や
四
の
倍

数
で
な
く
、
三
の
倍
数
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　ま
た
、
近
世
頃
の
写
し
の
古
図
二
葉
（
以
下
、「
内
宮
大
宮
図

（
（（
（

」
お
よ
び
「
内
宮

客
人
宮
図

（
（（
（

」
と
す
る
）
の
う
ち
、文
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
「
内
宮
客
人
宮
図
」
に
は
、

    

　
　
　
　
　
　
　＼

□
□
四
尺
三
寸

御
玉
殿
四
方
弐
尺
九
寸
五
ふ

    

　
　
　
　
　
　
　／

劦
弐
尺
六
寸
五
ふ

お
よ
び
、

太
郎
坊

　面
ハ
四
尺
二
寸
三
分

と
あ
り
、
摂
社
客
神
社
玉
殿
の
寸
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　前
者
よ
り
、
客
神
社
本
殿
内
の
中
央
に
配
さ
れ
た
第
二
、
三
、
四
殿
は
正
面
二
尺

九
寸
五
分
、
第
五
殿
は
、
正
面
二
尺
六
寸
五
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
客

神
社
で
一
番
大
き
い
玉
殿
の
第
一
殿
は
、
後
者
の
「
太
郎
坊
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
正

面
四
尺
二
寸
三
分
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
（（
（

。

　な
お
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
の
「
安
芸
国
厳
島
社
間
数
御
目
録

（
（（
（

」
に
は
、
本

社
本
殿
に
つ
い
て
「
玉
殿
六
社

　面
七
尺
」、
摂
社
客
神
社
に
つ
い
て
「
玉
殿
五
社

　面
五
尺
」
と
あ
る
が
、
玉
殿
の
概
略
寸
法
を
記
し
た
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
（
（（
（

。　以
上
、
二
、三
節
に
お
い
て
安
芸
国
の
玉
殿
安
置
の
先
駆
け
と
な
っ
た
厳
島
神
社

玉
殿
と
現
存
す
る
三
十
四
基
の
玉
殿
に
つ
い
て
特
色
を
述
べ
て
き
た
。
次
節
で
は
、

そ
れ
ら
安
芸
国
の
玉
殿
の
建
築
的
特
色
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

❹
安
芸
国
の
玉
殿
の
建
築
的
特
色

　筆
者
の
実
地
調
査
で
確
認
さ
れ
た
安
芸
国
の
中
世
の
玉
殿
に
は
、
そ
の
規
模
形
式

や
細
部
意
匠
な
ど
に
お
い
て
建
築
特
色
に
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

そ
れ
ら
の
建
築
的
特
色
に
つ
い
て
ま
と
め
、
そ
の
相
違
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
詳
し

く
考
察
を
行
う
。

　一
、
大
型
玉
殿
と
小
型
玉
殿

　玉
殿
は
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
る
の
で
、
一
般
的
な
神
社
建
築
よ
り
は
は
る
か
に

小
型
で
あ
る

（
（（
（

。
そ
の
中
で
、
中
世
の
玉
殿
の
現
存
例
を
見
て
み
る
と
、
元
亨
四
年

（
一
三
二
四
）
の
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
は
桁
行
三
尺
九
寸
で
あ
り
、
永
享
十
一
年

（
一
四
三
九
）
の
堀
八
幡
神
社
玉
殿
は
四
尺
八
寸
三
分
で
あ
る
。
他
の
中
世
の
玉
殿

の
多
く
が
二
尺
以
下
で
あ
る
の
で
、
玉
殿
と
し
て
は
特
別
に
大
型
で
あ
る
。
ま
た
、

厳
島
神
社
外
宮
地
御
前
神
社
の
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
の
玉
殿
十
一
基
は
、
最
大

の
も
の
で
桁
行
寸
法
が
五
尺
二
寸
、
最
小
の
も
の
で
も
三
尺
で
あ
る
の
で
、
玉
殿
と

し
て
は
破
格
の
大
型
玉
殿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

再
建
当
時
の
厳
島
神
社
（
内
宮
）
の
玉
殿
に
つ
い
て
は
、「
造
営
材
木
注
文
」
に
よ
り
、

本
社
は
正
面
寸
法
が
五
尺
六
寸
五
分
か
ら
四
尺
五
寸
で
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
破
格

の
大
型
玉
殿
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
末
期
十
四
世
紀

前
期
か
ら
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
ま
で
の
佐
々
井
厳
島
神
社
の
玉
殿
群
も
三
尺
三

寸
か
ら
二
尺
五
寸
四
分
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
後
世
の
中
世
の
玉
殿
よ
り
も
大
型
で
あ
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る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
五
世
紀
中
期
ま
で
の
古
い
時
期
に
お
い
て
玉
殿
を

大
型
と
す
る
の
は
定
型
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

　大
型
玉
殿
が
残
る
神
社
を
見
て
み
る
と
、
堀
八
幡
神
社
は
太
田
川
流
域
地
区
（
山

県
郡
安
芸
太
田
町
）
の
総
鎮
守
社
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
、
佐
々
井
厳
島
神
社
は
五
間

社
と
い
う
破
格
に
巨
大
な
本
殿
（
現
拝
殿
）
を
有
し
、
厳
島
神
社
の
社
領
地
の
鎮
守

社
で
あ
る
な
ど
、い
ず
れ
も
古
く
か
ら
の
有
力
神
社
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

古
い
時
期
の
玉
殿
が
大
型
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
、
本
殿
を
大
き
く
建
て
る
こ
と
が

で
き
る
有
力
神
社
か
ら
玉
殿
安
置
が
進
ん
だ
と
指
摘
で
き
る
。
今
田
八
幡
神
社
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
有
力
神
社
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
玉
殿
の
古
さ
や

そ
の
地
方
色
か
ら
判
断
す
る
と
、
当
時
所
在
し
た
他
の
有
力
神
社
の
玉
殿
造
立
に
加

わ
っ
た
番
匠
の
一
人
が
、
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
の
造
立
大
工
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の

有
力
神
社
の
玉
殿
を
手
本
と
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
必
然
的
に
大
型
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　十
六
世
紀
に
降
る
と
、
玉
殿
安
置
が
一
般
神
社
へ
普
及
す
る
過
程
で
本
殿
の
規
模

に
合
わ
せ
て
、
小
型
化
が
進
み
、
定
型
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉

吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
玉
殿
三
基
は
、
中
央
殿
で
桁
行

一
尺
六
寸
一
分
で
、
桁
行
が
二
尺
を
切
る
初
例
で
あ
る
が
、
総
高
が
四
尺
六
寸
一
分

で
三
基
と
も
四
尺
を
超
え
、
そ
れ
よ
り
後
世
の
玉
殿
よ
り
高
い
の
で
、
小
型
化
す
る

過
渡
期
の
も
の
と
判
断
で
き
る
。
な
お
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
―
五
五
）
の
厳
島

神
社
末
社
左
門
客
神
社
、右
門
客
神
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
は
著
し
く
大
型
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
本
殿
で
あ
る
の
で
、
他
の
玉
殿
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　二
、
切
妻
造
と
流
造

　安
芸
国
は
流
造
の
神
社
本
殿
が
多
く
分
布
す
る
地
域
で
、
現
存
す
る
中
世
神
社
本

殿
は
す
べ
て
流
造
で
あ
る
。
一
宮
で
あ
る
厳
島
神
社
本
殿
は
、
庇
を
背
面
に
も
付
け

た
両
流
造
で
あ
り
、
地
御
前
神
社
本
殿
は
、
そ
れ
か
ら
再
び
背
面
庇
を
省
略
し
た
流

造
で
あ
る

（
（（
（

。

　一
方
、現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
ま
で
の
佐
々

井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
が
切
妻
造
で
あ
り
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
も
切

妻
造
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
地
御
前
神
社
玉
殿
も
十
一
基
と
も
に
切
妻
造
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、古
い
時
期
の
玉
殿
に
つ
い
て
は
、切
妻
造
の
形
式
が
定
型
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
十
六
世
紀
末
期
の
清
神
社
玉
殿
三
基
は
切
妻
造
と
し
て
い
る
。
清
神

社
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
棟
札
を
有
す
る
な
ど
、
古
く
か

ら
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
、
吉
田
庄
（
現
、
安
芸
高
田
市
吉
田
町
）
の
総
鎮
守
社

で
あ
る
。
一
般
的
に
神
社
建
築
は
再
建
時
に
お
い
て
も
古
い
形
式
を
踏
襲
す
る
傾
向

が
あ
り
、
こ
う
し
た
有
力
神
社
に
お
い
て
は
、
特
に
そ
の
傾
向
が
強
く
、
古
制
を
残

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
前
身
の
玉
殿
に
倣
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、こ
の
例
か
ら
も
切
妻
造
の
形
式
は
古
制
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　古
い
玉
殿
が
切
妻
造
で
あ
る
理
由
は
、
玉
殿
自
体
に
は
本
殿
の
よ
う
に
拝
礼
や
供

饌
を
す
る
場
所
を
設
け
る
必
要
が
な
く
、
玉
殿
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
神
座
だ
け
と

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
十
六
世
紀
に
な
る
と
本
殿
同
様

の
流
造
と
す
る
玉
殿
が
主
流
と
な
る
が
、
こ
れ
は
、
拝
礼
の
形
式
が
変
化
し
て
、
玉

殿
自
体
に
供
物
を
置
く
場
所（
見
世
棚
）が
必
要
と
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る（
詳

し
く
は
後
述
）。

　な
お
、
十
六
世
紀
末
期
の
亀
山
神
社
玉
殿
三
基
は
切
妻
造
で
あ
る
が
、
古
式
を
伝

え
る
も
の
で
は
な
く
、
神
輿
の
形
式

（
（（
（

を
随
所
に
取
り
入
れ
た
新
し
い
形
式
の
玉
殿
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
切
妻
造
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
は
、
一
番
古
い
第
一
殿
だ
け
が
梁

間
一
間
で
、
後
の
四
基
が
梁
間
二
間
で
あ
る
。
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
は
、
復
元
す
る

と
梁
間
二
間
と
な
る
が
、
そ
の
梁
間
中
央
柱
は
径
一
寸
一
分
で
あ
っ
て
、
他
の
柱
が

一
寸
五
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
細
く
、
さ
ら
に
外
側
に
付
け
足
さ
れ
た
だ
け
の
半
柱

で
あ
る
の
で
、
構
造
的
に
は
梁
間
は
一
間
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。
ま
た
、
地
御
前
神

社
玉
殿
十
一
基
も
梁
間
一
間
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
切
妻
造
の
玉
殿
で
は
梁



123

［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
五
世
紀
中
期
ま
で
の
古
い
時
期
に
お
い
て
玉
殿
を

大
型
と
す
る
の
は
定
型
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

　大
型
玉
殿
が
残
る
神
社
を
見
て
み
る
と
、
堀
八
幡
神
社
は
太
田
川
流
域
地
区
（
山

県
郡
安
芸
太
田
町
）
の
総
鎮
守
社
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
、
佐
々
井
厳
島
神
社
は
五
間

社
と
い
う
破
格
に
巨
大
な
本
殿
（
現
拝
殿
）
を
有
し
、
厳
島
神
社
の
社
領
地
の
鎮
守

社
で
あ
る
な
ど
、い
ず
れ
も
古
く
か
ら
の
有
力
神
社
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

古
い
時
期
の
玉
殿
が
大
型
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
、
本
殿
を
大
き
く
建
て
る
こ
と
が

で
き
る
有
力
神
社
か
ら
玉
殿
安
置
が
進
ん
だ
と
指
摘
で
き
る
。
今
田
八
幡
神
社
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
有
力
神
社
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
玉
殿
の
古
さ
や

そ
の
地
方
色
か
ら
判
断
す
る
と
、
当
時
所
在
し
た
他
の
有
力
神
社
の
玉
殿
造
立
に
加

わ
っ
た
番
匠
の
一
人
が
、
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
の
造
立
大
工
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の

有
力
神
社
の
玉
殿
を
手
本
と
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
必
然
的
に
大
型
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　十
六
世
紀
に
降
る
と
、
玉
殿
安
置
が
一
般
神
社
へ
普
及
す
る
過
程
で
本
殿
の
規
模

に
合
わ
せ
て
、
小
型
化
が
進
み
、
定
型
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉

吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
玉
殿
三
基
は
、
中
央
殿
で
桁
行

一
尺
六
寸
一
分
で
、
桁
行
が
二
尺
を
切
る
初
例
で
あ
る
が
、
総
高
が
四
尺
六
寸
一
分

で
三
基
と
も
四
尺
を
超
え
、
そ
れ
よ
り
後
世
の
玉
殿
よ
り
高
い
の
で
、
小
型
化
す
る

過
渡
期
の
も
の
と
判
断
で
き
る
。
な
お
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
―
五
五
）
の
厳
島

神
社
末
社
左
門
客
神
社
、右
門
客
神
社
の
玉
殿
に
つ
い
て
は
著
し
く
大
型
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
本
殿
で
あ
る
の
で
、
他
の
玉
殿
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　二
、
切
妻
造
と
流
造

　安
芸
国
は
流
造
の
神
社
本
殿
が
多
く
分
布
す
る
地
域
で
、
現
存
す
る
中
世
神
社
本

殿
は
す
べ
て
流
造
で
あ
る
。
一
宮
で
あ
る
厳
島
神
社
本
殿
は
、
庇
を
背
面
に
も
付
け

た
両
流
造
で
あ
り
、
地
御
前
神
社
本
殿
は
、
そ
れ
か
ら
再
び
背
面
庇
を
省
略
し
た
流

造
で
あ
る

（
（（
（

。

　一
方
、現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
ま
で
の
佐
々

井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
が
切
妻
造
で
あ
り
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
も
切

妻
造
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
地
御
前
神
社
玉
殿
も
十
一
基
と
も
に
切
妻
造
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、古
い
時
期
の
玉
殿
に
つ
い
て
は
、切
妻
造
の
形
式
が
定
型
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
十
六
世
紀
末
期
の
清
神
社
玉
殿
三
基
は
切
妻
造
と
し
て
い
る
。
清
神

社
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
棟
札
を
有
す
る
な
ど
、
古
く
か

ら
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
、
吉
田
庄
（
現
、
安
芸
高
田
市
吉
田
町
）
の
総
鎮
守
社

で
あ
る
。
一
般
的
に
神
社
建
築
は
再
建
時
に
お
い
て
も
古
い
形
式
を
踏
襲
す
る
傾
向

が
あ
り
、
こ
う
し
た
有
力
神
社
に
お
い
て
は
、
特
に
そ
の
傾
向
が
強
く
、
古
制
を
残

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
前
身
の
玉
殿
に
倣
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、こ
の
例
か
ら
も
切
妻
造
の
形
式
は
古
制
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　古
い
玉
殿
が
切
妻
造
で
あ
る
理
由
は
、
玉
殿
自
体
に
は
本
殿
の
よ
う
に
拝
礼
や
供

饌
を
す
る
場
所
を
設
け
る
必
要
が
な
く
、
玉
殿
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
神
座
だ
け
と

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
十
六
世
紀
に
な
る
と
本
殿
同
様

の
流
造
と
す
る
玉
殿
が
主
流
と
な
る
が
、
こ
れ
は
、
拝
礼
の
形
式
が
変
化
し
て
、
玉

殿
自
体
に
供
物
を
置
く
場
所（
見
世
棚
）が
必
要
と
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る（
詳

し
く
は
後
述
）。

　な
お
、
十
六
世
紀
末
期
の
亀
山
神
社
玉
殿
三
基
は
切
妻
造
で
あ
る
が
、
古
式
を
伝

え
る
も
の
で
は
な
く
、
神
輿
の
形
式

（
（（
（

を
随
所
に
取
り
入
れ
た
新
し
い
形
式
の
玉
殿
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
切
妻
造
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
は
、
一
番
古
い
第
一
殿
だ
け
が
梁

間
一
間
で
、
後
の
四
基
が
梁
間
二
間
で
あ
る
。
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
は
、
復
元
す
る

と
梁
間
二
間
と
な
る
が
、
そ
の
梁
間
中
央
柱
は
径
一
寸
一
分
で
あ
っ
て
、
他
の
柱
が

一
寸
五
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
細
く
、
さ
ら
に
外
側
に
付
け
足
さ
れ
た
だ
け
の
半
柱

で
あ
る
の
で
、
構
造
的
に
は
梁
間
は
一
間
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。
ま
た
、
地
御
前
神

社
玉
殿
十
一
基
も
梁
間
一
間
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
切
妻
造
の
玉
殿
で
は
梁
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間
一
間
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
古
制
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
流
造
の
玉
殿
の
梁

間
は
身
舎
と
庇
の
二
間
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
見
世
棚
造
と
の
関
連
性
も
あ

る
。　三

、
見
世
棚
の
有
無

　現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
見
世
棚
を
設
け
な
い
も
の
に
は
、
元
亨
四
年
の
今
田
八

幡
神
社
玉
殿
が
あ
る
。
ま
た
、
十
六
世
紀
末
期
の
清
神
社
玉
殿
三
基
も
見
世
棚
造
と

し
て
い
な
い
。
清
神
社
は
前
述
し
た
と
お
り
古
く
か
ら
の
有
力
神
社
で
あ
る
の
で
、

古
式
を
保
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
地
御
前
神
社
玉
殿
に
お
い
て
も
十
一
基

と
も
に
見
世
棚
造
と
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
例
よ
り
、
見
世
棚
造
と

し
な
い
形
式
は
古
制
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　玉
殿
は
本
来
は
神
座
で
あ
る
の
で
、
供
物
は
離
し
て
置
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
玉

殿
に
直
接
供
物
を
置
く
場
所
、
つ
ま
り
見
世
棚
は
必
要
な
い
。
特
に
厳
島
神
社
の
よ

う
に
玉
殿
前
方
に
空
間
的
余
裕
が
あ
り
、
そ
の
前
に
案
（
神
前
に
置
く
板
机
）
を
設

置
し
て
供
物
を
置
く
場
合
に
は
見
世
棚
は
不
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
世
棚
造

と
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
か
し
、
時
代
が
下
降
す
る
と
、
本
殿
内
陣
の
前
半
部
が
祭
祀
の
た
め
に
人
が
着

座
す
る
空
間
と
さ
れ
、
玉
殿
の
安
置
が
本
殿
内
陣
の
後
半
部
の
祭
壇
上
と
な
っ
た
こ

と
で
、
玉
殿
前
方
に
案
を
置
く
余
裕
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
供
物
を
置

く
場
所
は
必
要
で
あ
る
の
で
、
小
規
模
本
殿
の
例
に
従
っ
て
、
玉
殿
に
見
世
棚
を
設

け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
規
模
本
殿
で
見
世
棚
造
と
す
る
も
の
で
は
、
切
妻
造
は
ほ

と
ん
ど
な
く

（
（（
（

、
一
般
的
に
は
流
造
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
玉
殿
に
つ
い
て
も
、

流
見
世
棚
造
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
定
型
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　四
、
内
陣
祭
壇
の
有
無

　正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
再
建
さ
れ
た
堀
八
幡
神
社
本
殿
で
は
、
桁
行
三
間
、

梁
間
二
間
の
内
陣
の
後
ろ
の
壁
中
央
部
に
の
み
接
し
た
、
置
き
祭
壇
状
の
低
い
祭

壇
（
（（
（

を
設
け
て
、
玉
殿
を
安
置
し
て
い
る
。
あ
と
か
ら
本
殿
に
取
り
付
け
ら
れ
た
よ
う

な
こ
の
祭
壇
の
形
式
は
、
他
の
本
殿
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
玉
殿
が
造
立
さ
れ
た

永
享
十
一
年
当
時
は
祭
壇
を
置
か
ず
、
内
陣
床
上
に
直
に
玉
殿
を
安
置
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
今
田
八
幡
神
社
本
殿
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
祭
壇
上
に
玉
殿
を
安
置
し
て

い
る
が
、そ
の
祭
壇
の
奥
行
に
合
わ
せ
て
玉
殿
の
後
半
分
を
切
り
縮
め
て
い
る
の
で
、

玉
殿
造
立
当
初
か
ら
祭
壇
上
に
安
置
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

（
（（
（

。
玉
殿
の
規
模

か
ら
し
て
、
造
立
当
初
は
内
陣
の
床
上
に
直
接
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
地
御
前
神
社
本
殿
は
内
陣
に
祭
壇
を
設
け
て
お
ら
ず
、
床
に
直
接
、
玉
殿
を

安
置
し
て
い
る
。
厳
島
神
社
本
殿
内
陣
に
も
祭
壇
が
な
く
、
同
様
に
内
陣
上
段
の
床

に
玉
殿
を
安
置
し
て
い
る
。

　内
陣
床
に
直
に
玉
殿
を
置
く
神
社
で
は
、
内
陣
に
人
が
立
ち
入
る
形
式
と
な
っ
て

お
ら
ず
、
内
陣
は
玉
殿
の
占
有
空
間
、
つ
ま
り
内
陣
全
体
が
祭
壇
的
な
扱
い
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
神
社
に
は
厳
島
神
社
の
よ
う
な
古
来
の
有
力
神

社
が
多
い
点
に
注
目
で
き
る
。そ
れ
ら
の
神
社
で
は
早
く
か
ら
拝
殿
を
備
え
て
お
り
、

俗
人
は
拝
殿
に
お
い
て
、
神
主
は
本
殿
外
陣
に
お
い
て
拝
礼
や
儀
式
を
行
う
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
殿
内
陣
は
神
の
占
有
空
間
に
で
き
る
の
で
、
そ
の

内
陣
床
全
体
を
外
陣
よ
り
や
や
高
め
て
そ
の
中
央
に
神
座
で
あ
る
玉
殿
を
安
置
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
室
町
時
代
、
特
に
十
五
世
紀
以
降
に
創
祀
さ
れ
た
比
較
的
に
新

し
い
一
般
神
社
で
は
拝
殿
を
備
え
て
お
ら
ず
、本
殿
の
み
で
祭
祀
が
行
わ
れ
る
の
で
、

内
陣
の
中
も
祭
祀
に
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
本
殿
で
は
内

陣
後
半
部
に
祭
壇
を
設
け
て
区
画
し
、
内
陣
前
半
部
を
祭
祀
の
場
、
後
半
部
を
玉
殿

の
占
有
空
間
と
し
て
い
る
。
安
芸
国
内
に
現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
の
大
半
は
、
そ
う

し
た
祭
壇
上
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　有
力
神
社
か
ら
一
般
神
社
に
玉
殿
安
置
が
普
及
す
る
過
程
で
、
本
殿
内
陣
で
の
祭

祀
の
必
要
性
が
生
じ
た
の
に
伴
っ
て
、
内
陣
後
半
部
に
祭
壇
を
設
け
て
そ
の
上
に
玉

殿
を
安
置
す
る
の
が
定
型
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
殿
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内
陣
の
床
に
玉
殿
を
直
に
安
置
す
る
形
式
は
、
祭
祀
を
内
陣
で
行
う
必
要
の
な
い
厳

島
神
社
の
よ
う
に
特
に
有
力
な
神
社
で
可
能
な
古
式
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
後
に
玉

殿
が
普
及
し
た
一
般
神
社
で
は
、
玉
殿
が
祭
壇
上
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　五
、
高
床
と
非
高
床

　神
社
本
殿
は
高
床
と
す
る
の
が
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
が
、
安
芸
国
の
中
世
の
玉

殿
を
見
て
み
る
と
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
は
、
軒
高
が
二
尺
五
寸
四
分
、
床

高
が
六
寸
で
あ
り
、
高
さ
比
に
し
て
一
対
〇
・
二
四
で
あ
る
。
一
般
的
な
神
社
本
殿

や
玉
殿
で
は
一
対
〇
・
三
五
以
上
で
あ
る
の
で
床
高
は
極
め
て
低
い
。
ま
た
、
地
御

前
神
社
玉
殿
十
一
基
は
、
床
高
が
著
し
く
低
く
、
床
高
は
土
居
桁
の
成
ほ
ど
し
か
な

く
、
玉
殿
と
し
て
も
異
例
の
低
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
床
高
の
低
い
形
式
は
玉

殿
の
初
期
の
形
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　古
い
玉
殿
が
床
高
の
低
い
形
式
を
採
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、

本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
玉
殿
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
本
殿
内
陣
は
玉
殿
が
ほ
ぼ
占
有

し
た
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
玉
殿
が
占
有
し
て
い
た
と
す
る
と
、
人

が
内
陣
に
立
ち
入
っ
て
所
作
を
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い

（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
視
覚
的

に
玉
殿
を
高
く
安
置
す
る
必
要
が
な
く
、
玉
殿
の
床
を
高
く
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　一
方
、
年
代
が
下
降
し
て
、
内
陣
前
半
部
で
祭
祀
を
行
う
必
要
が
生
じ
、
内
陣
後

半
部
の
祭
壇
上
に
玉
殿
を
安
置
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
玉
殿
は
高
床
と
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
早
い
時
期
の
例
で
あ
る
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
で
確
認

で
き
る
。
こ
れ
ら
は
軒
高
と
床
高
の
比
が
一
対
〇
・
三
五
か
ら
一
対
〇
・
四
二
で
、
高

床
の
玉
殿
の
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
十
四
世
紀
前
期
の
第
一
殿
は
、
他

の
四
基
と
比
較
す
る
と
高
床
の
採
用
か
ら
間
も
な
い
た
め
に
床
高
が
一
対
〇
・
三
五

と
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
時
代
が
下
降
す
る
に
連
れ
て
高
く
な
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
の
例
の
後
、
十
六
世
紀
の
玉
殿
は
一
部
の
例

外
（
（（
（

を
除
い
て
、
す
べ
て
軒
高
と
床
高
の
比
が
一
対
〇
・
三
五
以
上
の
高
床
と
な
っ
て

い
る
。

　六
、
角
柱
と
円
柱

　一
般
的
に
社
寺
建
築
で
は
、
角
柱
は
略
式
な
柱
、
円
柱
は
正
式
な
柱
と
さ
れ
、
仁

治
二
年
再
建
の
厳
島
神
社
の
客
神
社
本
殿
を
は
じ
め
、
厳
島
神
社
の
社
殿
は
拝
殿
・

祓
殿
・
廻
廊
ま
で
も
す
べ
て
円
柱
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
厳
島
神
社
玉
殿
の

柱
は
、
外
宮
の
地
御
前
神
社
に
お
い
て
は
十
一
基
と
も
に
面
取
を
施
し
た
角
柱
が
用

い
ら
れ
る
。
厳
島
神
社
で
は
拝
殿
な
ど
の
付
属
の
社
殿
ま
で
も
が
円
柱
を
用
い
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、玉
殿
に
角
柱
を
用
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
古
式
を
よ
く
残
す
こ
と
が
確

認
で
き
た
永
享
十
一
年
の
堀
八
幡
神
社
玉
殿
が
、
柱
を
身
舎
、
庇
と
も
に
面
取
を
施

し
た
角
柱
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
厳
島
神
社
の
摂
社
の
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の

大
元
神
社
玉
殿
三
基
も
角
柱
を
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
く
は
角
柱
を
用
い

る
形
式
が
定
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代

以
前
の
神
座
で
あ
る
御
帳
台
の
形
式
が
残
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　さ
ら
に
、
古
式
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
有
力
神
社
で
あ
る
清
神
社
の
十
六

世
紀
末
期
の
玉
殿
に
お
い
て
も
角
柱
を
用
い
て
お
り
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の

桂
浜
神
社
玉
殿
三
基
も
角
柱
を
用
い
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
、
十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
ま
で
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基

は
す
べ
て
円
柱
を
用
い
て
い
る
。
佐
々
井
厳
島
神
社
は
、
前
述
し
た
と
お
り
厳
島
神

社
の
社
領
地
の
鎮
守
社
で
あ
り
、
玉
殿
に
は
角
柱
を
用
い
る
の
が
定
型
で
あ
る
こ
と

は
既
知
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
的
に
円
柱
を
用
い
た

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
佐
々
井
厳
島
神
社
は
厳
島
神
社
の

摂
末
社
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
本
社
と
同
じ
形
式
に
し
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
摂
末
社
等
が
、
伊
勢
神
宮
正
殿
と
ま
っ
た
く
同

じ
と
は
し
な
い
、す
な
わ
ち
唯
一
神
明
造
と
し
な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。し
た
が
っ
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内
陣
の
床
に
玉
殿
を
直
に
安
置
す
る
形
式
は
、
祭
祀
を
内
陣
で
行
う
必
要
の
な
い
厳

島
神
社
の
よ
う
に
特
に
有
力
な
神
社
で
可
能
な
古
式
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
後
に
玉

殿
が
普
及
し
た
一
般
神
社
で
は
、
玉
殿
が
祭
壇
上
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　五
、
高
床
と
非
高
床

　神
社
本
殿
は
高
床
と
す
る
の
が
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
が
、
安
芸
国
の
中
世
の
玉

殿
を
見
て
み
る
と
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
は
、
軒
高
が
二
尺
五
寸
四
分
、
床

高
が
六
寸
で
あ
り
、
高
さ
比
に
し
て
一
対
〇
・
二
四
で
あ
る
。
一
般
的
な
神
社
本
殿

や
玉
殿
で
は
一
対
〇
・
三
五
以
上
で
あ
る
の
で
床
高
は
極
め
て
低
い
。
ま
た
、
地
御

前
神
社
玉
殿
十
一
基
は
、
床
高
が
著
し
く
低
く
、
床
高
は
土
居
桁
の
成
ほ
ど
し
か
な

く
、
玉
殿
と
し
て
も
異
例
の
低
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
床
高
の
低
い
形
式
は
玉

殿
の
初
期
の
形
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　古
い
玉
殿
が
床
高
の
低
い
形
式
を
採
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、

本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
玉
殿
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
本
殿
内
陣
は
玉
殿
が
ほ
ぼ
占
有

し
た
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
玉
殿
が
占
有
し
て
い
た
と
す
る
と
、
人

が
内
陣
に
立
ち
入
っ
て
所
作
を
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い

（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
視
覚
的

に
玉
殿
を
高
く
安
置
す
る
必
要
が
な
く
、
玉
殿
の
床
を
高
く
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　一
方
、
年
代
が
下
降
し
て
、
内
陣
前
半
部
で
祭
祀
を
行
う
必
要
が
生
じ
、
内
陣
後

半
部
の
祭
壇
上
に
玉
殿
を
安
置
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
玉
殿
は
高
床
と
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
早
い
時
期
の
例
で
あ
る
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
で
確
認

で
き
る
。
こ
れ
ら
は
軒
高
と
床
高
の
比
が
一
対
〇
・
三
五
か
ら
一
対
〇
・
四
二
で
、
高

床
の
玉
殿
の
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
十
四
世
紀
前
期
の
第
一
殿
は
、
他

の
四
基
と
比
較
す
る
と
高
床
の
採
用
か
ら
間
も
な
い
た
め
に
床
高
が
一
対
〇
・
三
五

と
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
時
代
が
下
降
す
る
に
連
れ
て
高
く
な
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
の
例
の
後
、
十
六
世
紀
の
玉
殿
は
一
部
の
例

外
（
（（
（

を
除
い
て
、
す
べ
て
軒
高
と
床
高
の
比
が
一
対
〇
・
三
五
以
上
の
高
床
と
な
っ
て

い
る
。

　六
、
角
柱
と
円
柱

　一
般
的
に
社
寺
建
築
で
は
、
角
柱
は
略
式
な
柱
、
円
柱
は
正
式
な
柱
と
さ
れ
、
仁

治
二
年
再
建
の
厳
島
神
社
の
客
神
社
本
殿
を
は
じ
め
、
厳
島
神
社
の
社
殿
は
拝
殿
・

祓
殿
・
廻
廊
ま
で
も
す
べ
て
円
柱
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
厳
島
神
社
玉
殿
の

柱
は
、
外
宮
の
地
御
前
神
社
に
お
い
て
は
十
一
基
と
も
に
面
取
を
施
し
た
角
柱
が
用

い
ら
れ
る
。
厳
島
神
社
で
は
拝
殿
な
ど
の
付
属
の
社
殿
ま
で
も
が
円
柱
を
用
い
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、玉
殿
に
角
柱
を
用
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
古
式
を
よ
く
残
す
こ
と
が
確

認
で
き
た
永
享
十
一
年
の
堀
八
幡
神
社
玉
殿
が
、
柱
を
身
舎
、
庇
と
も
に
面
取
を
施

し
た
角
柱
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
厳
島
神
社
の
摂
社
の
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の

大
元
神
社
玉
殿
三
基
も
角
柱
を
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
く
は
角
柱
を
用
い

る
形
式
が
定
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代

以
前
の
神
座
で
あ
る
御
帳
台
の
形
式
が
残
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　さ
ら
に
、
古
式
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
有
力
神
社
で
あ
る
清
神
社
の
十
六

世
紀
末
期
の
玉
殿
に
お
い
て
も
角
柱
を
用
い
て
お
り
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の

桂
浜
神
社
玉
殿
三
基
も
角
柱
を
用
い
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
、
十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
ま
で
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基

は
す
べ
て
円
柱
を
用
い
て
い
る
。
佐
々
井
厳
島
神
社
は
、
前
述
し
た
と
お
り
厳
島
神

社
の
社
領
地
の
鎮
守
社
で
あ
り
、
玉
殿
に
は
角
柱
を
用
い
る
の
が
定
型
で
あ
る
こ
と

は
既
知
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
的
に
円
柱
を
用
い
た

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
佐
々
井
厳
島
神
社
は
厳
島
神
社
の

摂
末
社
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
本
社
と
同
じ
形
式
に
し
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
摂
末
社
等
が
、
伊
勢
神
宮
正
殿
と
ま
っ
た
く
同

じ
と
は
し
な
い
、す
な
わ
ち
唯
一
神
明
造
と
し
な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。し
た
が
っ
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て
、
佐
々
井
厳
島
神
社
に
お
い
て
は
、
厳
島
神
社
の
門
客
神
社
や
荒
胡
子
神
社
の
玉

殿
的
な
本
殿
の
形
式
と
同
じ
く
円
柱
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
田
八
幡
神
社
に
つ

い
て
は
、
そ
の
地
方
色
が
示
す
と
お
り
、
正
規
の
意
匠
の
意
味
を
よ
く
知
ら
な
い
工

匠
が
造
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
神
社
建
築
で
正
式
な
柱
で
あ
る
一
般
的
な
円
柱
を

用
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　そ
の
後
、
天
文
年
間
の
常
磐
神
社
玉
殿
に
お
い
て
は
、
第
三
、四
殿
で
は
身
舎
も

庇
も
角
柱
で
あ
る
が
、
同
時
に
造
ら
れ
た
第
一
殿
で
は
身
舎
柱
を
円
柱
、
庇
柱
を
角

柱
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
屋
根
構
造
の
使
い
分
け

（
（（
（

と
同
じ
く
、
格
式
に
よ
る
使
い
分

け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
に
よ
り
、
十
六
世
紀
中
期
に
は
、
玉
殿
は
角
柱

と
す
る
当
初
の
定
型
が
忘
れ
去
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
身
舎
を
円
柱
、
庇
を
角
柱

と
す
る
使
い
分
け
が
玉
殿
に
も
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　ま
た
、
屋
根
構
造
や
一
木
造
出
の
状
況
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
十
六
世
紀
中
後

期
は
中
世
の
玉
殿
か
ら
近
世
の
玉
殿
へ
の
過
渡
期

（
（（
（

で
あ
る
の
で
、
十
六
世
紀
中
期
の

新
宮
神
社
［
高
屋
］
玉
殿
、
十
六
世
紀
後
期
の
新
宮
神
社
［
吉
田
］
玉
殿
や
十
六
世

紀
末
期
の
中
山
神
社
玉
殿
右
殿
が
角
柱
を
用
い
る
の
は
新
し
い
傾
向
に
従
っ
た
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

　七
、
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
採
用
の
有
無

　安
芸
国
の
中
世
の
玉
殿
で
は
、
佐
々
井
厳
島
神
社
五
基
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も

正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
の
繁
垂
木
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
厳
島
神
社
と
も
関
係
深
い

延
喜
式
内
社
の
速
谷
神
社
か
ら
勧
請
し
た
、
十
六
世
紀
中
期
の
速
田
神
社
玉
殿
に
お

い
て
も
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
と
し
て
い
る
。
な
お
、
宝
暦
十
年
の
地
御
前
神
社
玉

殿
は
、
正
面
背
面
と
も
に
二
軒
で
あ
る
が
、
仁
治
二
年
再
建
当
時
の
厳
島
神
社
玉
殿

よ
り
軒
の
出
が
い
ず
れ
も
大
き
い
の
で
、
屋
根
の
大
き
さ
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
、
玉
殿
の
屋
根
と
本
殿
内
陣
の
後
方
の
壁
の
間
隔
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
本
殿
側
柱
に
当
た
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
側
柱
の
形
に
添
っ
て
玉
殿

の
屋
根
を
切
り
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
身
の
玉
殿
は
背
面
一
軒
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
ま
た
、
仁
治
二
年
再
建
当
時
の
厳
島
神
社
（
内
宮
）
の
玉
殿
は
、「
調

度
注
進
状
案
」
よ
り
、
垂
木
が
八
百
七
十
九
本
で
、
二
や
四
の
倍
数
で
は
な
く
三
の

倍
数
で
あ
り
、
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
で
あ
る

（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
正
面
二
軒
、
背
面

一
軒
と
す
る
形
式

（
（（
（

は
、
玉
殿
の
初
期
の
形
式
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
と
す
る
形
式
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
玉
殿
は
本
殿
内
に
安

置
さ
れ
る
の
で
、
他
の
建
物
と
違
っ
て
、
外
側
の
本
殿
に
よ
る
制
限
が
大
き
か
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
玉
殿
の
大
き
さ
を
確
保
し
た
上
で
、
不
必
要
な
玉
殿
背
面
側

の
空
間
を
減
ら
し
、
必
要
と
さ
れ
る（

（（
（

正
面
側
の
空
間
を
増
す
こ
の
形
式
は
、
本
殿
内

陣
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
の
中
に
お
い
て
大
変
有
効
で
あ
り
、
意
図
的
に
行
っ
た
も

の
と
判
断
で
き
る
。

　後
の
玉
殿
で
は
、
正
面
背
面
と
も
に
一
軒
、
ま
た
は
垂
木
な
し
の
板
軒
と
し
て
い

る
（
（（
（

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
屋
根
を
長
柿
葺
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
（（
（

こ
と
が
大
き
く
関

係
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　八
、
舟
肘
木
と
三
斗
組

　現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
が
大
面
取
の
舟

肘
木
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
有
力
神
社
で
古
式
を
守
っ
て
い
る
十
六
世
紀
末
期
の
清

神
社
玉
殿
三
基
も
舟
肘
木
と
し
て
い
る
。
宝
暦
十
年
の
地
御
前
神
社
玉
殿
十
一
基
も

古
式
に
組
物
を
面
取
を
施
し
た
舟
肘
木
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
舟
肘
木
と
す

る
形
式
は
玉
殿
の
古
い
形
式
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
高
床
で
見
世
棚
造
と
す
る
な
ど
小
規
模
本
殿
の
形
式
が
見
ら
れ
る
、
十
四

世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
の
組
物
は
、
す
べ
て
三
斗

組
（
連
三
斗
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
玉
殿
は
厳
島
神
社
の
摂
末
社
の
例
で
あ
る
た

め
に
、角
柱
と
円
柱
の
考
察
と
同
様
に
、本
社
玉
殿
と
あ
え
て
同
じ
形
式
に
し
な
か
っ

た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
の
後
、
嘉
吉
三
年
の
厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
に
お
い
て
、
庇
、
身
舎
と
も
に
、

中
央
殿
は
三
斗
組
と
し
、
左
殿
と
右
殿
は
舟
肘
木
と
し
て
お
り
、
そ
の
頃
に
な
る
と
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意
図
的
に
格
式
に
よ
る
組
物
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
斗
組
を

上
位
と
し
、
舟
肘
木
を
下
位
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
例
に
よ
り
、

十
五
世
紀
中
期
以
降
の
玉
殿
で
は
、
舟
肘
木
と
す
る
古
い
時
代
の
定
型
よ
り
も
、
一

般
的
な
社
寺
建
築
と
同
様
に
格
式
を
意
識
し
た
組
物
の
使
い
方
が
主
流
と
な
っ
た
と

判
断
で
き
る

（
（（
（

。

　な
お
、
有
力
神
社
で
あ
る
明
応
九
年
の
桂
浜
神
社
玉
殿
に
お
い
て
も
組
物
の
使
い

分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
中
央
殿
が
舟
肘
木
で
、
左
殿
と
右
殿
が
組
物
な
し
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、
舟
肘
木
を
定
型
と
し
、
そ
こ
か
ら
組
物
を
な
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

格
式
の
差
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
古
式
が
残
っ
て
い
る
と
も
言
え

る
。　九

、一
木
造
出
の
有
無

　元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
で
は
桁･
舟
肘
木
の
み
が
一
木
造
出
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
例
は
部
材
形
状
よ
り
、
玉
殿
に
特
有
な
脱
落
防
止
等
を
目
的
と
す
る
一
木
造
出

と
は
異
に
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
（（
（

。
永
享
十
一
年
の
堀
八
幡
神
社
玉
殿
で

は
、
一
木
造
出
と
す
る
部
材
が
な
い
た
め
で
も
あ
る
が
、
一
木
造
出
は
用
い
ら
れ
て

お
ら
ず
、
古
風
な
趣
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
の
傾
向
で
あ
る
大
型
玉

殿
に
お
い
て
は
、殊
に
一
木
造
出
を
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、地
御
前
神
社
で
は
ま
っ

た
く
一
木
造
出
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
最
初
期
の
玉
殿
で
は
一
木
造
出
は
行
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
や
堀
八
幡
神
社
玉
殿
に
は
最
初

期
の
玉
殿
の
名
残
が
あ
る
と
言
え
る
。

　一
方
、
十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
は
、
そ
れ

ら
よ
り
も
や
や
小
型
で
あ
り
、
ま
た
、
組
物
に
三
斗
組
を
採
用
し
、
必
要
と
さ
れ
る

細
か
な
接
続
箇
所
が
格
段
に
増
え
た
た
め
、
玉
殿
特
有
の
振
動
や
組
立
時
に
お
け
る

部
材
の
脱
落
や
欠
損
の
防
止
の
面
で
、
一
木
造
出
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
一
木
造
出
の
形
式
の
採
用
か
ら
間
も
な

い
十
四
世
紀
前
期
の
第
一
殿
は
、
他
の
四
基
と
比
較
す
る
と
一
木
造
出
部
材
が
少
な

く
、時
代
が
下
降
す
る
に
連
れ
て
一
木
造
出
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
。

ま
た
、
天
文
年
間
の
常
磐
神
社
玉
殿
三
基
な
ど
そ
れ
以
降
の
例
で
は
、
玉
殿
自
体
が

よ
り
小
型
化
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
ま
す
ま
す
脱
落
防
止
等
の
必
要
性
が
生
じ
、

一
木
造
出
の
技
法
が
用
い
ら
れ
、十
六
世
紀
後
期
に
至
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　そ
う
し
た
玉
殿
よ
り
後
の
中
山
神
社
玉
殿
右
殿
な
ど
の
十
六
世
紀
中
期
か
ら
の
近

世
へ
の
過
渡
期
の
傾
向
を
示
す
玉
殿
で
は
、
再
び
一
木
造
出
を
用
い
な
く
な
っ
て
い

る
。　十

、
豕
扠
首
と
虹
梁
大
瓶
束

　現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
が
変
形
豕
扠
首
と
し

て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
、
地
御
前
神
社
玉
殿
十
一
基
に
は
、
す
べ
て
豕
扠
首
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
豕
扠
首
は
古
い
玉
殿
の
形
式
を
残
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
玉
殿
安
置
の
最
初
期
で
あ
る
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
か
け
て

は
、
神
社
建
築
に
お
い
て
妻
飾
を
豕
扠
首
と
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
て
、
そ
の

時
代
の
通
例
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
厳
島
神
社
で
は
、
本
殿
を
は

じ
め
と
す
る
各
社
殿
に
多
用
し
て
い
る
の
で
、
玉
殿
も
同
様
に
妻
飾
を
豕
扠
首
と
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
佐
々
井
厳
島
神
社
な
ど
で
は
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
が
採
用
さ
れ
、
そ
の

後
の
玉
殿
が
ほ
ぼ
こ
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
十
四
世
紀
初
期
の
唐
様
の
伝

来
に
間
近
い
早
い
時
期
か
ら
玉
殿
に
虹
梁
大
瓶
束
式
が
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
妻
壁
を
一
木
造
出
と
し
た
玉
殿
で
は
、
壁
板
か
ら
蟇
股
を
彫
り
出
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
大
瓶
束
と
せ
ず
に
虹
梁
蟇
股
式
と
し
た
も
の
も
あ
る
。

　十
一
、
檜
皮
葺
、
本
柿
葺
、
長
柿
葺

　神
社
建
築
に
用
い
る
屋
根
葺
形
式
は
、
檜
皮
葺
お
よ
び
本
柿
葺

（
（（
（

が
中
世
以
前
で
は

一
般
的
で
あ
り
、
仁
治
二
年
再
建
の
厳
島
神
社
の
客
神
社
本
殿
を
は
じ
め
、
厳
島
神

社
の
主
要
な
社
殿
は
最
高
格
式
で
あ
る
檜
皮
葺
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
安
芸
国
の
中
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意
図
的
に
格
式
に
よ
る
組
物
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
斗
組
を

上
位
と
し
、
舟
肘
木
を
下
位
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
例
に
よ
り
、

十
五
世
紀
中
期
以
降
の
玉
殿
で
は
、
舟
肘
木
と
す
る
古
い
時
代
の
定
型
よ
り
も
、
一

般
的
な
社
寺
建
築
と
同
様
に
格
式
を
意
識
し
た
組
物
の
使
い
方
が
主
流
と
な
っ
た
と

判
断
で
き
る

（
（（
（

。

　な
お
、
有
力
神
社
で
あ
る
明
応
九
年
の
桂
浜
神
社
玉
殿
に
お
い
て
も
組
物
の
使
い

分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
中
央
殿
が
舟
肘
木
で
、
左
殿
と
右
殿
が
組
物
な
し
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、
舟
肘
木
を
定
型
と
し
、
そ
こ
か
ら
組
物
を
な
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

格
式
の
差
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
古
式
が
残
っ
て
い
る
と
も
言
え

る
。　九

、一
木
造
出
の
有
無

　元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
で
は
桁･

舟
肘
木
の
み
が
一
木
造
出
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
例
は
部
材
形
状
よ
り
、
玉
殿
に
特
有
な
脱
落
防
止
等
を
目
的
と
す
る
一
木
造
出

と
は
異
に
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
（（
（

。
永
享
十
一
年
の
堀
八
幡
神
社
玉
殿
で

は
、
一
木
造
出
と
す
る
部
材
が
な
い
た
め
で
も
あ
る
が
、
一
木
造
出
は
用
い
ら
れ
て

お
ら
ず
、
古
風
な
趣
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
の
傾
向
で
あ
る
大
型
玉

殿
に
お
い
て
は
、殊
に
一
木
造
出
を
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、地
御
前
神
社
で
は
ま
っ

た
く
一
木
造
出
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
最
初
期
の
玉
殿
で
は
一
木
造
出
は
行
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
今
田
八
幡
神
社
玉
殿
や
堀
八
幡
神
社
玉
殿
に
は
最
初

期
の
玉
殿
の
名
残
が
あ
る
と
言
え
る
。

　一
方
、
十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
は
、
そ
れ

ら
よ
り
も
や
や
小
型
で
あ
り
、
ま
た
、
組
物
に
三
斗
組
を
採
用
し
、
必
要
と
さ
れ
る

細
か
な
接
続
箇
所
が
格
段
に
増
え
た
た
め
、
玉
殿
特
有
の
振
動
や
組
立
時
に
お
け
る

部
材
の
脱
落
や
欠
損
の
防
止
の
面
で
、
一
木
造
出
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
一
木
造
出
の
形
式
の
採
用
か
ら
間
も
な

い
十
四
世
紀
前
期
の
第
一
殿
は
、
他
の
四
基
と
比
較
す
る
と
一
木
造
出
部
材
が
少
な

く
、時
代
が
下
降
す
る
に
連
れ
て
一
木
造
出
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
。

ま
た
、
天
文
年
間
の
常
磐
神
社
玉
殿
三
基
な
ど
そ
れ
以
降
の
例
で
は
、
玉
殿
自
体
が

よ
り
小
型
化
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
ま
す
ま
す
脱
落
防
止
等
の
必
要
性
が
生
じ
、

一
木
造
出
の
技
法
が
用
い
ら
れ
、十
六
世
紀
後
期
に
至
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　そ
う
し
た
玉
殿
よ
り
後
の
中
山
神
社
玉
殿
右
殿
な
ど
の
十
六
世
紀
中
期
か
ら
の
近

世
へ
の
過
渡
期
の
傾
向
を
示
す
玉
殿
で
は
、
再
び
一
木
造
出
を
用
い
な
く
な
っ
て
い

る
。　十

、
豕
扠
首
と
虹
梁
大
瓶
束

　現
存
す
る
中
世
の
玉
殿
で
は
、
元
亨
四
年
の
今
田
八
幡
神
社
が
変
形
豕
扠
首
と
し

て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
、
地
御
前
神
社
玉
殿
十
一
基
に
は
、
す
べ
て
豕
扠
首
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
豕
扠
首
は
古
い
玉
殿
の
形
式
を
残
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
玉
殿
安
置
の
最
初
期
で
あ
る
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
か
け
て

は
、
神
社
建
築
に
お
い
て
妻
飾
を
豕
扠
首
と
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
て
、
そ
の

時
代
の
通
例
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
厳
島
神
社
で
は
、
本
殿
を
は

じ
め
と
す
る
各
社
殿
に
多
用
し
て
い
る
の
で
、
玉
殿
も
同
様
に
妻
飾
を
豕
扠
首
と
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
佐
々
井
厳
島
神
社
な
ど
で
は
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
が
採
用
さ
れ
、
そ
の

後
の
玉
殿
が
ほ
ぼ
こ
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
十
四
世
紀
初
期
の
唐
様
の
伝

来
に
間
近
い
早
い
時
期
か
ら
玉
殿
に
虹
梁
大
瓶
束
式
が
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
妻
壁
を
一
木
造
出
と
し
た
玉
殿
で
は
、
壁
板
か
ら
蟇
股
を
彫
り
出
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
大
瓶
束
と
せ
ず
に
虹
梁
蟇
股
式
と
し
た
も
の
も
あ
る
。

　十
一
、
檜
皮
葺
、
本
柿
葺
、
長
柿
葺

　神
社
建
築
に
用
い
る
屋
根
葺
形
式
は
、
檜
皮
葺
お
よ
び
本
柿
葺

（
（（
（

が
中
世
以
前
で
は

一
般
的
で
あ
り
、
仁
治
二
年
再
建
の
厳
島
神
社
の
客
神
社
本
殿
を
は
じ
め
、
厳
島
神

社
の
主
要
な
社
殿
は
最
高
格
式
で
あ
る
檜
皮
葺
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
安
芸
国
の
中
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世
の
玉
殿
で
は
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
の
厳
島
神
社
摂
社
天
神
社
玉
殿
は
、
本

殿
的
で
あ
る
の
で
若
干
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
が
檜
皮
葺
で
あ
る
。
宝
暦
十
年
の
地

御
前
神
社
玉
殿
十
一
基
は
、
耐
久
性
を
考
慮
し
て
檜
皮
の
軒
付
の
上
に
柿
板
を
葺
い

た
本
柿
葺
と
し
て
お
り
、
仁
治
二
年
再
建
当
時
の
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
檜
皮
葺
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
柿
葺
は
、
安
芸
国
の
中
世
の
玉
殿
で
は
、
十
四
世
紀
前
期
の
現
存
最
古
の
今
田

八
幡
神
社
玉
殿
、
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
五
基
か
ら
使
わ
れ
、
嘉
吉
三
年
の
厳
島
神

社
摂
社
大
元
神
社
三
基
、
十
六
世
紀
中
期
の
速
田
神
社
玉
殿
な
ど
で
も
使
用
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
座
で
あ
る
玉
殿
は
初
源
的
に
は
最
高
格
式
の
檜
皮
葺
で
あ

り
、
そ
の
後
、
中
世
の
玉
殿
で
は
耐
久
性
を
考
慮
し
て
、
当
時
の
神
社
本
殿
で
一
般

的
な
本
柿
葺
が
定
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
十
五
世
紀
中
期
に
長
い
柿
板
を
流
し
葺
い
た
長
柿
葺
が
現
れ
、
十
六
世
紀

以
降
、
年
代
が
降
る
に
連
れ
て
本
柿
葺
か
ら
長
柿
葺
へ
移
行
し
た

（
（（
（

。
一
般
神
社
へ
の

玉
殿
の
普
及
に
伴
っ
て
、
小
祠
や
神
社
本
殿
以
外
に
も
使
わ
れ
た
屋
根
構
造
で
あ
る

長
柿
葺
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
、
神
社
の
格
式
に
よ
る
意
図
的
な
柿
葺
の
屋
根
構
造
の
使

い
分
け
が
見
ら
れ
、
本
柿
葺
を
定
型
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
格
を
下
げ
る
手
法
と
し
て

長
柿
葺
が
行
わ
れ
て
い
る
。
十
六
世
紀
中
期
に
降
る
と
近
世
玉
殿
特
有
の
横
板
葺
な

ど
が
出
現
し
、
近
世
の
玉
殿
へ
変
化
す
る
過
渡
期
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

❺
玉
殿
の
起
源

　一
、
玉
殿
の
初
源
的
形
式

　前
述
し
た
よ
う
に
、
中
世
の
玉
殿
に
見
ら
れ
る
形
式
の
う
ち
、
安
芸
国
に
お
け
る

玉
殿
の
初
源
的
な
形
式
は
、
桁
行
は
三
間
あ
る
い
は
一
間
で
、
梁
間
一
間
の
玉
殿
で

あ
り
、
そ
の
寸
法
は
三
尺
を
越
え
る
よ
う
な
特
に
大
型
の
玉
殿
で
、
切
妻
造
で
あ
っ

た
と
判
断
で
き
る
。
著
し
く
床
高
の
低
い
も
の
で
、
見
世
棚
は
設
け
て
お
ら
ず
、
柱

に
は
面
取
を
施
し
た
比
例
的
に
細
い
角
柱
を
用
い
、
柱
上
に
は
面
取
を
施
し
た
舟
肘

木
を
載
せ
て
お
り
、
一
木
造
出
の
技
法
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
妻
飾
は

豕
扠
首
と
し
、
軒
に
つ
い
て
は
正
面
二
軒
、
背
面
一
軒
と
し
て
前
後
で
非
対
称
と
し
、

屋
根
は
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
玉
殿
は
本
殿
内
陣
を
占
有
す
る
神
座
そ
の
も
の

で
あ
っ
て
、
本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。

　そ
う
し
た
玉
殿
の
初
源
的
な
形
式
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
例
は
、
宝
暦
十
年
再
建
の

厳
島
神
社
外
宮
の
地
御
前
神
社
玉
殿
で
あ
る
。
地
御
前
神
社
の
玉
殿
は
、
安
芸
国
に

お
け
る
玉
殿
の
初
源
的
な
形
式
を
ほ
ぼ
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
、
そ
う
し

た
意
味
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
い
。

　こ
の
地
御
前
神
社
の
玉
殿
の
形
式
は
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
玉
殿
安
置
時

の
厳
島
神
社
玉
殿
の
形
式
を
極
め
て
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
り

（
（（
（

、
安
芸
国

に
お
け
る
玉
殿
の
初
源
的
な
形
式
は
、厳
島
神
社
玉
殿
の
形
式
と
言
え
る
。し
た
が
っ

て
、
安
芸
国
の
玉
殿
は
、
厳
島
神
社
玉
殿
に
そ
の
祖
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　二
、
初
源
的
形
式
の
起
源

　厳
島
神
社
の
玉
殿
は
史
料
的
に
は
仁
安
三
年
ま
で
遡
る
が
、
こ
う
し
た
平
安
時
代

末
期
の
玉
殿
が
出
現
す
る
以
前
の
神
社
に
お
け
る
神
座
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
に
遡

る
御
帳
台
が
あ
る
。
御
帳
台
は
伊
勢
神
宮
正
殿
な
ど
の
内
に
安
置
さ
れ
た
神
座
で
あ

る
。
伊
勢
神
宮
正
殿
の
御
帳
台
に
つ
い
て
は
、
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
の
『
貞
和

御
飾
記

（
（（
（

』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　安
芸
国
の
玉
殿
の
祖
型
で
あ
る
厳
島
神
社
玉
殿
の
形
式
に
は
、
御
帳
台
と
共
通
性

が
あ
る
。

　ま
ず
第
一
に
、
大
型
で
梁
間
一
間
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
梁
間

一
間
で
最
大
で
桁
行
は
五
尺
四
寸
と
大
型
で
あ
る
。御
帳
台
は
四
本
の
柱
か
ら
な
り
、

長
八
尺
一
寸
、
幅
四
尺
三
寸
の
「
御
床
」
を
二
枚
並
べ
た
台
の
四
隅
に
柱
を
立
て
る
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の
で
、
桁
行
、
梁
間
と
も
に
一
間
で
桁
行
八
尺
程
度
と
大
型
で
あ
る
。
ま
た
、
厳
島

神
社
大
宮
玉
殿
第
一
、二
、三
、四
殿
に
つ
い
て
も
桁
行
三
間
と
は
い
え
、
そ
の
正
面

の
扉
脇
の
柱
は
幣
軸
的
用
法
で
あ
る
の
で
、桁
行
一
間
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、

御
帳
台
と
共
通
す
る
。

　第
二
に
、
そ
の
全
体
を
神
座
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
見
世
棚
造

と
し
て
お
ら
ず
、
玉
殿
全
体
が
純
粋
に
神
座
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
御
帳
台
も

四
本
の
柱
で
囲
ま
れ
た
部
分
が
神
座
で
あ
る
。

　第
三
に
、
床
高
の
著
し
い
低
さ
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
床
高
が
土
居
桁
の
成

し
か
な
く
異
例
に
低
い
。
御
帳
台
は
脚
の
付
い
た
俎
板
状
の
御
床
を
置
き
、
そ
れ
を

床
と
し
て
い
る
の
で
低
い
床
と
な
る
。

　第
四
に
、
本
殿
内
陣
の
床
上
に
直
接
安
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は

内
陣
床
上
に
直
に
安
置
し
て
お
り
、
御
帳
台
は
正
殿
の
中
央
の
床
上
に
直
に
安
置
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
安
置
形
態
は
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
。

　第
五
に
、
角
柱
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
円
柱
の
方
が
格
式
が
高
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
厳
島
神
社
玉
殿
は
面
取
を
施
し
た
角
柱
を
用
い
て
い
る
。
御
帳
台
も
角
柱
を

用
い
て
お
り
共
通
す
る
。
な
お
、
伊
勢
神
宮
の
御
帳
台
は
奈
良
時
代
の
形
式
を
保
っ

て
い
る
た
め
、
面
は
取
ら
れ
な
い
。

　第
六
に
、
全
体
の
大
き
さ
に
対
す
る
柱
の
比
例
的
な
細
さ
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉

殿
の
柱
は
柱
間
寸
法
に
対
し
て
柱
の
太
さ
は
お
よ
そ
一
対
二
〇
で
異
様
に
細
い
。
一

般
的
神
社
本
殿
で
は
一
対
一
〇
以
上
で
あ
る
。
御
帳
台
の
柱
は
長
一
丈
四
尺
で
、
柱

自
体
の
太
さ
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
が
、
柱
の
金
具
の
寸
法
か
ら
太
さ
は
四
寸
以

下
と
判
断
で
き
る
の
で
、柱
間
寸
法
に
対
し
て
柱
の
太
さ
は
一
対
二
〇
以
下
と
な
る
。

描
か
れ
た
図
か
ら
判
断
し
て
も
そ
の
柱
は
極
め
て
細
身
で
あ
る
。

　第
七
に
、
柱
下
に
組
ん
だ
土
居
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
土
居

桁
と
し
て
お
り
、
御
帳
台
は
交
差
さ
せ
た
「
土
居
」
に
柱
を
挿
し
て
立
て
て
い
る
。

　こ
れ
ら
多
く
の
共
通
性
は
、
厳
島
神
社
玉
殿
と
御
帳
台
の
形
式
の
特
徴
的
な
箇
所

で
も
あ
る
の
で
、
厳
島
神
社
玉
殿
の
形
式
は
、
そ
れ
よ
り
も
古
い
時
期
の
神
座
で
あ

る
伊
勢
神
宮
正
殿
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
御
帳
台
の
形
式
か
ら
変
化
、
発
展
し
た
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
う
し
て
み
る
と
、
玉
殿
は
、
御
帳
台
の
「
天
井
」（
格
子
）
の
代
わ
り
に
神
社

本
殿
に
使
わ
れ
る
切
妻
造
屋
根
を
架
け
、
柱
間
に
も
扉
や
連
子
窓
な
ど
の
本
殿
の
意

匠
を
取
り
入
れ
た
形
式
の
神
座
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ま
た
同
様
に
、
近
畿
地
方
の
古
社
で
見
ら
れ
る
春
日
厨
子

（
（（
（

は
、
御
帳
台
と
共
通
性

が
あ
り
、
御
帳
台
に
緩
い
照
り
起
り
の
板
屋
根
を
架
け
た
箱
形
の
神
座
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
神

座
で
あ
っ
た
御
帳
台
の
形
式
が
、
緩
い
簡
単
な
板
屋
根
を
架
け
た
箱
形
の
春
日
厨
子

や
、
神
社
本
殿
形
と
す
る
玉
殿
に
分
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
こ
う

し
た
分
化
の
一
系
統
に
は
、
御
帳
台
に
神
輿
の
葱
花
を
載
せ
た
よ
う
な
園
城
寺
新
羅

善
神
堂
内
陣
厨
子
（
滋
賀
県
大
津
市
）
の
例
も
あ
る
。
安
芸
国
に
お
い
て
は
、
そ
の

玉
殿
の
起
源
は
厳
島
神
社
玉
殿
で
あ
り
、
そ
れ
は
御
帳
台
か
ら
分
化
し
た
神
座
の
一

系
統
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

❻
中
世
に
お
け
る
玉
殿
の
変
化

　安
芸
国
の
玉
殿
は
、
御
帳
台
か
ら
変
化
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
厳
島
神
社
玉
殿

に
見
ら
れ
る
初
源
的
形
式
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
た
が
、
中
世
に
入
っ
て
、
安

芸
国
の
一
般
的
な
各
神
社
に
玉
殿
が
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
形
式
に
変

化
が
現
れ
る
。
そ
の
変
化
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
を
加
え
た
い
。

　十
四
世
紀
前
期
以
降
、
安
芸
国
の
多
く
の
本
殿
は
、
内
陣
前
半
部
が
祭
祀
用
空
間
、

後
半
部
が
祭
壇
と
な
る
の
で
、
玉
殿
は
本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
安
置
す
る
形
式
か
ら

祭
壇
上
に
安
置
す
る
形
式
へ
と
変
化
す
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
玉
殿
は
そ
れ
ま
で
の

低
い
床
か
ら
高
床
に
変
化
し
、
供
物
を
置
く
見
世
棚
を
設
け
る
玉
殿
が
現
れ
る
。
屋

根
は
耐
久
性
を
考
慮
し
て
檜
皮
葺
か
ら
本
柿
葺
が
定
型
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
頃
に
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
が
登
場
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
意
図
的
な
使
い
分
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の
で
、
桁
行
、
梁
間
と
も
に
一
間
で
桁
行
八
尺
程
度
と
大
型
で
あ
る
。
ま
た
、
厳
島

神
社
大
宮
玉
殿
第
一
、二
、三
、四
殿
に
つ
い
て
も
桁
行
三
間
と
は
い
え
、
そ
の
正
面

の
扉
脇
の
柱
は
幣
軸
的
用
法
で
あ
る
の
で
、桁
行
一
間
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、

御
帳
台
と
共
通
す
る
。

　第
二
に
、
そ
の
全
体
を
神
座
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
見
世
棚
造

と
し
て
お
ら
ず
、
玉
殿
全
体
が
純
粋
に
神
座
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
御
帳
台
も

四
本
の
柱
で
囲
ま
れ
た
部
分
が
神
座
で
あ
る
。

　第
三
に
、
床
高
の
著
し
い
低
さ
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
床
高
が
土
居
桁
の
成

し
か
な
く
異
例
に
低
い
。
御
帳
台
は
脚
の
付
い
た
俎
板
状
の
御
床
を
置
き
、
そ
れ
を

床
と
し
て
い
る
の
で
低
い
床
と
な
る
。

　第
四
に
、
本
殿
内
陣
の
床
上
に
直
接
安
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は

内
陣
床
上
に
直
に
安
置
し
て
お
り
、
御
帳
台
は
正
殿
の
中
央
の
床
上
に
直
に
安
置
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
安
置
形
態
は
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
。

　第
五
に
、
角
柱
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
円
柱
の
方
が
格
式
が
高
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
厳
島
神
社
玉
殿
は
面
取
を
施
し
た
角
柱
を
用
い
て
い
る
。
御
帳
台
も
角
柱
を

用
い
て
お
り
共
通
す
る
。
な
お
、
伊
勢
神
宮
の
御
帳
台
は
奈
良
時
代
の
形
式
を
保
っ

て
い
る
た
め
、
面
は
取
ら
れ
な
い
。

　第
六
に
、
全
体
の
大
き
さ
に
対
す
る
柱
の
比
例
的
な
細
さ
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉

殿
の
柱
は
柱
間
寸
法
に
対
し
て
柱
の
太
さ
は
お
よ
そ
一
対
二
〇
で
異
様
に
細
い
。
一

般
的
神
社
本
殿
で
は
一
対
一
〇
以
上
で
あ
る
。
御
帳
台
の
柱
は
長
一
丈
四
尺
で
、
柱

自
体
の
太
さ
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
が
、
柱
の
金
具
の
寸
法
か
ら
太
さ
は
四
寸
以

下
と
判
断
で
き
る
の
で
、柱
間
寸
法
に
対
し
て
柱
の
太
さ
は
一
対
二
〇
以
下
と
な
る
。

描
か
れ
た
図
か
ら
判
断
し
て
も
そ
の
柱
は
極
め
て
細
身
で
あ
る
。

　第
七
に
、
柱
下
に
組
ん
だ
土
居
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
玉
殿
は
土
居

桁
と
し
て
お
り
、
御
帳
台
は
交
差
さ
せ
た
「
土
居
」
に
柱
を
挿
し
て
立
て
て
い
る
。

　こ
れ
ら
多
く
の
共
通
性
は
、
厳
島
神
社
玉
殿
と
御
帳
台
の
形
式
の
特
徴
的
な
箇
所

で
も
あ
る
の
で
、
厳
島
神
社
玉
殿
の
形
式
は
、
そ
れ
よ
り
も
古
い
時
期
の
神
座
で
あ

る
伊
勢
神
宮
正
殿
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
御
帳
台
の
形
式
か
ら
変
化
、
発
展
し
た
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
う
し
て
み
る
と
、
玉
殿
は
、
御
帳
台
の
「
天
井
」（
格
子
）
の
代
わ
り
に
神
社

本
殿
に
使
わ
れ
る
切
妻
造
屋
根
を
架
け
、
柱
間
に
も
扉
や
連
子
窓
な
ど
の
本
殿
の
意

匠
を
取
り
入
れ
た
形
式
の
神
座
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ま
た
同
様
に
、
近
畿
地
方
の
古
社
で
見
ら
れ
る
春
日
厨
子

（
（（
（

は
、
御
帳
台
と
共
通
性

が
あ
り
、
御
帳
台
に
緩
い
照
り
起
り
の
板
屋
根
を
架
け
た
箱
形
の
神
座
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
神

座
で
あ
っ
た
御
帳
台
の
形
式
が
、
緩
い
簡
単
な
板
屋
根
を
架
け
た
箱
形
の
春
日
厨
子

や
、
神
社
本
殿
形
と
す
る
玉
殿
に
分
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
こ
う

し
た
分
化
の
一
系
統
に
は
、
御
帳
台
に
神
輿
の
葱
花
を
載
せ
た
よ
う
な
園
城
寺
新
羅

善
神
堂
内
陣
厨
子
（
滋
賀
県
大
津
市
）
の
例
も
あ
る
。
安
芸
国
に
お
い
て
は
、
そ
の

玉
殿
の
起
源
は
厳
島
神
社
玉
殿
で
あ
り
、
そ
れ
は
御
帳
台
か
ら
分
化
し
た
神
座
の
一

系
統
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

❻
中
世
に
お
け
る
玉
殿
の
変
化

　安
芸
国
の
玉
殿
は
、
御
帳
台
か
ら
変
化
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
厳
島
神
社
玉
殿

に
見
ら
れ
る
初
源
的
形
式
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
た
が
、
中
世
に
入
っ
て
、
安

芸
国
の
一
般
的
な
各
神
社
に
玉
殿
が
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
形
式
に
変

化
が
現
れ
る
。
そ
の
変
化
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
を
加
え
た
い
。

　十
四
世
紀
前
期
以
降
、
安
芸
国
の
多
く
の
本
殿
は
、
内
陣
前
半
部
が
祭
祀
用
空
間
、

後
半
部
が
祭
壇
と
な
る
の
で
、
玉
殿
は
本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
安
置
す
る
形
式
か
ら

祭
壇
上
に
安
置
す
る
形
式
へ
と
変
化
す
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
玉
殿
は
そ
れ
ま
で
の

低
い
床
か
ら
高
床
に
変
化
し
、
供
物
を
置
く
見
世
棚
を
設
け
る
玉
殿
が
現
れ
る
。
屋

根
は
耐
久
性
を
考
慮
し
て
檜
皮
葺
か
ら
本
柿
葺
が
定
型
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
頃
に
虹
梁
大
瓶
束
式
の
妻
飾
が
登
場
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
意
図
的
な
使
い
分
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け
の
可
能
性
も
あ
る
。
妻
飾
に
は
一
木
造
出
に
よ
る
虹
梁
蟇
股
式
も
見
ら
れ
る
。
格

式
を
意
識
し
た
形
式
の
使
い
分
け
と
し
て
は
、
十
四
世
紀
前
期
か
ら
文
安
二
年
ま
で

の
玉
殿
を
安
置
す
る
佐
々
井
厳
島
神
社
は
、
社
領
地
の
摂
末
社
で
あ
る
の
で
、
本
社

つ
ま
り
厳
島
神
社
と
意
図
的
に
異
な
る
形
式
を
用
い
て
お
り
、
玉
殿
に
円
柱
や
三
斗

組
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
玉
殿
以
降
は
、
意
匠
が
複
雑
化
し
た
こ
と
に
伴
っ

て
、
一
木
造
出
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　そ
の
後
、
十
五
世
紀
中
期
に
入
る
と
、
玉
殿
は
さ
ら
に
建
築
化
し
て
本
殿
形
式
に

接
近
し
、
小
規
模
神
社
本
殿
形
の
形
式
、
す
な
わ
ち
流
見
世
棚
造
を
採
っ
た
玉
殿
が

現
れ
、
十
六
世
紀
に
入
っ
て
そ
の
形
式
が
定
着
す
る
。
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の

厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
玉
殿
は
小
規
模
本
殿
化
し
た
例
で
、
以
降
に
玉
殿
が
小
型

化
す
る
過
渡
期
の
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
降
に
定
着
す
る
流
見
世
棚
造
の
初
期

の
例
で
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
小
祠
や
神
社
本
殿
以
外
に
も
使
わ
れ
た
簡
易
的
な
柿

葺
で
あ
る
長
柿
葺
と
す
る
玉
殿
が
現
れ
、
十
六
世
紀
以
降
、
年
代
が
降
る
に
連
れ
て

本
柿
葺
か
ら
長
柿
葺
へ
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
屋
根
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、
正
面

背
面
と
も
に
一
軒
ま
た
は
垂
木
な
し
と
す
る
簡
略
的
な
形
式
が
定
着
し
て
く
る
。
ま

た
、
大
元
神
社
玉
殿
三
基
で
は
組
物
を
、
中
央
殿
は
三
斗
組
、
右
殿
お
よ
び
左
殿
は

舟
肘
木
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
細
部
意
匠
に
お
け
る
格
式
の
差
を
意
識
し
た
使
い
分

け
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　さ
ら
に
時
代
が
降
り
、
十
六
世
紀
中
期
に
な
る
と
、
玉
殿
は
低
廉
化
の
傾
向
を
示

し
、
近
世
の
玉
殿
へ
変
化
す
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
十
六
世
紀

末
期
の
中
山
神
社
右
殿
で
は
、
簡
略
化
の
傾
向
が
顕
著
で
、
柱
は
角
柱
で
、
組
物
は

あ
ま
り
整
形
さ
れ
て
い
な
い
別
木
の
舟
肘
木
で
あ
る
。
ま
た
、
手
間
の
掛
か
る
玉
殿

特
有
の
一
木
造
出
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
玉
殿
と
い
う
殿
内
安
置
の
も
の
で
の
み

可
能
な
、
非
建
築
的
な
横
板
葺
や
、
祭
壇
を
二
段
と
し
高
く
奉
っ
て
、
玉
殿
の
床
高

を
逆
に
低
く
す
る
例
も
登
場
す
る
。
ま
た
、
屋
根
構
造
や
円
柱
、
角
柱
の
格
式
の
差

を
意
識
し
た
使
い
分
け
を
同
一
神
社
の
玉
殿
間
で
行
っ
て
お
り
、
主
要
構
造
部
の
意

匠
も
使
い
分
け
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　中
世
に
お
け
る
玉
殿
の
変
化
は
、
格
式
を
意
識
し
た
使
い
分
け
自
体
の
変
化
も
あ

る
が
、
主
要
な
変
化
と
し
て
は
、
初
期
の
玉
殿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
村
の
鎮
守
社
等
の

一
般
神
社
に
普
及
す
る
に
伴
う
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
一
般
神
社
に
お
い
て

は
、
一
宮
の
厳
島
神
社
の
よ
う
に
大
規
模
な
本
殿
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

玉
殿
は
そ
の
規
模
に
あ
っ
た
安
置
形
態
を
考
慮
し
た
変
化
が
生
じ
た
。
十
五
世
紀
中

期
以
降
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
本
殿
の
形
式
の
さ
ら
な
る
取
り
入
れ
と

し
て
現
れ
、
本
殿
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
十
六
世
紀
中
期
以
降
で
は
、
一
般

神
社
の
う
ち
で
も
小
規
模
な
神
社
に
玉
殿
が
普
及
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
伴
う
変
化
が

あ
る
と
判
断
で
き
る
。
そ
う
し
た
玉
殿
は
、
そ
れ
ら
小
規
模
な
神
社
の
経
済
的
規
模

を
反
映
し
て
変
化
し
、
建
築
的
玉
殿
か
ら
乖
離
す
る
傾
向
が
あ
り
、
低
廉
化
が
進
ん

だ
（
（（
（

こ
と
が
分
か
る
。

　し
た
が
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
安
芸
国
の
玉
殿
の
変
化
は
、
玉
殿
成
立
当
初
よ
り

の
傾
向
と
玉
殿
の
普
及
の
過
程
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
小
規
模

本
殿
の
形
式
の
取
り
入
れ
と
低
廉
化
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

❼
近
世
に
お
け
る
玉
殿
の
変
化

　慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ケ
原
の
戦
い
以
降
、
安
芸
国
で
は
、
在
地
領
主
層

か
ら
領
民
層
に
社
寺
の
造
営
主
体
が
移
っ
た
た
め
、
当
時
の
領
民
層
の
経
済
力
を
反

映
し
て
十
七
世
紀
に
は
社
寺
造
営
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
こ
の
時
期
の
玉
殿
は
以

前
の
玉
殿
を
手
本
に
再
造
し
た
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
の
日
高
山
神
社
玉
殿
（
安

芸
高
田
市
八
千
代
町
土
師
）
と
い
っ
た
特
殊
な
例
し
か
な
い
。

　十
八
世
紀
以
降
、
神
社
や
寺
院
の
領
民
層
に
よ
る
再
興
に
伴
っ
て
、
玉
殿
は
再
び

造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
玉
殿
は
二
つ
の
方
向
に
分
化
し
て
い
る
。
一
つ

は
、
小
型
の
玉
殿
で
、
柱
は
角
柱
で
組
物
は
な
く
、
妻
飾
は
あ
っ
て
も
棒
状
の
束
の

み
で
あ
っ
て
、
照
り
や
箕
甲
が
な
い
挽
板
の
横
板
葺
や
流
板
葺
と
し
、
垂
木
も
な
い

こ
と
が
多
く
、
粗
略
で
建
築
的
装
飾
を
用
い
ず
、
神
体
の
単
な
る
容
れ
物
で
あ
る
箱
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形
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
大
型
の
玉
殿
で
、
柱
は
円
柱
で
組
物
は
出

組
以
上
と
し
、
妻
飾
も
二
重
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
屋
根
は
柿
葺
形

板
葺
と
し
、
細
い
垂
木
を
用
い
て
二
軒
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
各
部
材
は
意
匠
が
微

細
化
し
て
小
型
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
膠
に
よ
る
接
着
に
よ
っ
て
組
立
て
る
工
芸
品
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
建
築
的
で
は
な
く
な
っ
た
も
の
で
、
玉
殿
の
低
廉
化

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
社
寺
建
築
の
技
法
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
、
工
芸

職
人
に
よ
る
完
成
品
を
大
坂
や
京
か
ら
購
入
し
た
も
の

（
（（
（

で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
に

も
一
般
的
な
社
寺
建
築
で
は
用
い
ら
れ
な
い
片
流
造
と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　近
世
に
お
け
る
こ
う
し
た
社
寺
建
築
か
ら
乖
離
す
る
玉
殿
の
変
化
は
、
十
七
世
紀

の
社
寺
造
営
の
断
絶
に
よ
る
、
神
社
本
殿
形
の
玉
殿
造
立
の
伝
統
が
途
絶
え
た
こ
と

が
一
つ
の
理
由
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
造
営
主
体
の
変
化
に
よ
っ
て
、
祭
礼
時
に

本
殿
内
に
領
主
が
参
入
し
な
く
な
り
、し
た
が
っ
て
、玉
殿
が
人
目
に
触
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
も
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
経
済
的
、
信
仰
的

い
ず
れ
に
主
眼
を
お
い
た
場
合
で
も
、
上
記
の
二
つ
に
分
化
し
た
玉
殿
で
満
た
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
こ
う
し
た
二
分
化
の
状
況
が
、
厳
島
神
社
や
中
世
の
玉
殿
を
残

す
神
社
の
よ
う
な
特
殊
な
例
を
除
い
て
、広
く
普
及
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
近
世
に
お
け
る
安
芸
国
の
玉
殿
の
変
化
は
、
中
世
と
近
世
の
玉
殿

に
対
す
る
技
法
や
認
識
の
相
違
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
箱
形
化

と
工
芸
品
化
へ
の
分
化
で
あ
り
、
非
建
築
化
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

❽
玉
殿
の
特
質

　本
論
文
で
は
、
安
芸
国
に
お
け
る
神
社
玉
殿
の
祖
型
は
厳
島
神
社
玉
殿
で
あ
り
、

そ
の
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
、
奈
良
時
代
に
遡
る
神
座
の
形
式
で
あ
る
御
帳
台
に
、
本

殿
の
形
式
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
、
す
な
わ
ち
、
御
帳
台
と
い
う
調
度
を
建
築
化
さ

せ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。そ
の
初
源
的
な
玉
殿
の
形
式
は
、

大
型
で
桁
行
一
間
ま
た
は
三
間
、
梁
間
一
間
、
切
妻
造
、
檜
皮
葺
で
、
著
し
く
床
高

は
低
く
、
見
世
棚
造
と
せ
ず
、
面
取
角
柱
、
舟
肘
木
、
豕
扠
首
と
し
、
軒
は
正
面
二

軒
、
背
面
一
軒
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
玉
殿
は
本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
安
置
し
て

い
た
。
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
、
奈
良
時
代
ま
で
遡
る
御
帳
台
の
形
式
を
受
け
継
ぎ
つ

つ
、
独
自
の
形
式
を
持
つ
神
座
と
し
て
分
化
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
安
芸
国
に
広

く
分
布
し
て
い
る
中
世
の
玉
殿
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
進
化
す
な
わ
ち
建
築
化
し
て

い
っ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
御
帳
台
か
ら
分
化
し
た
神
座
の
一
系
統
で
あ
る
。

　他
国
と
比
べ
て
安
芸
国
に
お
い
て
玉
殿
が
広
く
分
布
し
、
中
世
の
玉
殿
が
大
量
に

残
っ
て
い
る
の
は
、
一
宮
で
あ
る
厳
島
神
社
が
玉
殿
を
安
置
す
る
形
態
を
採
っ
た
た

め
で
あ
る
。
厳
島
神
社
か
ら
始
ま
っ
た
玉
殿
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
安
芸
国
の
村

落
の
中
心
的
神
社
、
い
わ
ゆ
る
村
の
鎮
守
社
級
の
規
模
の
神
社
ま
で
広
く
普
及
し
て

い
っ
た
。そ
の
普
及
過
程
で
生
じ
た
神
社
の
格
式
や
経
済
的
規
模
の
差
を
反
映
し
て
、

見
世
棚
造
や
高
床
や
長
柿
葺
の
採
用
な
ど
が
お
こ
り
、
そ
れ
ら
は
さ
ら
な
る
本
殿
の

形
式
の
取
り
入
れ
と
い
う
建
築
化
で
あ
り
、
同
時
に
低
廉
化
も
進
行
し
て
い
っ
た
。

　近
世
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
玉
殿
の
普
及
が
進
み
、
安
芸
国
の
神
社
は
小
祠
ま

で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
玉
殿
を
安
置
す
る
に
至
っ
た
。
造
営
主
体
の
変
化
に
よ
っ

て
、
玉
殿
が
建
築
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
十
七
世
紀

の
神
社
造
営
の
断
絶
期
も
影
響
し
、
そ
れ
ら
の
玉
殿
か
ら
は
中
世
の
玉
殿
特
有
の
技

法
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
形
式
の
変
化
は
、
単
な
る
神
体
の
容
れ
物
と

な
る
箱
形
化
と
、
微
細
な
部
品
を
膠
で
接
着
し
組
立
て
る
工
芸
品
化
へ
の
分
化
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
非
建
築
化
で
あ
っ
た
。

　こ
れ
ら
玉
殿
の
成
立
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
変
化
は
、
す
べ
て
神
社
建
築
の
流

れ
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
寺
院
建
築
様
式
が
関
係
し
た
も
の
で
は
な
く
、
玉
殿

と
い
う
建
築
形
式
は
神
社
に
お
い
て
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。そ
れ
に
は
、

同
時
に
御
帳
台
か
ら
建
築
化
し
た
可
能
性
を
持
つ
寺
院
厨
子
が
、
参
拝
者
に
積
極
的

に
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
玉
殿
は
参
拝
者
の
目
に
触
れ
な
い
場
所
で
進

化
し
て
い
っ
た
と
い
う
相
違
点
が
あ
ろ
う
。

　玉
殿
は
神
社
祭
祀
に
お
い
て
重
要
な
神
座
で
あ
っ
て
、
神
社
建
築
を
研
究
す
る
上
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形
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
大
型
の
玉
殿
で
、
柱
は
円
柱
で
組
物
は
出

組
以
上
と
し
、
妻
飾
も
二
重
虹
梁
大
瓶
束
式
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
屋
根
は
柿
葺
形

板
葺
と
し
、
細
い
垂
木
を
用
い
て
二
軒
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
各
部
材
は
意
匠
が
微

細
化
し
て
小
型
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
膠
に
よ
る
接
着
に
よ
っ
て
組
立
て
る
工
芸
品
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
建
築
的
で
は
な
く
な
っ
た
も
の
で
、
玉
殿
の
低
廉
化

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
社
寺
建
築
の
技
法
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
、
工
芸

職
人
に
よ
る
完
成
品
を
大
坂
や
京
か
ら
購
入
し
た
も
の

（
（（
（

で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
に

も
一
般
的
な
社
寺
建
築
で
は
用
い
ら
れ
な
い
片
流
造
と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　近
世
に
お
け
る
こ
う
し
た
社
寺
建
築
か
ら
乖
離
す
る
玉
殿
の
変
化
は
、
十
七
世
紀

の
社
寺
造
営
の
断
絶
に
よ
る
、
神
社
本
殿
形
の
玉
殿
造
立
の
伝
統
が
途
絶
え
た
こ
と

が
一
つ
の
理
由
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
造
営
主
体
の
変
化
に
よ
っ
て
、
祭
礼
時
に

本
殿
内
に
領
主
が
参
入
し
な
く
な
り
、し
た
が
っ
て
、玉
殿
が
人
目
に
触
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
も
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
経
済
的
、
信
仰
的

い
ず
れ
に
主
眼
を
お
い
た
場
合
で
も
、
上
記
の
二
つ
に
分
化
し
た
玉
殿
で
満
た
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
こ
う
し
た
二
分
化
の
状
況
が
、
厳
島
神
社
や
中
世
の
玉
殿
を
残

す
神
社
の
よ
う
な
特
殊
な
例
を
除
い
て
、広
く
普
及
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
近
世
に
お
け
る
安
芸
国
の
玉
殿
の
変
化
は
、
中
世
と
近
世
の
玉
殿

に
対
す
る
技
法
や
認
識
の
相
違
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
箱
形
化

と
工
芸
品
化
へ
の
分
化
で
あ
り
、
非
建
築
化
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

❽
玉
殿
の
特
質

　本
論
文
で
は
、
安
芸
国
に
お
け
る
神
社
玉
殿
の
祖
型
は
厳
島
神
社
玉
殿
で
あ
り
、

そ
の
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
、
奈
良
時
代
に
遡
る
神
座
の
形
式
で
あ
る
御
帳
台
に
、
本

殿
の
形
式
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
、
す
な
わ
ち
、
御
帳
台
と
い
う
調
度
を
建
築
化
さ

せ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。そ
の
初
源
的
な
玉
殿
の
形
式
は
、

大
型
で
桁
行
一
間
ま
た
は
三
間
、
梁
間
一
間
、
切
妻
造
、
檜
皮
葺
で
、
著
し
く
床
高

は
低
く
、
見
世
棚
造
と
せ
ず
、
面
取
角
柱
、
舟
肘
木
、
豕
扠
首
と
し
、
軒
は
正
面
二

軒
、
背
面
一
軒
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
玉
殿
は
本
殿
内
陣
の
床
に
直
に
安
置
し
て

い
た
。
厳
島
神
社
の
玉
殿
は
、
奈
良
時
代
ま
で
遡
る
御
帳
台
の
形
式
を
受
け
継
ぎ
つ

つ
、
独
自
の
形
式
を
持
つ
神
座
と
し
て
分
化
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
安
芸
国
に
広

く
分
布
し
て
い
る
中
世
の
玉
殿
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
進
化
す
な
わ
ち
建
築
化
し
て

い
っ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
御
帳
台
か
ら
分
化
し
た
神
座
の
一
系
統
で
あ
る
。

　他
国
と
比
べ
て
安
芸
国
に
お
い
て
玉
殿
が
広
く
分
布
し
、
中
世
の
玉
殿
が
大
量
に

残
っ
て
い
る
の
は
、
一
宮
で
あ
る
厳
島
神
社
が
玉
殿
を
安
置
す
る
形
態
を
採
っ
た
た

め
で
あ
る
。
厳
島
神
社
か
ら
始
ま
っ
た
玉
殿
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
安
芸
国
の
村

落
の
中
心
的
神
社
、
い
わ
ゆ
る
村
の
鎮
守
社
級
の
規
模
の
神
社
ま
で
広
く
普
及
し
て

い
っ
た
。そ
の
普
及
過
程
で
生
じ
た
神
社
の
格
式
や
経
済
的
規
模
の
差
を
反
映
し
て
、

見
世
棚
造
や
高
床
や
長
柿
葺
の
採
用
な
ど
が
お
こ
り
、
そ
れ
ら
は
さ
ら
な
る
本
殿
の

形
式
の
取
り
入
れ
と
い
う
建
築
化
で
あ
り
、
同
時
に
低
廉
化
も
進
行
し
て
い
っ
た
。

　近
世
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
玉
殿
の
普
及
が
進
み
、
安
芸
国
の
神
社
は
小
祠
ま

で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
玉
殿
を
安
置
す
る
に
至
っ
た
。
造
営
主
体
の
変
化
に
よ
っ

て
、
玉
殿
が
建
築
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
十
七
世
紀

の
神
社
造
営
の
断
絶
期
も
影
響
し
、
そ
れ
ら
の
玉
殿
か
ら
は
中
世
の
玉
殿
特
有
の
技

法
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
形
式
の
変
化
は
、
単
な
る
神
体
の
容
れ
物
と

な
る
箱
形
化
と
、
微
細
な
部
品
を
膠
で
接
着
し
組
立
て
る
工
芸
品
化
へ
の
分
化
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
非
建
築
化
で
あ
っ
た
。

　こ
れ
ら
玉
殿
の
成
立
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
変
化
は
、
す
べ
て
神
社
建
築
の
流

れ
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
寺
院
建
築
様
式
が
関
係
し
た
も
の
で
は
な
く
、
玉
殿

と
い
う
建
築
形
式
は
神
社
に
お
い
て
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。そ
れ
に
は
、

同
時
に
御
帳
台
か
ら
建
築
化
し
た
可
能
性
を
持
つ
寺
院
厨
子
が
、
参
拝
者
に
積
極
的

に
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
玉
殿
は
参
拝
者
の
目
に
触
れ
な
い
場
所
で
進

化
し
て
い
っ
た
と
い
う
相
違
点
が
あ
ろ
う
。

　玉
殿
は
神
社
祭
祀
に
お
い
て
重
要
な
神
座
で
あ
っ
て
、
神
社
建
築
を
研
究
す
る
上
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で
外
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
殿
と
玉
殿
（
御
帳
台
）
の
本
来
の
関
係

は
、
本
殿
内
陣
の
全
体
が
神
の
専
有
す
る
空
間
と
し
て
の
住
処
、
す
な
わ
ち
広
義
の

神
座
で
あ
り
、
御
帳
台
は
周
り
に
帳
を
垂
ら
す
の
み
で
本
殿
内
陣
に
対
し
て
開
放
的

で
あ
っ
て
、神
の
存
在
を
示
す
座
具
で
あ
る
狭
義
の
神
座
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
。

玉
殿
は
そ
う
し
た
御
帳
台
に
板
壁
と
扉
を
付
け
て
囲
ん
で
閉
鎖
し
た
神
座
で
あ
る
。

御
帳
台
を
本
殿
形
と
し
た
玉
殿
の
中
の
み
を
神
の
専
有
す
る
空
間
と
し
て
限
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
殿
内
陣
を
祭
祀
す
る
者
に
対
し
て
開
放
的
に
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。
本
殿
に
蔀
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
玉
殿
を
神
座
と
し
た

結
果
で
あ
っ
て
、
厳
島
神
社
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
開
放
的
な
本
殿
の
成
立
に
大
き
く

寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
本
殿
の
一
部
を
開
放
す
る
形
式
は
、
経
済
力
が

大
き
く
な
い
地
方
の
神
社
に
と
っ
て
は
祭
祀
や
拝
礼
の
場
所
の
確
保
に
有
効
で
あ
っ

た
。
玉
殿
は
そ
う
し
た
中
世
の
神
社
本
殿
の
形
成
に
つ
い
て
も
大
き
く
寄
与
し
て
お

り
、
吹
放
ち
の
外
陣
を
有
す
る
安
芸
国
型
の
本
殿
の
成
立
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た

と
言
え
る
。
本
稿
に
よ
る
玉
殿
の
変
化
の
解
明
に
よ
っ
て
、
神
社
本
殿
の
変
化
の
根

本
的
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
た
も
の
と
思
う
。

註（
（
）

　研
究
者
に
よ
っ
て
は
宮
殿
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
広
島
県
域
で
は
平
安
時
代
末
期
以
来
、

神
社
内
の
も
の
に
つ
い
て
は
玉
殿
（
ぎ
ょ
く
で
ん
）
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

三
浦
正
幸
「
神
社
本
殿
内
の
中
世
の
玉
殿

　―
広
島
県
高
田
郡
八
千
代
町
の
佐
々
井
厳
島
神
社

と
常
磐
神
社
―
」（『
建
築
史
学
』
第
十
一
号
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
墨
書
銘
に
よ
っ
て
玉
殿
の
呼
称
が
確
認
さ
れ
る
も
の
（
山
県
郡
北
広
島
町
の
今

田
八
幡
神
社
玉
殿
、安
芸
高
田
市
八
千
代
町
の
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
な
ど
）
も
少
な
く
な
い
。

（
（
）

　厳
島
神
社
末
社
左
門
客
神
社
お
よ
び
右
門
客
神
社
の
内
殿
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
が
本
殿

で
、
小
型
本
殿
に
覆
屋
を
架
け
る
形
式
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
厳
密
に
は
玉
殿
の
範
疇

か
ら
は
外
れ
る
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
小
型
本
殿
は
海
上
に
建
つ
と
い
う
特

殊
性
に
よ
り
、
覆
屋
の
床
上
に
置
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
小
型
本
殿
は
厳
島
神
社
に
お
け

る
ほ
か
の
本
殿
内
の
玉
殿
と
類
似
点
が
あ
り
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿

で
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
（
）

　日
本
建
築
に
お
い
て
、
建
築
的
と
は
、
柱
・
梁
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
日
本
の
伝
統
的
木

造
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
板
状
の
壁
な
ど
に
よ
り
面
か
ら
構
成
さ
れ
る
壁
式
構
造
は
非
建

築
的
で
あ
る
。
滋
賀
県
栗
東
市
の
小
槻
大
社
本
殿
内
の
玉
殿
は
、
墨
書
銘
に
よ
り
弘
安
四
年

（
一
二
八
一
）
の
造
立
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
で
は
、
柱
や
長
押
な
ど
を
備

え
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
細
部
は
略
さ
れ
て
お
り
、
本
殿
形
の
建
築
的
形
態
と
し
て
は
、
ま
だ

完
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
除
外
し
て
お
い
た
。

（
（
）

　中
世
と
近
世
の
境
は
一
般
的
に
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
の
室
町
幕
府
の
滅
亡
と
す
る
場

合
が
多
い
。
し
か
し
、
安
芸
国
で
は
、
毛
利
氏
が
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ケ
原
の
戦
い

の
戦
後
処
理
で
防
長
へ
退
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
世
の
在
地
領
主
制
が
完
全
に
消
滅
し
、
近

世
の
幕
藩
体
制
へ
急
激
に
移
行
し
た
。
社
寺
造
営
に
お
い
て
も
、
施
主
が
在
地
領
主
か
ら
地
元

民
に
変
化
し
て
お
り
、
近
世
へ
の
移
行
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
慶
長
五
年
を
中
世
と
近
世
の

境
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
時
期
を
境
に

し
て
玉
殿
の
形
式
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

（
（
）

　山
田
岳
晴
「
厳
島
神
社
玉
殿
―
内
宮
と
外
宮
の
玉
殿
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
第
一
三
三
集
、
平
成
十
八
年
十
二
月
）
を
参
照
。

（
（
）

　造
立
当
初
の
製
作
誤
差
、
経
年
変
化
に
よ
る
変
形
収
縮
、
腐
食
欠
損
な
ど
に
よ
り
、
部
位
に

よ
っ
て
一
㎜
以
上
の
違
い
が
常
に
生
じ
る
の
で
、
㎜
単
位
で
の
計
測
は
学
術
的
に
意
義
が
あ
る

と
は
言
い
難
く
、
造
立
当
時
と
同
等
の
精
度
で
計
測
を
行
っ
た
方
が
有
意
義
で
あ
る
と
判
断
し

た
。
な
お
、
現
行
曲
尺
と
こ
れ
ら
の
玉
殿
の
造
営
尺
と
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
有
意
義
な
差
異
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
（
）

　福
山
敏
男「
出
雲
大
社
の
金
輪
造
営
図
に
就
い
て
」（『
出
雲
』第
六
号
、昭
和
十
五
年
十
月
、『
出
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雲
大
社
の
本
殿
』、
出
雲
大
社
、
昭
和
三
十
年
六
月
再
掲
、『
神
社
建
築
の
研
究
』
福
山
敏
男
著

作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
に
修
正
再
々
掲
）、
福
山
敏
男
「
山

陰
の
神
社
建
築
」（『
仏
教
芸
術
』
六
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
、『
神
社
建
築
の
研
究
』
福

山
敏
男
著
作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
に
修
正
再
掲
）、
福
山
敏

男
「
神
社
建
築
に
つ
い
て
―
大
社
造
復
原
試
論
―
」（『
悠
久
』
第
七
号
、
鶴
岡
八
幡
宮
、
昭
和

五
十
六
年
九
月
、『
神
社
建
築
の
研
究
』
福
山
敏
男
著
作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和

五
十
九
年
十
二
月
に
修
正
再
掲
）、三
浦
正
幸
「
平
安
期
の
厳
島
神
社
の
祭
神
と
楽
音
寺
蔵
「
安

芸
国
神
名
帳
」」（
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究
報
告
集
、平
成
二
年
三
月
）、大
野
敏
「
飛
鳥
・

奈
良
時
代
の
厨
子
―
厨
子
の
建
築
的
研
究
古
代
編
―
」（『
建
築
史
学
』
第
二
十
九
号
、
平
成

九
年
九
月
）、
大
野
敏
「
中
世
厨
子
の
形
式
分
類
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文

報
告
集
』
五
〇
五
号
、
平
成
十
年
三
月
、「
室
町
中
期
～
後
期
に
お
け
る
宮
殿
系
厨
子
の
建
築

様
式
に
関
す
る
研
究
」、
平
成
一
一
年
度
～
一
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
）

（
（
））
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
十
四
年
三
月
に
修
正
再
掲
）、
大
野
敏
「
宮
殿
系
厨
子
に
お

け
る
六
枝
掛
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
十
一

年
九
月
）、
伊
東
史
朗
「
厳
島
神
社
の
獅
子
・
狛
犬
」（『
学
叢
』
第
二
十
号
、
平
成
十
年
三
月
）

な
ど
。

（
（
）

　狩
野
勝
重
「
郡
山
市
田
村
町
田
村
神
社
本
殿
内
厨
子
に
つ
い
て
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学

術
講
演
梗
概
集
Vol.
五
四
、昭
和
五
十
四
年
九
月
）、大
河
直
躬
「
生
島
足
島
神
社
の
旧
本
殿
（
現

本
殿
内
殿
）
に
つ
い
て
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
四
年
八
月
）、
高
井

昭
「
中
世
日
前
・
國
懸
神
宮
の
本
殿
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』
第
四
四
八
号
、

平
成
五
年
六
月
）、
大
野
敏
「
興
玉
神
社
内
神
殿
の
建
築
に
つ
い
て
―
組
物
構
成
の
特
徴
を
中

心
と
し
て
―
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
十
二
年
九
月
）
な
ど
。

（
（
）

　確
認
で
き
た
す
べ
て
の
安
芸
国
の
中
世
の
玉
殿
の
う
ち
、
調
査
を
許
さ
れ
た
十
三
社
二
十
五

基
の
玉
殿
に
対
し
て
実
地
の
詳
細
調
査
を
実
施
し
た
。

（
（0
）

　社
寺
建
築
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
通
常
の
柿
葺
の
こ
と
で
あ
る
。
押
桟
を
用
い
ず
、
軒
付
上

か
ら
柿
板
を
一
枚
ご
と
に
短
い
葺
き
足
を
持
た
せ
て
葺
き
重
ね
た
構
造
を
持
つ
。
詳
し
く
は
、

山
田
岳
晴
・
三
浦
正
幸
「
安
芸
国
の
中
世
神
社
玉
殿
の
柿
葺
に
関
す
る
調
査
研
究
」（『
日
本
建

築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
五
七
二
号
、
平
成
十
五
年
十
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　玉
殿
内
部
の
化
粧
垂
木
掛
に
墨
書
銘
が
存
す
る
。
山
田
岳
晴
・
三
浦
正
幸
「
今
田
八
幡
神
社

玉
殿
に
見
ら
れ
る
地
方
色
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
五
六
六
号
、
平
成
十
五
年

四
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　複
数
の
部
材
を
一
木
か
ら
造
り
出
す
技
法
で
あ
る
。
山
田
岳
晴
「
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
に

お
け
る
一
木
造
出
の
技
法
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
十
六
年
八
月
）、

山
田
岳
晴
「
安
芸
国
の
中
世
神
社
玉
殿
に
お
け
る
一
木
造
出
の
特
質
」（
日
本
建
築
学
会
大
会

講
演
梗
概
集
、
平
成
十
九
年
八
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　一
般
の
社
寺
の
建
築
形
式
と
は
大
き
く
相
違
す
る
特
色
で
あ
る
。
註（
（（
）論
文
参
照
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
に
所
収
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
巻
六
十
六
。

嚴
島
神
社

　佐
々
井
村
に
あ
り
、
西
浦
村
記
に
い
ふ
、
五
社
の
一
な
り
、
此
社
に
、
神
櫝

五
あ
る
、
故
に
五
社
明
神
と
稱
す
、
恐
ら
く
は
非
な
り
、
櫝
背
に
、
文
和
二
年
と
い
ふ
、

四
字
あ
り
、
又
樂
音
神
名
帳
に
、
佐
々
比
明
神
あ
り
、
然
れ
ば
、
西
浦
村
に
い
ふ
ご
と
く
、

五
社
の
一
と
い
ふ
と
も
、
此
社
は
、
古
き
明
神
社
な
る
べ
し

（
（（
）

　第
五
殿
の
扉
内
側
の
墨
書
銘
。

　
　
　
　
　
　文

和
二
年

　
　
　
　奉

再
建
御
玉
殿

　
　
　
　
　
　巳

九
月
十
六
日

（
（（
）

　第
三
殿
の
扉
内
側
の
墨
書
銘
。

　
　
　
　奉

造
立
御
玉
殿

　
　
　
　右

為
天
長
地
久
國
土
泰
平
殊
信
心

　
　
　
　施

主
心
中
所
願
如
意
滿
足
故
也

　
　
　
　
　文

安
貳
年
乙丑

九
月
廿
六
日

　願
主
源
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　敬

白

（
（（
）

　詳
し
く
は
註（
（（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
巻
六
十
。

八
幡
宮

　下
殿
河
内
村
に
あ
り
、
永
享
十
一
年
己
未
、
紀
親
高
再
造
、
慶
長
元
和
に
も
修

繕
す
、
昔
は
神
田
あ
り
、
別
に
小
板
越
中
よ
り
、
祭
米
を
供
ふ
、
今
は
並
に
こ
れ
な
し

（
（0
）

　建
築
様
式
お
よ
び
社
蔵
棟
札
に
よ
る
。

（
（（
）

　長
い
柿
板
を
押
桟
で
留
め
、
葺
き
足
が
著
し
く
長
い
長
柿
葺
の
う
ち
、
大
棟
か
ら
軒
先
ま
で

継
が
ず
に
通
し
て
葺
き
、
垂
木
や
野
地
板
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
註（
（0
）論
文

を
参
照
。

（
（（
）

　前
方
に
突
き
出
し
た
土
居
桁
の
先
端
は
、
近
年
の
新
た
な
台
座
の
上
に
安
置
し
た
と
き
に
切

除
し
て
い
る
。

（
（（
）

　厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
本
殿
の
建
立
年
代
は
、
墨
書
銘
に
よ
り
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
木
鼻
が
十
六
世
紀
の
も
の
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
、
ま
た
彫
り
込
ま
れ
て

い
る
絵
様
の
巻
き
込
み
が
強
く
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
桂
浜
神
社
（
呉
市
倉
橋
町
）
本

殿
よ
り
も
古
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
は
小
屋
の
改
修
で
あ
り
、
玉
殿

と
同
様
の
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
建
立
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
（（
）

　左
殿
の
墨
書
銘
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　ミ

の
と

　
　八

十
一
う
と
し

　
　
　
　嘉

吉
三
年
八
月
廿
四
日

　
　俊

高
敬
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　い

と
し

　
　
　右

殿
の
墨
書
銘
。
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

雲
大
社
の
本
殿
』、
出
雲
大
社
、
昭
和
三
十
年
六
月
再
掲
、『
神
社
建
築
の
研
究
』
福
山
敏
男
著

作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
に
修
正
再
々
掲
）、
福
山
敏
男
「
山

陰
の
神
社
建
築
」（『
仏
教
芸
術
』
六
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
、『
神
社
建
築
の
研
究
』
福

山
敏
男
著
作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
に
修
正
再
掲
）、
福
山
敏

男
「
神
社
建
築
に
つ
い
て
―
大
社
造
復
原
試
論
―
」（『
悠
久
』
第
七
号
、
鶴
岡
八
幡
宮
、
昭
和

五
十
六
年
九
月
、『
神
社
建
築
の
研
究
』
福
山
敏
男
著
作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和

五
十
九
年
十
二
月
に
修
正
再
掲
）、三
浦
正
幸
「
平
安
期
の
厳
島
神
社
の
祭
神
と
楽
音
寺
蔵
「
安

芸
国
神
名
帳
」」（
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究
報
告
集
、平
成
二
年
三
月
）、大
野
敏
「
飛
鳥
・

奈
良
時
代
の
厨
子
―
厨
子
の
建
築
的
研
究
古
代
編
―
」（『
建
築
史
学
』
第
二
十
九
号
、
平
成

九
年
九
月
）、
大
野
敏
「
中
世
厨
子
の
形
式
分
類
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文

報
告
集
』
五
〇
五
号
、
平
成
十
年
三
月
、「
室
町
中
期
～
後
期
に
お
け
る
宮
殿
系
厨
子
の
建
築

様
式
に
関
す
る
研
究
」、
平
成
一
一
年
度
～
一
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
）

（
（
））
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
十
四
年
三
月
に
修
正
再
掲
）、
大
野
敏
「
宮
殿
系
厨
子
に
お

け
る
六
枝
掛
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
十
一

年
九
月
）、
伊
東
史
朗
「
厳
島
神
社
の
獅
子
・
狛
犬
」（『
学
叢
』
第
二
十
号
、
平
成
十
年
三
月
）

な
ど
。

（
（
）

　狩
野
勝
重
「
郡
山
市
田
村
町
田
村
神
社
本
殿
内
厨
子
に
つ
い
て
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学

術
講
演
梗
概
集
Vol.
五
四
、昭
和
五
十
四
年
九
月
）、大
河
直
躬
「
生
島
足
島
神
社
の
旧
本
殿
（
現

本
殿
内
殿
）
に
つ
い
て
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
四
年
八
月
）、
高
井

昭
「
中
世
日
前
・
國
懸
神
宮
の
本
殿
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』
第
四
四
八
号
、

平
成
五
年
六
月
）、
大
野
敏
「
興
玉
神
社
内
神
殿
の
建
築
に
つ
い
て
―
組
物
構
成
の
特
徴
を
中

心
と
し
て
―
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
十
二
年
九
月
）
な
ど
。

（
（
）

　確
認
で
き
た
す
べ
て
の
安
芸
国
の
中
世
の
玉
殿
の
う
ち
、
調
査
を
許
さ
れ
た
十
三
社
二
十
五

基
の
玉
殿
に
対
し
て
実
地
の
詳
細
調
査
を
実
施
し
た
。

（
（0
）

　社
寺
建
築
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
通
常
の
柿
葺
の
こ
と
で
あ
る
。
押
桟
を
用
い
ず
、
軒
付
上

か
ら
柿
板
を
一
枚
ご
と
に
短
い
葺
き
足
を
持
た
せ
て
葺
き
重
ね
た
構
造
を
持
つ
。
詳
し
く
は
、

山
田
岳
晴
・
三
浦
正
幸
「
安
芸
国
の
中
世
神
社
玉
殿
の
柿
葺
に
関
す
る
調
査
研
究
」（『
日
本
建

築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
五
七
二
号
、
平
成
十
五
年
十
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　玉
殿
内
部
の
化
粧
垂
木
掛
に
墨
書
銘
が
存
す
る
。
山
田
岳
晴
・
三
浦
正
幸
「
今
田
八
幡
神
社

玉
殿
に
見
ら
れ
る
地
方
色
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
五
六
六
号
、
平
成
十
五
年

四
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　複
数
の
部
材
を
一
木
か
ら
造
り
出
す
技
法
で
あ
る
。
山
田
岳
晴
「
佐
々
井
厳
島
神
社
玉
殿
に

お
け
る
一
木
造
出
の
技
法
」（
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
、
平
成
十
六
年
八
月
）、

山
田
岳
晴
「
安
芸
国
の
中
世
神
社
玉
殿
に
お
け
る
一
木
造
出
の
特
質
」（
日
本
建
築
学
会
大
会

講
演
梗
概
集
、
平
成
十
九
年
八
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　一
般
の
社
寺
の
建
築
形
式
と
は
大
き
く
相
違
す
る
特
色
で
あ
る
。
註（
（（
）論
文
参
照
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
に
所
収
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
巻
六
十
六
。

嚴
島
神
社

　佐
々
井
村
に
あ
り
、
西
浦
村
記
に
い
ふ
、
五
社
の
一
な
り
、
此
社
に
、
神
櫝

五
あ
る
、
故
に
五
社
明
神
と
稱
す
、
恐
ら
く
は
非
な
り
、
櫝
背
に
、
文
和
二
年
と
い
ふ
、

四
字
あ
り
、
又
樂
音
神
名
帳
に
、
佐
々
比
明
神
あ
り
、
然
れ
ば
、
西
浦
村
に
い
ふ
ご
と
く
、

五
社
の
一
と
い
ふ
と
も
、
此
社
は
、
古
き
明
神
社
な
る
べ
し

（
（（
）

　第
五
殿
の
扉
内
側
の
墨
書
銘
。

　
　
　
　
　
　文

和
二
年

　
　
　
　奉

再
建
御
玉
殿

　
　
　
　
　
　巳

九
月
十
六
日

（
（（
）

　第
三
殿
の
扉
内
側
の
墨
書
銘
。

　
　
　
　奉

造
立
御
玉
殿

　
　
　
　右

為
天
長
地
久
國
土
泰
平
殊
信
心

　
　
　
　施

主
心
中
所
願
如
意
滿
足
故
也

　
　
　
　
　文

安
貳
年
乙丑

九
月
廿
六
日

　願
主
源
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　敬

白

（
（（
）

　詳
し
く
は
註（
（（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
巻
六
十
。

八
幡
宮

　下
殿
河
内
村
に
あ
り
、
永
享
十
一
年
己
未
、
紀
親
高
再
造
、
慶
長
元
和
に
も
修

繕
す
、
昔
は
神
田
あ
り
、
別
に
小
板
越
中
よ
り
、
祭
米
を
供
ふ
、
今
は
並
に
こ
れ
な
し

（
（0
）

　建
築
様
式
お
よ
び
社
蔵
棟
札
に
よ
る
。

（
（（
）

　長
い
柿
板
を
押
桟
で
留
め
、
葺
き
足
が
著
し
く
長
い
長
柿
葺
の
う
ち
、
大
棟
か
ら
軒
先
ま
で

継
が
ず
に
通
し
て
葺
き
、
垂
木
や
野
地
板
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
註（
（0
）論
文

を
参
照
。

（
（（
）

　前
方
に
突
き
出
し
た
土
居
桁
の
先
端
は
、
近
年
の
新
た
な
台
座
の
上
に
安
置
し
た
と
き
に
切

除
し
て
い
る
。

（
（（
）

　厳
島
神
社
摂
社
大
元
神
社
本
殿
の
建
立
年
代
は
、
墨
書
銘
に
よ
り
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
木
鼻
が
十
六
世
紀
の
も
の
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
、
ま
た
彫
り
込
ま
れ
て

い
る
絵
様
の
巻
き
込
み
が
強
く
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
桂
浜
神
社
（
呉
市
倉
橋
町
）
本

殿
よ
り
も
古
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
は
小
屋
の
改
修
で
あ
り
、
玉
殿

と
同
様
の
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
建
立
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
（（
）

　左
殿
の
墨
書
銘
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　ミ

の
と

　
　八

十
一
う
と
し

　
　
　
　嘉

吉
三
年
八
月
廿
四
日

　
　俊

高
敬
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　い

と
し

　
　
　右

殿
の
墨
書
銘
。
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　み

つ
のマ

マの

　
　八

十
一
う
の
と
し

　
　
　
　嘉

吉
三
年
八
月
廿
四
日

　
　俊

高
敬
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　ゐ

の
と
し

（
（（
）

　社
蔵
棟
札
写
に
よ
る
。「
奉
建
立
八
幡
宮
御
社
一
宇
（
以
下
略
）」。

（
（（
）

　社
蔵
棟
札
写
に
よ
る
。「
奉
再
興
八
幡
宮
神
殿
舞
殿
休
殿
（
以
下
略
）」。

（
（（
）

　修
理
工
事
報
告
書
で
は
、
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
の
再
建
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
代

が
記
さ
れ
た
棟
札
は
、
他
の
八
幡
宮
の
再
建
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
桂
浜
神
社
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
三
浦
正
幸
「
桂
浜
神
社
本
殿
」（『
倉
橋
の
建
築
』
倉
橋
町
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
）

を
参
照
。

（
（（
）

　長
い
柿
板
を
押
桟
で
留
め
、
葺
き
足
が
著
し
く
長
い
長
柿
葺
の
う
ち
、
大
棟
か
ら
軒
先
ま
で

継
が
ず
に
通
し
て
葺
き
、
垂
木
や
野
地
板
を
一
切
用
い
ず
、
直
に
桁
や
棟
木
に
留
め
た
も
の
で

あ
る
。
詳
し
く
は
註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（0
）

　長
い
柿
板
を
押
桟
で
留
め
、
葺
き
足
が
著
し
く
長
い
長
柿
葺
の
う
ち
、
重
ね
継
い
で
段
を
付

葺
き
、
垂
木
や
野
地
板
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　屋
根
に
挽
板
を
軒
先
と
平
行
に
葺
い
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　社
蔵
棟
札
に
よ
る
。

奉
建
立
天
滿
社
一
宇
檀
那
當
國
吉
田
住
大
江
朝
臣
毛
利
備
中
守
隆
元
、（
中
略
）
弘
治
貳

暦
夘
月
吉
日
（
以
下
略
）

（
（（
）

　棟
札
に
よ
り
、
造
立
当
初
か
ら
こ
の
玉
殿
は
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
現

在
の
檜
皮
葺
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
葺
き
替
え
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）

の
修
理
以
前
は
、
現
在
の
本
殿
（
連
歌
堂
）
は
柿
葺
で
あ
っ
た
。

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
巻
五
十
三
。

速
田
神
社

　吉
和
村
に
あ
り
、
上
平
良
村
よ
り
勸
請
す
と
い
ひ
傳
ふ
、
天
正
十
九
年
辛
卯

造
營
、
棟
札
に
、
三
浦
兵
庫
元
忠
、
爲
二
祈
念
一
、
河
野
平
左
衛
門
代
、
山
縣
源
右
衛
門

尉
忠
道
と
あ
り
、
社
に
古
き
般
若
經
を
藏
す

（
（（
）

　山
田
岳
晴
「
広
島
県
廿
日
市
市
の
速
田
神
社
玉
殿
の
考
察
」（
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協

会
大
会
、
平
成
十
七
年
六
月
）
で
口
頭
報
告
を
行
っ
て
い
る
。『
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協

会
年
報
』
第
二
号
、
平
成
十
八
年
三
月
に
記
録
。

（
（（
）

　社
蔵
棟
札
に
よ
る
。

（
（（
）

　社
蔵
棟
札
。

　
　
　
　奉

造
工
祇
園
崇
道
（
中
略
）
正
中
二
天
丑
七
月
二
日
（
以
下
略
）

（
（（
）

　『
芸
藩
通
志
』
巻
六
十
六
。

祇
園
社

　吉
田
村
、
古
城
山
の
麓
に
あ
り
、
祭
る
所
、
素
戔
嗚
尊
の
外
に
、
足あ

し
な
づ
ち

摩
乳
、   

手て
な
づ
ち
い
な
だ

摩
乳
稻
田
姫
、
三
女
五
男
あ
り
、
ま
た
早
良
親
王
、
光
仁
天
皇
、
伊
豫
親
王
を
祭
り
、  

崇
道
社
と
稱
し
同
殿
に
あ
り
、
崇
道
は
、
早
良
親

王
の
追
號
な
り
、 

正
中
以
上
の
棟
札
は
、
文
字
磨
滅
し
て
、 

讀

べ
か
ら
ず
、
正
中
の
棟
札
に
、
奉
造
祇
園
崇
道
社
、
正
中
二
年
乙
丑
七
月
三
日
、
上
御
本

家
并
信
心
施
主
と
あ
り
、
上
御
本
家
考
る
所
な
し
、
毛
利
氏
の
時
、
世
々
相
繼
て
、
修
營

あ
り
、
神
田
を
寄
附
せ
ら
る
、
元
和
年
間
の
文
書
に
、
當
郡
に
、
祇
園
八
幡
領
な
り
し
と

い
ふ
、
今
も
歳
入
三
石
餘
を
、
當
社
に
附
ら
る
、
末
社
五
宇
、
稻
荷
社
、
劒
社
、靈
劔
を

納
と
云
九

郎
御
前
祭
神
許

な
ら
ず
杉す

ぎ

若
宮
元
就
の
母
、
杉
大

方
の
靈
を
ま
つ
る
和
知
、
柚
谷

　靈
社
和
知
彈
正
、
柚
谷
又

八
郎
、
二
人
を
祭
る
あ
り
昔
は
寳
藏
舞
臺
な

ど
も
あ
り
し
が
、
皆
廢
す
、
本
社
階
下
に
神
木
あ
り
、
社
林
に
神
烏
あ
り
、
歳
首
ご
と
に
、

烏
喰
祭
と
い
ふ
を
行
ふ
、
社
に
藏
す
る
所
、
古
假
面
、
獅
子
頭
な
ど
あ
り
、
舊
戸
帳
は
、

毛
利
輝
元
、
朝
鮮
よ
り
取
歸
て
、
奉
納
あ
り
し
と
い
ふ
、
天
正
間
、
九
條
植
通
朝
臣
、
當

社
に
て
、
源
氏
物
語
を
講
ら
れ
し
事
あ
り
、
聖
護
院
道
澄
親
王
、
卜
部
兼
右
朝
臣
も
、
止

宿
の
事
あ
り
、
鳥
居
の
額
は
、
親
王
の
書
る
所
と
い
ふ
、
此
社
相
傳
へ
て
、
素
戔
嗚
尊
の

神
蹟
と
す
、
困
て
當
村
に
流
る
ゝ
川
、 山
縣
郡
よ
り
出
る

江
の
川
な
り
、

即
、
日
本
紀
に
載
る
、
安
藝
國
可エ

ノ愛

川
上
こ
れ
な
り
と
も
い
へ
り
、
此
宮
あ
る
に
よ
れ
る
か
、
さ
れ
ば
當
社
も
、
古
に
あ
り
て

は
、
由
緖
あ
る
社
な
る
べ
し
、
或
は
神
武
天
皇
の
行
宮
、
埃え

の
み
や宮

と
す
る
諺
あ
れ
ど
、
更
に

信
ず
る
に
足
ら
ず

（
（（
）

　山
田
岳
晴
「
広
島
県
安
芸
高
田
市
吉
田
の
清
神
社
玉
殿
の
考
察
」（
広
島
史
学
研
究
会
大
会
、

平
成
十
七
年
十
月
）
で
口
頭
報
告
を
行
っ
て
い
る
。『
史
學
研
究
』
第
二
五
〇
号
、
平
成
十
七

年
十
月
に
記
録
。

（
（0
）

　実
測
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
寸
法
は
概
数
値
を
示
し
て
お
く
。

（
（（
）

　十
一
基
の
玉
殿
す
べ
て
に
対
し
て
実
地
の
詳
細
調
査
を
実
施
し
た
。

（
（（
）

　詳
し
く
は
、
註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　詳
し
く
は
、
註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　呼
称
は
外
宮
棚
守
職
で
あ
っ
た
飯
田
家
文
書
に
よ
る
。

（
（（
）

　『
大
願
寺
文
書
』
一
五
七
号
。
な
お
、
こ
の
文
書
の
表
題
は
文
書
整
理
時
に
付
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
内
容
を
正
し
く
表
し
て
い
な
い
。
宮
殿
造
営
材
木
注
文
で
は
な
く
、
内
宮
大
宮

本
殿
と
と
も
に
内
部
の
玉
殿
を
造
替
す
る
た
め
に
、旧
玉
殿
の
寸
法
を
実
測
し
た
報
告
で
あ
る
。

な
お
、『
大
願
寺
文
書
』
一
五
五
号
の
「
厳
島
社
玉
殿
六
社
造
営
材
木
注
文
」（
永
禄
十
二
年
）

は
、
そ
の
内
容
か
ら
、
玉
殿
の
材
木
注
文
で
は
な
く
、
大
宮
本
殿
自
体
の
材
木
注
文
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
表
題
の
付
け
誤
り
か
、
玉
殿
六
社
で
大
宮
本
殿
自
体
を
示
し
た
も
の
か
の
ど
ち

ら
か
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
三
浦
正
幸
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」（『
建
築
史
学
』
第
四
号
、
昭

和
六
十
年
三
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　『
野
坂
文
書
』
三
一
三
号
の
一

（
（（
）

　『
厳
島
野
坂
文
書
』
一
八
七
九
号

（
（（
）

　『
厳
島
野
坂
文
書
』
一
八
八
〇
号

（
（（
）

　前
者
に
記
さ
れ
た
四
尺
三
寸
は
、
そ
れ
を
丸
め
た
数
値
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
（0
）

　大
願
寺
文
書
（『
修
理
綜
合
報
告
書
』
に
所
収
、『
宮
島
町
史
』
に
再
掲
）
に
よ
る
。

（
（（
）

　実
測
寸
法
と
考
え
ら
れ
る
「
造
営
材
木
注
文
」
の
記
述
と
合
わ
ず
、
外
宮
の
大
宮
玉
殿
の
現

状
を
考
慮
す
る
と
六
基
と
も
同
寸
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
（（
）

　玉
殿
の
梁
間
寸
法
は
桁
行
寸
法
に
概
ね
比
例
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
桁
行
寸
法
で
扱
う
こ
と

に
す
る
。

（
（（
）

　註（
（（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　亀
山
神
社
玉
殿
は
、
四
方
に
台
座
を
張
り
出
し
、
各
面
に
鳥
居
を
立
て
て
剣
頭
柵
を
巡
ら
せ

て
い
る
。
こ
の
台
座
は
神
輿
の
台
輪
か
ら
変
形
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
切
妻
造

の
神
輿
の
例
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
中
の
稲
荷
祭
の
神
輿
に
も
見
ら
れ
る
。

（
（（
）

　『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
は
、
見
世
棚
造
で
切
妻
屋
根
を
載
せ
た
思
わ
れ
る
小
祠
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
絵
巻
で
あ
る
の
で
流
造
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
（（
）

　現
在
は
、
祭
壇
の
上
に
さ
ら
に
近
代
の
台
座
を
置
い
て
玉
殿
を
安
置
し
、
台
座
か
ら
突
出
す

る
玉
殿
の
土
居
桁
先
端
は
切
除
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　祭
壇
の
奥
行
も
大
正
期
の
改
造
で
同
時
に
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
が
、
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
）
に
再
建
さ
れ
た
現
在
の
本
殿
の
当
初
の
祭
壇
の
大
き
さ
に
復
元
し
た
と
し
て
も
、

玉
殿
が
祭
壇
上
の
奥
行
す
べ
て
を
占
め
る
。
こ
の
玉
殿
は
見
世
棚
造
で
は
な
い
た
め
、
供
物
を

置
く
場
所
が
な
く
、
前
述
し
た
理
由
に
よ
り
こ
の
大
き
さ
の
祭
壇
上
の
安
置
で
は
不
都
合
が
生

じ
る
。

（
（（
）

　太
田
博
太
郎
「
神
社
建
築
の
発
達
」（『
日
本
建
築
史
序
説
』、
彰
国
社
、
昭
和
二
十
二
年
）

を
参
照
。

（
（（
）

　十
六
世
紀
中
期
以
降
の
玉
殿
に
は
、
床
高
の
低
い
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
で
は
祭
壇
を
二
段

と
す
る
な
ど
、
祭
壇
を
さ
ら
に
高
く
し
て
い
る
の
で
、
玉
殿
で
こ
と
さ
ら
床
高
を
上
げ
る
必
要

が
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（0
）

　註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（0
）論
文
お
よ
び
註
（
（（
）
後
掲
論
文
、
山
田
岳
晴
「
安
芸
国
に
お
け
る
神
社
玉
殿
の

起
源
と
発
展
に
関
す
る
研
究
」（
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科･

学
位
論
文
、
平
成
十
六
年

十
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　安
芸
国
に
は
神
社
本
殿
に
お
い
て
も
、
同
様
の
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
桂
浜
神
社
本
殿

の
例
が
あ
る
。

（
（（
）

　厳
島
神
社
の
玉
殿
正
面
側
に
は
、
狛
犬
・
獅
子
が
そ
れ
ぞ
れ
一
対
ず
つ
安
置
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
東
史
朗
「
厳
島
神
社
の
獅
子
・
狛
犬
」（『
学
叢
』
第
二
十
号
、
平
成
十

年
三
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　神
輿
の
形
式
を
取
り
入
れ
た
玉
殿
の
例
で
あ
る
十
六
世
紀
末
期
の
亀
山
神
社
玉
殿
を
除
く
。

（
（（
）

　註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　十
六
世
紀
後
期
の
新
宮
神
社
［
吉
田
］
玉
殿
や
十
六
世
紀
末
期
の
中
山
神
社
玉
殿
右
殿
（
本

社
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
に
合
祀
さ
れ
た
小
社
の
も
の
）
は
、
広
く
一
般
神
社
へ
玉
殿
が
普

及
し
た
例
で
あ
り
、
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
過
渡
期
の
例
で
あ
る
の
で
、
簡
略
的
な
舟
肘
木

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）

　註（
（（
）後
掲
論
文
お
よ
び
註（
（（
）後
掲
論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（（
）論
文
を
参
照
。

（
（0
）

　註（
（0
）を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　群
書
類
従
巻
第
七
。

（
（（
）

　例
と
し
て
、
松
尾
大
社
本
殿
内
厨
子
（
京
都
市
）
な
ど
。

（
（（
）

　小
規
模
本
殿
の
形
式
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
結
果
、
十
六
世
紀
後
期
の
新
宮
神
社
［
吉
田
］

玉
殿
は
剣
頭
柵
を
庇
側
面
に
入
れ
る
な
ど
、
小
規
模
本
殿
の
な
か
で
も
簡
略
的
な
『
年
中
行
事

絵
巻
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
小
祠
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
。

（
（（
）

　小
用
神
社
摂
社
伊
勢
宮
神
社
（
呉
市
川
尻
町
小
用
）
な
ど
。
註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
機
関
研
究
員
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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（
（0
）

　大
願
寺
文
書
（『
修
理
綜
合
報
告
書
』
に
所
収
、『
宮
島
町
史
』
に
再
掲
）
に
よ
る
。

（
（（
）

　実
測
寸
法
と
考
え
ら
れ
る
「
造
営
材
木
注
文
」
の
記
述
と
合
わ
ず
、
外
宮
の
大
宮
玉
殿
の
現

状
を
考
慮
す
る
と
六
基
と
も
同
寸
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
（（
）

　玉
殿
の
梁
間
寸
法
は
桁
行
寸
法
に
概
ね
比
例
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
桁
行
寸
法
で
扱
う
こ
と

に
す
る
。

（
（（
）

　註（
（（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　亀
山
神
社
玉
殿
は
、
四
方
に
台
座
を
張
り
出
し
、
各
面
に
鳥
居
を
立
て
て
剣
頭
柵
を
巡
ら
せ

て
い
る
。
こ
の
台
座
は
神
輿
の
台
輪
か
ら
変
形
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
切
妻
造

の
神
輿
の
例
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
中
の
稲
荷
祭
の
神
輿
に
も
見
ら
れ
る
。

（
（（
）

　『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
は
、
見
世
棚
造
で
切
妻
屋
根
を
載
せ
た
思
わ
れ
る
小
祠
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
絵
巻
で
あ
る
の
で
流
造
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
（（
）

　現
在
は
、
祭
壇
の
上
に
さ
ら
に
近
代
の
台
座
を
置
い
て
玉
殿
を
安
置
し
、
台
座
か
ら
突
出
す

る
玉
殿
の
土
居
桁
先
端
は
切
除
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　祭
壇
の
奥
行
も
大
正
期
の
改
造
で
同
時
に
切
り
縮
め
ら
れ
て
い
る
が
、
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
）
に
再
建
さ
れ
た
現
在
の
本
殿
の
当
初
の
祭
壇
の
大
き
さ
に
復
元
し
た
と
し
て
も
、

玉
殿
が
祭
壇
上
の
奥
行
す
べ
て
を
占
め
る
。
こ
の
玉
殿
は
見
世
棚
造
で
は
な
い
た
め
、
供
物
を

置
く
場
所
が
な
く
、
前
述
し
た
理
由
に
よ
り
こ
の
大
き
さ
の
祭
壇
上
の
安
置
で
は
不
都
合
が
生

じ
る
。

（
（（
）

　太
田
博
太
郎
「
神
社
建
築
の
発
達
」（『
日
本
建
築
史
序
説
』、
彰
国
社
、
昭
和
二
十
二
年
）

を
参
照
。

（
（（
）

　十
六
世
紀
中
期
以
降
の
玉
殿
に
は
、
床
高
の
低
い
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
で
は
祭
壇
を
二
段

と
す
る
な
ど
、
祭
壇
を
さ
ら
に
高
く
し
て
い
る
の
で
、
玉
殿
で
こ
と
さ
ら
床
高
を
上
げ
る
必
要

が
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（0
）

　註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（0
）論
文
お
よ
び
註
（
（（
）
後
掲
論
文
、
山
田
岳
晴
「
安
芸
国
に
お
け
る
神
社
玉
殿
の

起
源
と
発
展
に
関
す
る
研
究
」（
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科･

学
位
論
文
、
平
成
十
六
年

十
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　安
芸
国
に
は
神
社
本
殿
に
お
い
て
も
、
同
様
の
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
桂
浜
神
社
本
殿

の
例
が
あ
る
。

（
（（
）

　厳
島
神
社
の
玉
殿
正
面
側
に
は
、
狛
犬
・
獅
子
が
そ
れ
ぞ
れ
一
対
ず
つ
安
置
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
東
史
朗
「
厳
島
神
社
の
獅
子
・
狛
犬
」（『
学
叢
』
第
二
十
号
、
平
成
十

年
三
月
）
を
参
照
。

（
（（
）

　神
輿
の
形
式
を
取
り
入
れ
た
玉
殿
の
例
で
あ
る
十
六
世
紀
末
期
の
亀
山
神
社
玉
殿
を
除
く
。

（
（（
）

　註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　十
六
世
紀
後
期
の
新
宮
神
社
［
吉
田
］
玉
殿
や
十
六
世
紀
末
期
の
中
山
神
社
玉
殿
右
殿
（
本

社
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
に
合
祀
さ
れ
た
小
社
の
も
の
）
は
、
広
く
一
般
神
社
へ
玉
殿
が
普

及
し
た
例
で
あ
り
、
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
過
渡
期
の
例
で
あ
る
の
で
、
簡
略
的
な
舟
肘
木

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）

　註（
（（
）後
掲
論
文
お
よ
び
註（
（（
）後
掲
論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（（
）論
文
を
参
照
。

（
（0
）

　註（
（0
）を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（0
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　註（
（
）論
文
を
参
照
。

（
（（
）

　群
書
類
従
巻
第
七
。

（
（（
）

　例
と
し
て
、
松
尾
大
社
本
殿
内
厨
子
（
京
都
市
）
な
ど
。

（
（（
）

　小
規
模
本
殿
の
形
式
を
取
り
入
れ
て
い
っ
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図２　今田八幡神社玉殿復元平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図１　今田八幡神社玉殿現状平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図3　今田八幡神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図5　今田八幡神社玉殿
　　　  梁間断面図

縮尺：1/20  単位：寸

図4　今田八幡神社玉殿
　　　  側面立面図

縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図6　佐々井厳島神社玉殿第一殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図7　佐々井厳島神社玉殿第一殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図8　佐々井厳島神社玉殿第一殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図6　佐々井厳島神社玉殿第一殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図7　佐々井厳島神社玉殿第一殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図8　佐々井厳島神社玉殿第一殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図9　佐々井厳島神社玉殿第二殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図10　佐々井厳島神社玉殿第二殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図11　佐々井厳島神社玉殿第二殿側面立面図　
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図12　佐々井厳島神社玉殿第三殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図14　佐々井厳島神社玉殿第三殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図13　佐々井厳島神社玉殿第三殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図12　佐々井厳島神社玉殿第三殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図14　佐々井厳島神社玉殿第三殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図13　佐々井厳島神社玉殿第三殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図15　佐々井厳島神社玉殿第四殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図17　佐々井厳島神社玉殿第四殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図16　佐々井厳島神社玉殿第四殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図18　佐々井厳島神社玉殿第五殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図20　佐々井厳島神社玉殿第五殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図19　佐々井厳島神社玉殿第五殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図18　佐々井厳島神社玉殿第五殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図20　佐々井厳島神社玉殿第五殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図19　佐々井厳島神社玉殿第五殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図21　堀八幡神社玉殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図23　堀八幡神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図22　堀八幡神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図24　厳島神社摂社大元神社玉殿中央殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図26　厳島神社摂社大元神社玉殿中央殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図25　厳島神社摂社大元神社玉殿中央殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図24　厳島神社摂社大元神社玉殿中央殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図26　厳島神社摂社大元神社玉殿中央殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図25　厳島神社摂社大元神社玉殿中央殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図27　厳島神社摂社大元神社玉殿左右殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図29　厳島神社摂社大元神社玉殿左右殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図28　厳島神社摂社大元神社玉殿左右殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図31　桂浜神社玉殿中央殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図30　桂浜神社玉殿中央殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図33　桂浜神社玉殿中央殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図32　桂浜神社玉殿中央殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図31　桂浜神社玉殿中央殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図30　桂浜神社玉殿中央殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図33　桂浜神社玉殿中央殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図32　桂浜神社玉殿中央殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図35　桂浜神社玉殿左右殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図34　桂浜神社玉殿左右殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図37　桂浜神社玉殿左右殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図36　桂浜神社玉殿左右殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図41　常磐神社玉殿第一殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図40　常磐神社玉殿第一殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図39　常磐神社玉殿第一殿床下平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図38　常磐神社玉殿第一殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸



147

［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図41　常磐神社玉殿第一殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図40　常磐神社玉殿第一殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図39　常磐神社玉殿第一殿床下平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図38　常磐神社玉殿第一殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸
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図43　常磐神社玉殿第三殿床下平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図46　新宮神社［高屋］平面図
 　　　　縮尺：1/20  単位：寸

図42　常磐神社玉殿第三殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸

図45　常磐神社玉殿第三殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図44　常磐神社玉殿第三殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図47　厳島神社末社左門客神社玉殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図47　厳島神社末社左門客神社玉殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図48　厳島神社末社左門客神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図49　厳島神社末社左門客神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図49　厳島神社末社左門客神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図50　厳島神社末社左門客神社玉殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図51　厳島神社摂社天神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図52　厳島神社摂社天神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図51　厳島神社摂社天神社玉殿正面立面図

図52　厳島神社摂社天神社玉殿側面立面図
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図51　厳島神社摂社天神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図52　厳島神社摂社天神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図51　厳島神社摂社天神社玉殿正面立面図

図52　厳島神社摂社天神社玉殿側面立面図
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図53　速田神社玉殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図54　速田神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図57　宮崎神社玉殿側面立面図
 　　　縮尺：1/20  単位：寸

図56　宮崎神社玉殿正面立面図
 　　　縮尺：1/20  単位：寸

図55　宮崎神社玉殿平面図
 　　　　　縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図57　宮崎神社玉殿側面立面図
 　　　縮尺：1/20  単位：寸

図56　宮崎神社玉殿正面立面図
 　　　縮尺：1/20  単位：寸

図55　宮崎神社玉殿平面図
 　　　　　縮尺：1/20  単位：寸
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図60　新宮神社[吉田]玉殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図59　新宮神社[吉田]玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図58　新宮神社[吉田]玉殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図62　清神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図64　清神社玉殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図63　清神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図61　清神社玉殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図62　清神社玉殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図64　清神社玉殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図63　清神社玉殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図61　清神社玉殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図67　中山神社玉殿右殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図66　中山神社玉殿右殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図65　中山神社玉殿右殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図68　額田部八幡神社玉殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸

図70　市場黄幡社玉殿平面図
 　　　　縮尺：1/20  単位：寸

図69　額田部八幡神社玉殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図68　額田部八幡神社玉殿平面図
 　　縮尺：1/20  単位：寸

図70　市場黄幡社玉殿平面図
 　　　　縮尺：1/20  単位：寸

図69　額田部八幡神社玉殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図71　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第一･二殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図72　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第三･四殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図73　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第五･六殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図74　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第三･四殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図73　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第五･六殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図74　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第三･四殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図75　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第三･四殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図76　厳島神社摂社地御前神社大宮玉殿第三･四殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図77　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第一殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図78　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第二･三･四殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図77　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第一殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図78　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第二･三･四殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図79　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第五殿平面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図80　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第二･三･四殿正面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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［神社玉殿の起源と特質］……山田岳晴

図81　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第二･三･四殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図82　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第三･四殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図81　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第二･三･四殿側面立面図
 縮尺：1/20  単位：寸

図82　厳島神社摂社地御前神社客人宮玉殿第三･四殿梁間断面図
 縮尺：1/20  単位：寸
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図83　御帳台天井図84　御帳台柱・土居

図85　御帳台御床
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Study on the Characteristics and Origin of Gyokuden（Inner Sanctuaries）
in the West Area of Hiroshima Prefecture

YAMADA Takeharu

Itsukushima Shrine is the archetype of gyokuden (inner sanctuary) in Aki Province which is now the west 

area of Hiroshima Prefecture. The gyokuden of Itsukushima Shrine has developed from michodai in shinza-style 

which dates back to the Nara period, also incorporating the architectural style of the honden (main building). In 

other words, gyokuden was based on michodai, a type of furniture. The early form of gyokuden was large sized. 

Ketayuki (beam) was one ken or three ken, harima (cross beam) was one ken. The roof was in kirizuma-style and 

hiwadabuki(cypress bark covering). It had extremely low floor height and the misedana was removed from the 

facade. It had chamfered squared-pillars, funahijiki (boat-shaped brackets), inokosasu (two diagonal struts whose 

tops butted against each other), and had double row of rafters at the front and a single row at the back. Gyokuden 

was placed directly on the floor of naijin (inner sanctum) of the honden. The gyokuden of Itsukushima Shrine 

diverged as a shinza with its own unique form, while continuing to inherit the michodai-style dating from the Nara 

period. Medieval gyokuden found all over Aki Province continued to evolve from their archetype -- the gyokuden 

of Itsukushima Shrine, and the gyokuden style structures in Aki Province were a type of shinza that had diverged 

from michodai.

There was a wider distribution of gyokuden in Aki than in other provinces and many of these medieval 

gyokuden in Aki has survived. This is because Itsukushima Shrine, the ichinomiya for the province, had adopted 

the style of placing a gyokuden within the shrine. In the latter part of the medieval period, the placing of gyokuden 

originating from Itsukushima Shrine became common among tutelary shrines in the villages of Aki Province. 

With the spread of setting gyokuden, architectural styles such as the misedana style, high floors, and naga-

kokerabuki (long shingled roof) was adopted. These new styles reflected the dif ferences in the status and 

economic scale of shrines. Such changes also saw the incorporation of the honden-style architecture, while they 

became progressively less expensive. In the Early Modern period, gyokuden became even more common, and 

nearly all shrines in Aki Province, up to the level of shoshi (small hokora), came to have gyokuden. These changes 

in the style of gyokuden resulted in two styles: box-shaped gyokuden that served as a receptacle for sacred objects, 

and crafts assembled by joining minute parts together with glue, neither of which were buildings. All of these 

changes in gyokuden were the consequence of trends in shrine architecture and were not related to forms of 

temple architecture. The creation of gyokuden was only unique to shrines.


